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1．舗装工 

1-1 概説 

本章は、一般的なアスファルトおよびコンクリートによる道路舗装について記載したものである｡舗装

工の設計、施工にあたっては、道路の性格、地域条件、施工性、維持管理性等の諸条件について、十分検

討しなければならない｡ 

また、橋梁・トンネルにおける舗装については、本項のほか、土木設計マニュアル【橋梁編】第 2編第

6章地覆・歩道・橋面舗装の項目および土木設計マニュアル【道路編】第 3編第 1章トンネル計画の項目

を参照のこと｡ 

なお、本章に記載していない事項については、該当する基準等によるものとする｡ 

1-2 適用基準類 

(1) 技術基準の体系 

舗装工の設計、施工に関する技術基準の体系は図 1-2-1のとおりである｡ 

法 令 ・ 通 達 報 告 書 指 針 等 便 覧 

道 路 法 

第29, 30条 

道 路 構 造 令 

第 23 条 
解説と運用 

国 土 交 通 省 令 

(車道及び側帯の舗装 

の構造に関する省令) 

舗 装 設 計 便 覧 

舗 装 施 工 便 覧 

舗装の構造に関する 

技 術 基 準 

(都市・地域整備局 

長,道路局長通達) 

同 解 説 舗装設計施工指針 舗 装 再 生 便 覧 

舗 装 性 能 評 価 法 アスファルト混合所便覧 

舗装調査・試験法便覧 

図 1-2-1 技術基準等の体系 



第２編  6 － 2 

(2) 道路の区分                     ＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-1＞ 

道路は、高速自動車国道および自動車専用道とその他の道路の別、道路の存する地域、地形の状況

や計画交通量などによって、第 1種第 1級から第 4級、第 2種第 1級および第 2級、第 3種第 1級か

ら第 5級、第 4種第 1級から第 4級までの種別、級別に区分される｡さらに、これらは通行できる車

両の違いにより普通道路と小型道路に区分される｡ 

小型道路とは、平成 15年 7月の｢道路構造令の一部改正｣により導入された、小型自動車等(乗用車

と小型貨物車等一定規模以下の車両)のみの通行に供する道路であり、それ以外の道路を普通道路と

いう｡表 1-2-2の摘要欄に｢小型道路を除く｣と示された道路以外はすべて小型道路を適用できる｡小型

道路を適用する際には、①普通道路での整備が困難であること、②自動車が沿道へアクセスする機能

をもつ必要がない道路であること、③当該道路の近くに大型の自動車が迂回することができる道路が

あること、という条件を満たすことが求められる｡なお、採用にあたっては、主務課と協議のこと｡ 

舗装の設計にあたっては、交通の安全性、円滑性、快適性、環境の保全と改善などを検討するうえ

で、これらの道路の区分を十分把握しておく必要がある｡ 

表 1-2-1 道路の種級区分の体系 1 

地

域

種

別

級別 
設計速度 

(km／h) 

出入 

制限 

計 画 交 通 量 （台／日） 

摘 要 
30,000以上 

30,000 

～ 

20,000 

20,000 

～ 

10,000 

10,000 

未満 

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路 

地

方

部

第

1

種

第 1級 120 100 Ｆ 高速・平地 

第 2級 100 80 Ｆ・Ｐ 
高速・山地 高速・平地 

専用・平地 

第 3級 80 60 Ｆ・Ｐ 
高速・山地 高速・平地 

専用・山地 専用・平地 

第 4級 60 50 Ｆ・Ｐ 
高速・山地 高速の設計速度 

は 60のみ 専用・山地 

都

市

部

第

2

種

第 1級 80 60 Ｆ 高速・専用・都心以外 

第 2級 60 
50 

40 
Ｆ 専用・都心 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-2表-2.4.1＞ 
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表 1-2-2 道路の種級区分の体系 2 

(注 1) 表中の用語の意味は次のとおりである。 

高速：高速自動車国道 専用：高速自動車国道以外の自動車専用道路 

国道：一般国道 県道：都道府県道 市道：市町村道 

平地：平地部 山地：山地部 都心：大都市の都心部 

Ｆ：完全出入制限 Ｐ：部分出入制限 Ｎ：出入制限なし 

(注 2)  設計速度の右欄の値は地形その他の状況によりやむ得ない場合に適用する｡ 

(注 3)  表中の出入り制限は普通道路を示したものであり、小型道路は完全出入制限を原則とする｡ 

(注 4)  計画交通量とは、計画、設計を行う路線の将来通行するであろう自動車の日交通量のことであり、舗装

計画交通量とは異なる｡ 

(注 5)  地形その他の状況によりやむ得ない場合には、級別は 1級下の級を適用することができる｡ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-2表-2.4.1＞ 
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(3) 適用基準類 

舗装工の設計施工に関しての基準類は、舗装工種により表 1-2-3に示すようなものがある｡ 

 

 表 1-2-3 適用基準類 

指 針 ・ 要 綱 等 発 行 年 発 行 者 

道 路 構 造 令 の 解 説 と 運 用 R3.3 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 の 構 造 に 関 す る 技 術 基 準 ・ 同 解 説 H13.9 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 設 計 施 工 指 針 H18.2 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 設 計 便 覧 H18.2 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 施 工 便 覧 H18.2 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 再 生 便 覧 H22.11 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事 共 通 仕 様 解 説 （ 改 訂 版 ） H4.12 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

ア ス フ ァ ル ト 混 合 所 便 覧 H8.10 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

排 水 性 舗 装 技 術 指 針 （ 案 ） H8.11 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 H31.3 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 性 能 評 価 法 （ 平 成 2 5 年 版 ） H25.4 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

舗 装 性 能 評 価 法 ・ 別 冊 H20.3 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 

道 路 の 移 動 等 円 滑 化 整 備 ガ イ ド ラ イ ン H23.8 （財）国土技術研究センター 

※使用にあたっては最新版を使用するものとする 

 

1-3 性能規定化 

 

舗装整備事業の効率を向上させるために、舗装の設計方法、施工方法を限定せず、所要の性能指標を満

たす技術に関し幅広く検討を行い採用できる性能規定発注の普及が進められている｡ 

舗装の性能指標とは、道路利用者や沿道住民によって舗装に要求される様々な機能に応えるために性能

ごとに設定する指標のことをいい、この性能指標を定めることにより、設計の目標が明らかとなる｡ 

本マニュアルは、ＴＡ法等に基づいて仕様を決定する仕様規定および性能規定の考え方の設計に関する

部分を中心に規定するものであり、設計方法を限定しない性能規定の考え方およびその設計については適

用外とする｡ 
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性能規定の考え方(1)： 

従前の使用規定の舗装を、その有する性能で規定する。これにより、舗装(工事)のアカウンタビリティが向上す

る。発注方式は使用規定発注となる。 

 

性能規定の考え方(2)： 

完成した舗装の性能は規定するが、設計方法や施工方法は限定しない(現地材料、建設産業および他産業からの

発生材・再生資材等の材料の指定、あるいは低騒音型・低振動型施工機械等の指定は可能)。 

これにより、新材料および振興法の導入を促進する。導入に当たり、各層の出来形・品質に対する検査方法を明

確にする必要がある。 

 

性能規定の考え方(3)： 

完成した舗装の性能のみ規定するが、各層の出来形・品質も規定しない。これにより、設計方法も含めた新技術

の導入を促進する。舗装の性能指標の施工直後の値だけでは性能の確認が不十分である場合においては、必要に応

じ、供用後一定期間を経た時点の値を定め、性能確認の回数を増やすこともあり得る。 

 

図 1-3-1 性能規定の概念 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 1-3-1図-1.3.1＞ 

 

性能指標で規定 

厚さ、締固め度等を規定 

 

材料・作業標準等を限定 

 

ＴＡ法等にもとづいて 
仕様を決定 

 
性能規定の考え方(1) 

 

完成した舗装の性能 

 

各層の出来形、品質 

 

施 工 方 法 

 

設 計 方 法 

 

性能指標で規定 

舗装の種類、材料、施

工方法を限定せず、舗

装構成と性能確認方法

を施工前に決定 

限定しない 

性能規定の考え方(2) 

 

性能規定の考え方(3) 

 

性能指標で規定 

限定しない 

限定しない 

限定しない 

（従前の仕様規定に相当

するが、舗装の性能指標

が明示されている） 
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1-4 ライフサイクルコスト 

舗装が存在し、その舗装の性能を一定レベル以上に保持する必要がある限り舗装は建設(新設あるいは

再建設)、供用され、交通荷重などにより性能が低下した場合には補修し、または再建設(舗装の打換え)

される｡この一連の流れを舗装のライフサイクルといい、これに係わる費用をライフサイクルコストとい

う｡ 

図 1-4-1に舗装のライフサイクルとライフサイクルコストの概念と図 1-4-2に管理上の目標値の設定の

概念を示す｡予防保全により、ライフサイクルコスト最小化を図りつつ、ある一定レベルの舗装性能を維

持できることを示している｡ 

ライフサイクルコストの算定方法に確立されたものはないが、舗装のライフサイクルコストの算定に用

いる一般的な費用項目は以下の 3つに大別される｡ 

○道路管理者費用：建設費用＋維持管理費＋補修・再建設費用＋その他の費用(調査計画費用、工事

関連行政費用、その他社会損失等)

○道路利用者費用：車両走行費用＋時間損失費用＋その他費用(沿道や地域社会に及ぼす費用)

○沿道および地域社会の費用：環境費用＋その他の費用

必ずしもこれらすべての項目に考慮する必要はないが、目的や求められる精度、工事条件、交通条件、

沿道および地域条件等により算定項目を適切に選択し、算定を行うものとする｡ 

図 1-4-1 舗装のライフサイクルとライフサイクルコストの概念 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-2-3図-2.2.1＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-2図-2.4.1＞ 

図 1-4-2 管理上の目標値の設定の概念 
＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-2-3図-2.2.2＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-2図-2.4.2＞ 
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1-5 信頼性                      ＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-3＞ 

 

舗装が設定された設計期間を通して破壊しない確からしさを設計された舗装の信頼性といい、その場合

の破壊しない確率を信頼度という。ここでいう破壊とは、舗装の性能指標の値が設計で設定された値を下

回ることを指しており、信頼性の考え方は路面設計や構造設計に適用できる｡ 

たとえば、実際の交通量が予想された交通量を上回る場合、地象や気象の条件が想定したものより厳し

い場合あるいは材料や施工の変動が大きい場合等には、この破壊しない確率が下がることがある。設計に

用いる値や将来予測に伴うリスクを勘案しながら設計する方法として信頼性設計がある。信頼性を設計に

適用する考え方を図 1-5-1に示す｡ 

舗装の設計に信頼性の考え方を導入するよう計画の段階から検討しておくとよい｡ 

また、舗装の評価においても信頼性の考え方を用いて評価することが重要となる。 

 

図 1-5-1 信頼性適用の考え方 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-3図-2.4.3＞ 

 

信頼度に応じた係数を用いる信頼性設計における信頼度の概念を図 1-5-2に示す。この図は、舗装の構

造的なひび割れの場合である。ここでの信頼度 90％とは、実際の交通量が疲労破壊輪数に達した時点

で、設計で設定されたひび割れ率を超える舗装の割合が 10％ということである。ただし、ここでいう割

合には二つの意味がある。一つは同じように設計した舗装が 100区間あった場合、そのうち 10区間が破

壊に至るという意味であり、もうひとつは一つの区間のうち 10％の舗装面積が破壊に至るという意味で

ある。疲労破壊輪数に達した時点における舗装の破壊が 10％よりも多くてもよいと判断すれば、信頼度

を 90％より低く設定し、必要なＴＡを小さくし舗装厚を薄くすることができる。 

このように、信頼度に応じた係数を用いることによって、信頼性を考慮した柔軟な設計が可能となる。

たとえば、設定された疲労破壊輪数が同じ路線でも、修繕時に代替路線がなく重要な役割を果たす道路で

あれば設計における信頼度を大きく設定することで、設計期間中はできるだけ修繕しないといった方針で

の設計ができる。また、代替となる路線が複数存在し、容易に維持、修繕、再建設ができるような場合に

は、設計における信頼度を小さく設定することで、(設計期間中の適切な維持管理を前提として)初期建設

コストを抑えた設計とすることもできる。 

いずれにしても、舗装設計の信頼度の設定は、道路区分や交通量に応じて一律に定まるものではなく、

ライフサイクルコストだけで定まるものではない。道路管理者は、維持修繕の難易さ、路線の重要度を勘

 

設計の将来予測に 
伴 う リ ス ク 

信  頼  性 設 計 で の 対 応 

・実際の交通量が予想交通量

を上回る 

・気象および気象条件が想定

よりも厳しい 

・材料や施工の変動が大きい 

・その他 

・設計に適用する信頼度の使

い分け 

(信頼度＝1－破壊確率) 

・信頼度に応じた係数を用い

るなどの方法による｡ 
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案したうえで信頼度に応じた舗装のライフサイクルコストを検討し、それぞれの舗装に適した信頼度を設

定する必要がある。 

 

                    
図 1-5-2 信頼性の概念    

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-3図-2.4.4＞ 

 

1-6 環境の保全と改善                 ＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-4＞ 

 
舗装の計画・設計段階から、環境への負荷の軽減、省資源工法の活用、発生材の抑制、再生利用の促進

など環境の保全と改善について検討する必要がある。 

 

(1) 環境負荷の軽減 

環境の負荷の軽減は、地球・社会環境、都市環境、沿道・道路空間環境の三つに分けて検討すると

よい。対策には、表 1-6-1に例を示すとおり種々のものが考えられるが、一つの対策が複数の効果を

生むものもある。逆に、特定の効果のみを有する対策や、適用の限定される対策もある。いずれにし

ても、適材適所の考え方で最適な対策を選定し、路面設計や構造設計に反映させることが大切であ

る。 

 

(2) 再生利用の促進 

循環型社会資本の形成を目指す観点から、舗装発生材の再生利用と適正処分は重要な課題である。

したがって、路面設計や構造設計において使用材料を選定する際などには、使用材料が再生利用可能

であるかどうかを確認するとともに、再生材の利用促進に努めることが大切である。 
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 表 1-6-1 環境負荷の軽減対策例 

区分 対策技術 主な効果 

地球・社会

環境 

地球温暖化の抑制 
中温化技術，常温型舗装， 

セミホット型舗装 
ＣＯ2排出量低減 

資源の長期利用 

（舗装の長寿命化） 

コンポジット舗装 舗装構造の強化 

改質アスファルト 混合物の耐久性向上 

省資源技術の活用 路床・路盤の安定処理 低品質材料の活用 

都市環境 

工事渋滞の削減 
長寿命化舗装 路上工事の削減 

工期短縮型舗装 工事期間の短縮 

地下水の涵養 透水性舗装 
雨水の地下への浸透， 

雨水流出の抑制 

路面温度の上昇抑制 

保水性舗装，緑化舗装， 

土系舗装 

気化熱による路面温度の上

昇抑制 

遮熱性舗装 
赤外線反射による路面温度

上昇の抑制 

沿道・道路

空間環境 

道路の振動抑制 

平たん性の維持，段差の解消 交通衝撃振動の緩和 

路床・路盤の強化 振動伝播の抑制 

振動低減型舗装 振動抑制，振動伝播の抑制 

路面騒音の低減 低騒音舗装，排水性舗装 タイヤ/路面騒音の発生抑制 

水はねの防止 排水性舗装，透水性舗装 雨水の路面下への浸透 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-4表-2.4.3＞ 

 

また、他の建設産業や他産業の発生材・再生資源などの利用も望まれている。これらの再生利用に

あたっては、舗装材料としての品質や環境に対する安全性などを事前に確認しておくとともに、これ

らを利用した舗装材料が再生利用できるかどうかも確認しておく必要がある。各種発生材の再生利用

の方法には種々のものがあるが、主な発生材と代表的な再生利用方法を表 1-6-2に示す。 

 

 表 1-6-2 主な発生材と代表的な再生利用方法 

発生分野 発生材の種類 代表的な再生利用方法 

舗装 

アスファルト・ 

コンクリート塊 

再生加熱アスファルト混合物(プラント再生舗装工法) 

同上(路上表層再生工法) 

同上+路盤材 
再生路盤材(プラント再生舗装工法) 

再生路盤材(路上路盤再生工法） 

軟弱路床土 構築路床(路床安定処理工法) 

建設分野 

（舗装以外） 

コンクリート塊 再生路盤材(プラント再生舗装工法) 

建設発生土 
構築路床(盛土材) 

路盤材(低品質の場合は安定処理を行う) 

建設汚泥 構築路床(盛土材)(通常，安定処理を行う) 

他産業 

各種スラグ 路盤材，骨材(アスファルト混合物用，各種ブロック用） 

タイヤ，ガラス，

陶磁器など 

特殊骨材(アスファルト混合物用） 

骨材(各種ブロック用) 

木片，樹皮など 歩道および自転車道等の舗装用混入材 

(注) 研究開発中のものを含む(平成 17年 12月現在) 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-4-4表-2.4.4＞ 
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1-7 設計の考え方 

                   

舗装の設計とは、舗装が有すべき性能、すなわち設定された舗装の性能指標の値を設計期間にわたって

満足するように、経済性や施工性を考慮して、その層の構成、材料、その他の詳細構造を決定することで

ある｡ 

舗装の種類および使用する材料や工法には、アスファルト系およびコンクリート系などの他にも多種多

様なものがあるので、構造および材料の決定にあたっては、それぞれの舗装に要求される性能に応じた設

計を行う必要がある｡ 

なお、設計条件を満足する舗装断面案から最終的な舗装断面を選定する場合は、ライフサイクルコスト

の検討も含める｡また、舗装に密接に関係する排水施設などの周辺施設は、舗装の設計と並行して設計す

る｡  

 

1-7-1 各層の役割                  ＜舗装設計便覧(H18.2) 2-2-2＞ 

 

(1) 表層 

表層の役割は、舗装の最上部にあって、交通の安全性、快適性など、路面の機能を確保することに

ある｡なお、表層に関する留意点を以下に示す｡ 

① 表層は、路面の機能に関する塑性変形輪数、平たん性および浸透水量など舗装の性能指標の値

を一定の水準に確保して、路面の具体的ニーズに応える必要がある｡ 

② コンクリート舗装の場合は、コンクリート版の表面が路面となり、表層の役割を果たす｡ 

③ 予防的維持を目的として、表層の上に摩耗層などの表面処理層を設ける場合がある｡ 

 

(2) 基層 

基層の役割は、路盤の不陸を整正し、表層に加わる交通荷重を路盤に均等に分散させることであ

る｡なお、基層に関する留意点を以下に示す｡ 

① 基層には、設計期間にわたって表層を支える十分な安定性、路盤のたわみに追従できる十分な

たわみ性などが求められる｡ 

② 舗装への要求によっては、基層にも表層と同様な浸透水量などの性能指標の値を確保すること

が必要となる｡ 

③ 舗装厚が薄い場合は、基層を設けないこともある｡ 

④ 基層には、コンクリート版等を用いることがある｡ 

⑤ 橋面舗装において、コンクリート床版上の基層には不陸を整正する役割が、また鋼床版上の基

層には防水機能が求められることもある｡ 

 

(3) コンクリート版 

コンクリート版の役割は、交通荷重を支持し、路盤以下に荷重を分散させることである｡なお、コ

ンクリート版に関する留意事項を以下に示す｡ 

① コンクリート版には、疲労破壊抵抗性が求められる｡また、別途表層を設けないコンクリート

版には平たん性などの路面としての性能も求められる｡ 
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② コンクリート版は、連続鉄筋コンクリート版を除いて、温度変化や乾燥収縮による応力を低減

するために適当な間隔に目地を設ける｡ 

 

(4) 路盤 

路盤の役割は、表層および基層に均一な支持基盤を与えるとともに、上層から伝えられた交通荷重

を分散して路床に伝達することである｡なお、路盤に関する留意点を以下に示す｡ 

① 路盤には、支持基盤としての荷重分散効果だけでなく、舗装の設計期間にわたって路床の軟弱

化や凍上の抑制など、構造的な耐久性が求められる｡ 

② 路盤は、力学的だけでなく経済的にも釣り合いのとれた構成とするために、通常、上層路盤と

下層路盤に分ける｡これは、支持力の低い路床の上に良質で強度の大きい材料を直接設けたので

は、所定の機能を発揮できないため、下層路盤によってある程度の支持力を確保し、その上に上

層路盤を施工することで所定の支持力を発揮させることを意図している｡ 

③ 路盤は、路床土のポンピングを防止する役割をもつ｡ 

④ コンクリート舗装の路盤の最上部に用いるアスファルト中間層は、耐久性や耐水性の向上など

の役割をもつ｡ 

⑤ 透水性舗装における路盤には、雨水等の一時貯留層としての役割をもつこともある｡ 

 

(5) 構築路床 

構築路床の役割は、路床(原地盤)、路体(原地盤)に交通荷重を均一に分散することである｡構築路

床は、寒冷地における路床の凍結融解の影響緩和、道路占有埋設物への交通荷重の影響緩和および舗

装の設計、施工の効率性向上などを目的に、路床(原地盤)と一体になって均一な支持力を有するよう

に、路床を改良したものである｡ 

 

1-7-2 設計の流れ                   ＜舗装設計便覧(H18.2) 2-3＞ 

 

舗装の設計は、通常、次の三つの段階に大別される｡ 

① 設計条件の設定  ② 路面設計  ③ 構造設計 

①は、舗装の設計に必要な条件を把握する作業である｡設計条件としては、舗装の目標として設定さ

れる設計期間、舗装計画交通量、性能指標が最も基本的なものであるが、このほかにも基盤条件や環境

条件等がある｡ 

②は、路面の平たん性、塑性変形抵抗性および透水性などの路面に求められる性能を確保するための

検討を行う作業である｡ 

③は、主に疲労破壊抵抗性を確保するための検討を行う作業である｡ 

 

設計の流れを図 1-7-1に示す｡ 
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図 1-7-1 舗装の設計の流れ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-3-2図-2.3.1＞ 
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舗装の設計は、一般的に路面設計と構造設計に分けて行う｡ 

路面設計は、塑性変形輪数、平たん性、浸透水量のように路面(表層)の性能に係わる表層の材料や厚

さを決定するものである｡使用する材料が路面の性能に大きく影響するので、設定した性能指標の値が

設計期間にわたって得られるように材料選定を行う必要がある｡ 

構造設計は、疲労破壊輪数のような舗装構造に対して設定された性能指標の値が得られるような各層

の構成、すなわち各層の材料と厚さを決定するものである｡設定された性能指標の値を満足するもので

あれば、使用材料および設計方法の選定は自由である｡ 

舗装の設計区分、舗装の性能および設計のアウトプットの関係を表 1-7-1に示す｡ 

 

 表 1-7-1 舗装の性能と設計のアウトプット 

設計の区分 舗 装 の 性 能 の 例 設計のアウトプット(注) 

路 面 設 計 路面(表層)の性能 

塑性変形抵抗性 

平たん性 

透水性、排水性 

騒音低減 

すべり抵抗性 

など 

①表層の使用材料 

②表層の厚さ 

(③基層の使用材料) 

(④基層の厚さ) 

(⑤施工方法) 

構 造 設 計 舗 装 構 造 の 性 能 

疲労破壊抵抗性

透水性 

その他 

舗装構成 

①舗装を構成する層の数 

②各層の材料 

③各層の厚さ 

(④コンクリート版の強度) 

    (注) ｢設計のアウトプット｣ 欄の ( ) 内の事項は、必要に応じて設計に組み入れる項目｡ 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 3-3-1表-3.3.1＞ 

 

1-8 設計条件の設定 

 

舗装の設計の基本的な目標として設計期間、舗装計画交通量、舗装の性能指標および性能指標の値を設

定する。 

 

1-8-1 舗装の設計期間               ＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-1＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-1＞ 

舗装の計画を適切に行うため、路面の設計期間と舗装の設計期間を設定する｡ 

(1) 路面の設計期間 

① 路面の設計期間は、交通に供する路面が塑性変形抵抗性、平たん性などの性能を管理上の目標

値以上に保持するための期間であり、路面設計に対する設計期間である｡ 

② 路面の設計期間は、道路交通や沿道環境に及ぼす舗装工事の影響、道路の交通量およびその重

要度、当該舗装のライフサイクルコスト、利用できる舗装技術等を総合的に勘案して道路管理者

が適宜設定する｡ 

③ 路面の設計期間は、一般に舗装の設計期間と同じかまたは短くする｡ 
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(2) 舗装の設計期間 

① 舗装の設計期間は、交通による繰返し荷重に対する舗装構造全体の耐荷力を設定するための期

間であり、疲労破壊によりひび割れが生じるまでの期間として設定される｡ 

② 設計期間は、道路交通や沿道環境に及ぼす舗装工事の影響、道路の重要度および舗装計画交通

量、当該舗装のライフサイクルコスト等を総合的に勘案して道路管理者が適宜設定するものとす

るが、当面、以下を標準とする｡ 

・一般国道、主要地方道および県道の新設、改築及び大規模な修繕(延長 200ｍ以上の全層打ち換

え)は、アスファルト舗装は 10年または 20年、コンクリート舗装は 20年を目安とする｡ 

・現道拡幅等の場合、既設の舗装構成を勘案して設計期間を設定するものとする｡ 

上記によりがたい場合は、主務課と協議のこと｡ 

 

1-8-2 舗装計画交通量                ＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-2＞ 

 

設計対象となる普通道路および小型道路の舗装計画交通量を設定する。 

 

(1) 舗装計画交通量 

1) 普通道路 

普通道路における舗装計画交通量とは、舗装の設計期間内の大型自動車の平均的な交通量のこと

であり、道路の計画期間内の最終年度の自動車交通量として規定される計画交通量とは異なる。 

この舗装計画交通量は、一方向 2車線以下の道路においては、大型自動車の一方向当たりの日交

通量のすべてが 1車線を通過するものとして算定する。一方向 3車線以上の道路においては、各車

線の大型自動車の交通の分布状況を勘案して、大型自動車の方向別の日交通量の 70～100％が 1車

線を通過するものとして算定する。 

2) 小型道路 

小型道路における舗装計画交通量とは、舗装の設計期間内の小型貨物自動車の平均的な交通量の

ことである。 

この舗装計画交通量は、小型貨物自動車の一方向当たりの日交通量のすべてが 1車線を通過する

ものとして算出する。 

 

(2) 設定上の留意点 

普通道路および小型道路の舗装計画交通量の設定は、次のような点に留意して行う。 

① 舗装計画交通量は、道路の計画交通量、自動車の重量、舗装の設計期間等を考慮して道路管理

者が定める。 

② 道路の新設、改築の場合のように将来交通量の予測値がある場合、舗装計画交通量は当該道路

の計画交通量や交通量の伸び率から算出して設定する。 

③ 現道拡幅や修繕の場合のように将来交通量の予測値がない場合、舗装計画交通量は現在の交通

量と将来の伸び率から算定する。 

 



第２編  6 － 15 

 

1-8-3 舗装の性能指標 

 

舗装の性能指標とは、道路利用者や沿道住民によって舗装に要求される様々な機能に応えるために性

能毎に設定する指標のことをいい、この性能指標を定めることにより、設計の目標が明らかとなる｡舗

装の性能指標及びその値は、道路の存する地域の地質及び気象の状況、交通の状況、沿道の土地利用状

況等を勘案して、舗装の現在の状況毎に、道路管理者が任意に設定する｡疲労破壊輪数、塑性変形輪数

および平たん性は必須の舗装の性能指標である｡また、排水性・透水性の場合、浸透水量も必須の性能

指標である｡ 

車道および側帯の性能指標の例は図 1-8-1に示すとおりである｡ 

 

 

図 1-8-1 車道及び側帯の舗装における性能指標の例 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-3図-2.3.2＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-3図-3.2.1＞ 

設定上の留意点 

舗装の性能指標およびその値の設定は、次のような点に留意して行う。 

① 舗装の性能指標は、原則として車道および側帯の舗装の新設、改築および大規模な修繕(延長

200ｍ以上の全層打ち換え)の場合に設定する｡ 

② 舗装の性能指標およびその値は、道路の存する地域の地質および気象の状況、交通の状況、沿

道の土地利用状況等を勘案して、舗装がおかれている状況ごとに道路管理者が任意に設定する｡ 

③ 舗装の性能指標の値は施工直後の値とするが、施工直後の値だけでは性能の確認が不十分であ

る場合には、必要に応じ、供用後一定期間を経た時点での値を設定する｡ 

④ 疲労破壊輪数、塑性変形輪数および平たん性は必須の舗装の性能指標であるので、路肩全体や

バス停などを除き必ず設定する｡ 

路面の機能 路面への具体的なニーズ 路面の要件 舗装の性能 性能指標

視距内で制動停止できる すべらない すべり抵抗性 すべり抵抗値

車両操縦性がよい

ハイドロプレーニング現象がない 塑性変形抵抗性 塑性変形輪数

水はねがない 摩耗抵抗性 すり減り量

路面の視認性がよい 骨材飛散抵抗性 ねじれ抵抗性

明るい 明色性 輝度

疲労破壊抵抗性 疲労破壊輪数

乗り心地がよい

荷痛みがしない

沿道等への水はねがない

地下水を涵養する

騒音が小さい 騒音が小さい 騒音低減 騒音値

振動が小さい 振動が小さい 振動低減 振動レベル

路面温度の上昇を抑制する 路面温度が低い 路面温度低減 路面温度低減値

平たんである

透水する

平たん性平たん性

環境の保全

と改善

浸透水量透水性

快適な交通

の確保
水はねがしない

安全な交通

の確保
わだち掘れが小さい

疲労破壊していない
円滑な交通

の確保
ひび割れがない
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⑤ 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする場合には、舗装の性能指標と

して浸透水量を設定する｡ 

⑥ 騒音値、すべり抵抗値などの舗装の性能指標は、それぞれ必要に応じて設定する。 

 

1-8-4 舗装の性能指標の値             ＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-3＞ 

           ＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-3＞ 

(1) 疲労破壊輪数 

 ① 普通道路 

普通道路の疲労破壊輪数は、舗装路面に 49kNの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装に疲労破壊

によるひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する各層の厚さおよび材質が同一である区

間毎に定める｡ 

車道および側帯の舗装の施工直後の疲労破壊輪数(標準荷重 49kN)は、舗装計画交通量に応じて表

1-8-1に示す値以上で設定する。舗装の設計期間が 10年以外の場合は、当該設計期間の 10年に対す

る割合を乗じた値以上とする。なお、表中の 20年設計の疲労破壊輪数は、10年の疲労破壊輪数の基

準値を 2倍にして定めたものである。 

アスファルト舗装の設計期間を 20年(20年設計)とする場合の疲労破壊輪数は、原則として 

N₅～N₇交通に適用する。 

なお、橋、高架の道路、トンネルその他これらに類する構造の道路における舗装等舗装以外の構造

と一体となって耐荷力を有する場合においては表 1-8-1によらず設定することができる。 

 

これにより難い場合は、主務課と協議のこと。 

 

表 1-8-1 疲労破壊輪数の基準値(普通道路、標準荷重 49kN) 

 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-3表-2.3.2＞      

＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-3表-3.2.2＞ 

 

   ② 小型道路 

小型道路の疲労破壊輪数については、舗装設計施工指針および舗装設計便覧を参照のこと｡ 

交通量区分
舗装計画交通量

（単位：台/日・方向）

疲労破壊輪数

（単位：回/10年）

疲労破壊輪数

（単位：回/20年）

N1 15未満 1,500 -

N2 15以上40未満 7,000 -

N3 40以上100未満 30,000 -

N4 100以上250未満 150,000 -

N5 250以上1,000未満 1,000,000 2,000,000

N6 1,000以上3,000未満 7,000,000 14,000,000

N7 3,000以上 35,000,000 70,000,000
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(2) 塑性変形輪数 

 ① 普通道路 

普通道路の塑性変形輪数は、表層温度が 60℃の舗装路面に 49kNの輪荷重を繰り返し加えた場合

に、当該舗装路面が下方に 1㎜変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一であ

る区間ごとに定める｡ 

車道及び側帯の舗装の施工直後の塑性変形輪数は、道路の区分と舗装計画交通量に応じて表 1-8-2

に示す値以上で設定する｡なお、設計期間が 20年の場合でも表中の基準値を採用してよい。これは、

20年設計の舗装構造は 10年設計に比べ厚くなり、表層・路盤等の塑性変形が小さくなることを考慮

し、表層の塑性変形輪数の基準値として 10年のものが適用できると判断したためである。 

ただし、積雪寒冷地域に存する道路、近い将来に路上工事が予定されている道路、その他特別な理

由によりやむを得ない場合においては、この基準値によらずに設定することができる｡ 

 

表 1-8-2 塑性変形輪数の基準値(普通道路，標準荷重 49kN) 

区    分 
舗装計画交通量 

(単位：台/日・方向) 

塑性変形輪数 

(単位：回/㎜) 

第 1 種、第 2 種、第 3 

種 第 1 級 お よ び 

第 2 級、第 4 種第 1 級 

3,000以上 3,000 

3,000未満 1,500 

そ の 他  500 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-3表-2.3.4＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-3表-3.2.4＞ 

 

② 小型道路 

小型道路の塑性変形輪数は、普通道路と同様に定める。 

車道および側帯の舗装の施工直後の塑性変形輪数は、道路の区分や舗装計画交通量に係わらず

500回/mm以上で設定する。 

ただし、この場合の性能評価法の試験条件は普通道路と同じとする。 

 

(3) 平たん性 

平たん性は舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間毎に定める｡ 

普通道路の車道及び側帯の舗装の施工直後の平たん性は、2.4㎜以下で設定するが、沿道の環境保

全(振動・騒音)への要求などを考慮して適切な値を設定する｡ 

 

(4) 浸透水量 

浸透水量は舗装の表層の厚さおよび材質が同一である区間毎に定める｡ 

排水性舗装、透水性舗装など雨水を路面下に浸透させることができる舗装構造とする場合の普通道

路の施工直後の浸透水量は、道路の区分に応じ表 1-8-3に示す値以上で設定する｡ただし、積雪寒冷

地域に存する道路、近い将来に路上工事が予定されている道路、その他特別な理由によりやむを得な

い場合においては、この基準値によらずに設定することができる｡ 
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表 1-8-3 浸透水量の基準値(普通道路，標準荷重 49kN) 

区      分 浸透水量 (単位：ml/15s) 

第 1 種、第 2 種、第 3 種第 1 級 

および第 2 級、第 4 種第 1 級 
1,000 

そ の 他 300 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 2-3-3表-2.3.5＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 3-2-3表-3.2.5＞ 

(5) その他 

騒音値、すべり抵抗性などの舗装の性能指標およびその値は、舗装の目的、用途などを勘案したう

えで実測例などを参考に設定する｡ 

 

1-9 舗装の種類 

舗装の設計は、道路の状況、沿道の状況を調査し、環境の保全と改善などを勘案したうえで、適切な舗

装の性能を設定し、その性能を設計期間にわたって確保できるように行う｡舗装の種類、使用材料を検討

するにあたって考慮すべき事項を以下に示す｡ 

 

1-9-1 アスファルト舗装を採用する場合 

 

(1) 現道工事で舗装工事によって自動車等の交通に支障を及ぼす度合いが大きい場合 

(2) 高盛土区間等で地盤の沈下、路床、路体の沈下が予想される場合 

 

1-9-2 コンクリート舗装を採用する場合 

 

(1) 舗装設計施工指針により設計した場合にアスファルト舗装の工費と比較して安価となる場合 

(ただし、施工規模や作業効率、維持管理のしやすさなどを勘案し総合的に判断する｡) 

(2) 地下水の影響などによりアスファルト舗装にはく離現象の助長が予想される場合 

(3) 現道工事であっても、舗装工事によって自動車等の交通に支障を及ぼす度合いが比較的軽い場 

  合 

(4) トンネル内における舗装 
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表 1-9-1 アスファルト舗装とコンクリート舗装の特徴 

項  目 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 コンクリート 舗 装 

設 計 年 数 

設計の目標は 10年または 20年とする｡ただ

し，道路環境条件等に応じて適宜設定でき

る｡ 

設計の目標は一般的に 20年とする｡ただ

し，道路環境条件等に応じて適宜設定でき

る｡ 

耐変形性・

耐 摩 耗 性 

変形してわだち掘れを生じやすい｡ 

チェーン等による摩耗に対して抵抗が小さ

い｡ 

わだち掘れのような変形を生じにくく，耐

摩耗性も一般に大きい｡ 

騒音・振動 
コンクリート舗装に比べて騒音，振動とも

に小さい｡ 

目地による振動，粗面による騒音が問題と

なることがある｡ 

明 色 性 
路面反射が弱く，トンネル内等での走行性

に劣る｡ 

夜間，トンネル内等で明るい｡ 

平 坦 性 コンクリート舗装より優れている｡ - 

施 工 性 

一般にコンクリート舗装に比べ，施工上の

制約を受ける事項が少なく，その施工速度

は大きい｡ 

施工機械が長大編成となり，路床仕上げ状

態の良好さの引き渡し等制約条件を受け， 

アスファルト舗装に比べその施工速度は小

さい｡ 

維持修繕の

容 易 さ 

簡易な工法で維持修繕が可能である｡ 比較的規模の大きい工法を採用しなければ

ならないので，軟弱地盤への適用は問題が

ある｡ 

建 設 費 と 

維 持 費 

建設費は，コンクリート舗装に比べて安い｡ 建設費はアスファルト舗装に比べ高い｡打換

える場合は，アスファルト舗装より高い｡ 

舗装構成と

各層の名称 

＜舗装設計施工指針(H18.2)  3-2-1図-3.2.2＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-2-1図-2.2.2＞ 

【図-3.2.2アスファルト舗装各層の名称】 

 

 
 

 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 3-2-1図-3.2.3＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 2-2-1図-2.2.3＞ 

【図-3.2.3コンクリート舗装各層の名称】 

 新設・修繕工事いずれの場合においても図 1-9-1を参考に舗装工種の選定を行う。 
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図 1-9-1 舗装工種の選定フロー 

 留意事項 

  〇重要路線とは、道路土工構造物技術基準・同解説（H29年 3月公益社団法人日本道路協会）に規定の 「重要

度 1」に該当する路線とし、復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト路線を含む。(※1) 

〇経済性等は、平成 31年 3月 20日「舗装工種選定方法の試行について（通知）」を参考とする。(※2) 

〇無散水消雪など現場の実情に配慮する必要がある場合は、上記フローによらず選択できる。 

〇コンクリート舗装とアスファルト舗装(設計 20年)は、今後の補修実績などを踏まえて、適宜見直しを行う。 

〇供用数年後にデータ収集を行うことから、コンクリート舗装を選定する場合は、道路整備課へ選定方法等を報

告すること。(※3) 
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2．アスファルト舗装 

 

2-1 アスファルト舗装の構造設計   

    

アスファルト舗装を設計する場合はＴＡ法による設計を行うものとし、舗装設計施工指針(H18.2)第 3

章、付録―4および舗装設計便覧(H18.2)第 5章によって設計するものとする｡ 

 

2-1-1 アスファルト舗装の設計 

 

(1) アスファルト舗装の設計は、信頼性を考慮したＴＡ法による設計を行うものとする｡また、その

信頼度は一般国道、主要地方道および県道、重要幹線道路・災害時緊急輸送道路の場合原則 90％と

する｡ただし交通区分 N₁～N₃の道路、迂回路および工事用道路等については、現場条件・経済性等

を勘案し 50～75％とすることもできる｡ 

 

(2) 路床の構築は、現状路床の設計ＣＢＲが 3未満の場合、または 3以上であっても路床改良等を

行った方が有利な場合は、現状路床の改良を積極的に行うこととする｡なお、改良等を行った路床の

設計ＣＢＲは 3以上とし、その目的と妥当性を検証する｡ 

 

(3) 特殊な工法や材料を採用する場合(排水性舗装、透水性舗装、フルデプスアスファルト舗装、コ

ンポジット舗装、ブロック系舗装、土系舗装等)は、所内管理担当課と協議の後に主務課と協議する

こととする｡ 

 

(4) 舗装材料については、原則再生材を使用する｡再生材の使用については、平成 11年 3月 10日付

け土検第 75号｢公共工事における建設副産物の再生利用促進に関する当面の運用について｣の一部改

正について(通知)に従うこと｡ 

 

(5) 舗装構成の決定にあたっては、施工上その他やむを得ない場合を除き、工事費の比較を行って

安価なものを採用することを原則とする｡また、下層より上層の方が厚くならないよう、舗装厚のバ

ランスを考慮して舗装構成を決定することとする｡ 

 

(6) 上層路盤に瀝青安定処理(加熱混合)を採用するにあたっては、舗装厚に制限がある場合等を除

き経済比較を行い決定するものとする｡ 

 

(7) 寒冷地域の舗装では、理論最大凍結深さから求めた必要な凍結深さ(置換え深さ)と舗装の厚さ

とを比較し、もし凍結深さが大きい場合は、路盤の下にその厚さの差だけ、凍上の生じにくい材料の

層を設ける｡この部分を凍上抑制層と呼び、路床の一部と考えるとともにＴＡの計算に含めない｡ 

置換えの深さは設計期間 n年に一度生じる理論最大凍結深さの 70％の値あるいは経験値とする｡し

かし、舗装の一部に断熱性の高い材料を使用する場合は、別途検討する必要がある｡ 
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(8) 直線区間における横断勾配は 1.5％～2.0％を標準とする｡ 

 

2-1-2 アスファルト舗装の設計期間 

 

アスファルト舗装の 20年設計を導入する際は、工事の影響による経済便益や沿道環境を考慮して導

入箇所を検討する。 

以下に 20年設計が有効な箇所と有効と思われない箇所を示す。 

 

(1) 20年設計が有効な箇所 

 ・すべての国道 

・交通量区分 N5以上の県道(直近の交通量センサス) 

・重要幹線道路 

・災害時緊急輸送道路 

・路上路盤再生工または打換え工を実施する箇所(修繕工事の場合) 

・その他沿道環境等により、交通量区分にかかわらず 20年設計の導入が有効である箇所 

 

(2) 20年設計が有効と思われない箇所 

・20年設計時の凍結深さが既設舗装構成(10年設計)よりも大きくなる箇所 

・軟弱地盤等により路床以下の支持力が不足と想定される箇所 

・埋設管等が存在し、20年設計導入により施工性や経済性が著しく低下する箇所 

 

2-1-3 構造設計の手順 

 

ＴＡ法によるアスファルト舗装の構造設計の手順を図 2-1-1に示す。 

  なお、設計にあたっては路床の支持力等構造設計の検討に必要な情報を精査した上で行う。軟弱路床

や局所的な湧水の発覚により現状の設計では重大な損傷に繋がるおそれがある場合には適宜設計の見直

しを検討すること。 
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図 2-1-1 ＴＡ法による構造設計の具体的な手順 

準用：＜舗装設計施工指針(H18.2) 3-6-1図-3.6.1＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1図-5.2.1＞ 

6章 1-8-4  

6章 2-1-11 

6章 2-1-6 

6章 1-9、2-1-2 

6章 2-1-8 

6章 2-1-7 

6章 2-1-10 

6章 2-1-9 

6章 6-1 

6章 2-1-6 
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①

粗粒度

アスファルト

混合物

③

細粒度

アスファルト

混合物

④

密粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑥

細粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑦

細粒度

アスファルト

混合物

⑧

密粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑨

開粒度

アスファルト

混合物

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13)

4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4～5 4～5

20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13

26.5mm 100 100 - - - 100 - - - - - 100 -

19mm 95～100 95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100 95～100 100

13.2mm 70～90 75～90 95～100 95～100 95～100 75～95 95～100 95～100 95～100 95～100 95～100 64～84 90～100

4.75mm 35～55 45～65 55～70 65～80 35～55 60～80 75～90 45～65 23～45 10～31 11～35

2.36mm 20～35 50～65 30～45 45～65 65～80 30～45 15～30

600μm 11～23 25～40 20～40 40～60 40～65 25～40 8～20 - -

300μm 5～16 12～27 15～30 20～45 20～45 20～40 4～15 - -

150μm 4～12 8～20 5～15 10～25 15～30 10～25 4～10 - -

75μm 2～7 4～10 4～10 8～13 8～15 8～12 2～7

6～84.5～6.56～85～74.5～6 4～63.5～5.57.5～9.5 5.5～7.56～8

8～21

16～33

25～45

40～60

52～72

アスファルト

量　　　　％

3～7

10～20

混合物の

種類

⑩

ポーラス

アスファルト

混合物

⑤

密粒度

アスファルト

混合物

②

密粒度

アスファルト

混合物

4～8

6～16

10～21

18～30

35～50

6～11

最大粒径mm

仕上り厚cm

通

過

百

分

率

％

2-1-4 アスファルト舗装の材料          ＜舗装施工便覧(H18.2) 5-2-1、6-2-2＞ 

 

(1) アスファルト混合物の種類 

アスファルト混合物の種類は表 2-1-1に示すものがある｡ 

 

表 2-1-1 アスファルト混合物の種類 

使用層 一 般 地 域 積 雪 寒 冷 地 域 

基 層 ①粗粒度アスファルト混合物(20) 

表 層 

②密粒度アスファルト混合物(20,13) 

③細粒度アスファルト混合物(13) 

④密粒度ギャップアスファルト混合物(13) 

⑨開粒度アスファルト混合物(13) 

⑤密粒度アスファルト混合物(20F,13F) 

⑥細粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 

⑦細粒度アスファルト混合物(13F) 

⑧密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) 

⑩ポーラスアスファルト混合物(20,13) 

＜舗装施工便覧(H18.2) 6-2-2表-6.2.1＞ 

 

また、各種混合物の標準粒度を表 2-1-2に示す。 

 

表 2-1-2 各種混合物の標準粒度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 付録-8付表-8.1.7＞ 

 

 

(注 1) ( )内の数字は最大粒径を表す｡ 

(注 2) Ｆはフィラーを多く使用することを示す｡ 

(注 3) 粒度が不連続なものをギャップアスファルト混合物という｡ 

(注 4) 開粒度アスファルト舗装(13)は、すべり止め舗装として車道舗装、また歩道の透水性舗装などに用い

られる｡ 
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①

粗粒度

アスファルト

混合物

③

細粒度

アスファルト

混合物

④

密粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑥

細粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑦

細粒度

アスファルト

混合物

⑧

密粒度

ギャップ

アスファルト

混合物

⑨

開粒度

アスファルト

混合物

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13)

1,000≦T 75

T<1,000 50

3～7 3～7 2～5 3～5 -

65～85 65～85 75～90 75～85 -

4.90以上 4.90(7.35)以上 3.43以上 4.90以上 3.43以上

20～80 20～4020～40

4.90以上

75

50
50

70～85

3～6

75～85

3～5

混合物の

種類

②

密粒度

アスファルト

混合物

⑤

密粒度

アスファルト

混合物

突固め

回数　 回

フロー値　1/100cm

安定度　　　　　kN

飽和度　　　　　％

空隙率　　　　　％

そして、各種混合物のマーシャル基準値を表 2-1-3に示す。 

 

表 2-1-3 マーシャル試験基準値 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1) T：舗装計画交通量(台/日・方向) 

(注 2) 積雪寒冷地域の場合や、1,000≦T≦3,000(N6交通)であっても流動によるわだち掘れのおそれが少ないとこ

ろでは突固め回数を 50回とする。 

(注 3) （ ）内は 1,000≦T(N6交通以上)で突固め回数を 75回とする場合の基準値を示す。 

(注 4) 水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留

安定度が 75%以上であることが望ましい。 

残留安定度（%）=(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)/安定度(kN）)×100 

(注 5) 開粒度アスファルト混合物を歩道部の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め回数を 50回とす

る。 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 付録-8付表-8.1.8＞ 

 

(2) アスファルト混合物の選定上の留意点 

① 基層には、通常、粗粒度アスファルト混合物を用いる｡ 

② 積雪寒冷地の表層には、通常、耐摩耗性に優れるＦ付きの混合物を用いる｡ただし、Ｆ付きの

混合物は細粒分が多いため耐流動性に劣る傾向がある｡ 

③ 大型車交通量が多い箇所の表層には、一般に耐流動性およびひび割れ抵抗性に優れた混合物を

選定する｡また、修繕工において既設舗装の破損が激しく舗装厚が増厚できない場合、切削オー

バーレイおよび再生路盤工を用いる時の混合物には同様に耐流動性およびひび割れ抵抗性に優れ

た混合物を適用すると良い｡ 

交通量の少ない箇所の表層には、たわみ性や耐水性に富み、ひび割れの起こりにくい混合物を

選定する｡ 

④ 骨材の最大粒径が 20㎜のものと 13㎜のものとを比較すると、一般に、前者は耐流動性、耐摩

耗性、すべり抵抗性などの品質に優れ、後者は耐水性やひび割れに対する抵抗性に優れている｡ 

⑤ 表層用混合物の種類と特性および主な使用箇所は、表 2-1-4のとおりである｡ 
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表 2-1-4 表層用混合物の種類と特性および主な使用箇所 

アスファルト混合物 

特    性 主な使用箇所 

耐

流

動

性 

耐

摩

耗

性 

す

べ

り

抵

抗

性 

耐
水
性
・
耐
ひ
び
割
れ 

透

水

性 

一

般

地

域 

積

雪

寒

冷

地

域 

急

勾

配

坂

路 

②密粒度アスファルト混合物(20,13)      ※  ※ 

③細粒度アスファルト混合物(13) △   ○  ※   

④密粒度ギャップアスファルト混合物(13)   ○   ※  ※ 

⑤密粒度アスファルト混合物(20F,13F) △ ○     ※  

⑥細粒度ギャップアスファルト混合物(13F) △ ○  ○   ※  

⑦細粒度アスファルト混合物(13F) △ ○  ○   ※  

⑧密粒度ギャップアスファルト混合物(13F) △ ○ ○    ※ ※ 

⑨開粒度アスファルト混合物(13)  △ ○  ○ ※   

⑩ポーラスアスファルト混合物(20,13) ○ △ ○  ○ ※ ※  

＜舗装施工便覧(H18.2) 6-2-2表-6.2.2＞ 

 

(3) 福島県において使用するアスファルト混合物の標準的な考え方 

福島県において使用するアスファルト混合物は、後述する本章第 6項の「6-1 加熱アスファルト

混合物の使用区分」を標準とする。 

また、現下の状況を鑑みると、材料開発の進展により疲労破壊抵抗性や塑性変形抵抗性に優れた特

殊改質アスファルトを用いたアスファルト混合物が普及しており、福島県でも疲労破壊抵抗性に卓越

したアスファルト混合物を使用した事例が散見される。このように、標準的な混合物は上記に記載さ

れているものとするが、早期劣化が確認されている道路または予測される道路、重要度が高い道路等

において、長寿命化やＬＣＣの観点から有効とされる場合には特殊改質アスファルト混合物のような

新技術を積極的に採用するものとする。 

 

(注 1) 特性欄の○印は、②密粒度アスファルト混合物を標準とした場合、これより優れていること

を、無印は同等であることを、△印は劣ることを示す｡ 

(注 2) △印の場合、その特性を改善するために改質アスファルトを使用することもある｡ 

(注 3) 主な使用箇所欄の※印は、使用実績の多い地域、場所を示す｡ 

(注 4) ⑦細粒度アスファルト混合物(13F)は歩行者系道路舗装の表層として用いられることもある｡ 

(注 5) ⑩ポーラスアスファルト混合物(20、13)は、排水性舗装や低騒音舗装、車道の透水性舗装の表

層あるいは表・基層に用いられる｡ 
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2-1-5 等値換算係数 

 

アスファルト舗装に使用する材料の等値換算係数は、表 2-1-5に示すものとする。ただし、舗装の構

造設計に用いる再生材の等値換算係数は｢舗装再生便覧｣巻末資料に示すものを用いるものとする｡ 

 

表 2-1-5 舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

使用する層 材 料 ・ 工 法 品 質 規 格 等値換算係数 a 

表  層 

基  層 
加熱アスファルト混合物 

ストレートアスファルトまたは改質

アスファルトを使用｡混合物の性状

は舗装設計施工指針(H18.2)P195 に

よる｡ 

1.00 

上層路盤 

瀝青安定処理 
加熱混合：安定度 3.43kN以上 0.80 

常温混合：安定度 2.45kN以上 0.55 

セメント・瀝青安定処理 

一軸圧縮強さ 1.5～2.9MPa 

一次変位量 5～30(1/100㎝) 

残留強度率 65％以上 

0.65 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ[7日]2.9MPa 0.55 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ[10日]0.98MPa 0.45 

粒度調整砕石・粒度調整鉄鋼スラグ 修正ＣＢＲ80以上 0.35 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 
修正ＣＢＲ80以上 

一軸圧縮強さ[14日]1.2MPa 
0.55 

下層路盤 

クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂など 
修正ＣＢＲ30以上 0.25 

修正ＣＢＲ20以上 30未満 0.20 

セメント安定処理 一軸圧縮強さ[7日]0.98MPa 0.25 

石灰安定処理 一軸圧縮強さ[10日]0.7MPa 0.25 

注： 

1．表層、基層の加熱アスファルト混合物に改質アスファルトを使用する場合には、その強度や材

料特性に応じて適切に等値換算係数ａを設定することが重要である｡ 

なお、特殊改質アスファルトを用いた混合物の等値換算係数の算出方法については、参考資料

-2を参考にして定めてもよい。 

2．安定度とは、マーシャル安定度試験により得られる安定度(kN)をいう｡この試験は、直径 101.6 ㎜

のモールドを用いて作製した高さ 63.5±1.3㎜の円柱形の供試体を 60±1℃の下で、円形の載荷ヘ

ッドにより載荷速度50±5㎜／分で載荷する｡ 

3．一軸圧縮強さとは、安定処理混合物の安定剤の添加量を決定することを目的として実施される一軸

圧縮試験により得られる強度(MPa)をいう｡ 

4．一次変位量とは、セメント・瀝青安定処理路盤材料の配合設計を目的として実施される一軸圧縮試

験により得られる一軸圧縮強さ発現時における供試体の変位量(1/100 ㎝)をいう｡この試験は、直

径 101.6 ㎜のモールドを用いて作製した高さ 68.0±1.3 ㎜の円柱形の供試体を載荷速度 1 ㎜／分

で載荷する｡ 

5．残留強度率とは、一軸圧縮強さ発現時からさらに供試体を圧縮し、一次変位量と同じ変位量を示し

た時点の強度の一軸圧縮強さに対する割合をいう｡ 

6．修正ＣＢＲとは、修正ＣＢＲ試験により得られる標準荷重強さに対する相対的な荷重強さ(％)をい

う｡ 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 付録-4付表-4.1＞ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.11＞ 
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2-1-6 設計ＣＢＲ 

 

(1) 区間のＣＢＲ 

   路床工の予備調査およびＣＢＲ試験の結果より、区間のＣＢＲを以下の手順により定める。 

   ① 路床が深さ方向に異なるいくつかの層をなしている場合には、その地点のＣＢＲは路床面から

路床下面までの各層のＣＢＲを用いて、下式によって求まる値(ＣＢＲｍ)とする。なお、路床厚

さは一般に 100cmを用いるので、その場合は h=100となる。 

     路床の土質が同一の区間で、極端な値が得られた地点では試験法などに誤りがなかったかどう

か確認するとともに、その値を棄却するかどうか判定が必要となる。棄却判定の方法について

は、舗装設計便覧(H18.2)P72を参照とする。 

 

𝐶𝐵𝑅𝑚 = [
ℎ1𝐶𝐵𝑅1

1/3+ℎ2𝐶𝐵𝑅2
1/3+⋯ℎ𝑛𝐶𝐵𝑅𝑛

1/3

ℎ
]

3

…式 2-1 

ここに ＣＢＲｍ：ｍ地点のＣＢＲ 

  ＣＢＲ1、ＣＢＲ2、ＣＢＲｎ：ｍ地点の各層のＣＢＲ 

h1、h2、hｎ：ｍ地点の各層の厚さ（cm） 

h：各層の厚さの合計 

 

   ② 同一の舗装厚で施工する区間を決定し、この区間の中にあるＣＢＲｍのうち、極端な値を除い

て、下式より区間のＣＢＲを求める。  

 

区間のＣＢＲ＝各地点のＣＢＲmの平均値－各地点のＣＢＲmの標準偏差 …式 2-2 

 

     ＣＢＲ試験の詳細について表 2-1-6に示す。 
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表 2-1-6 路床土のＣＢＲ試験 

項 目 区 分 内           容 

ＣＢＲ試験 試料採取場

所 

盛土路床 

土取り場の露出面より 50㎝以上深い箇所から乱した状態で，路床土とな

る土を採取してＣＢＲ試験を行う｡ 

切土路床 

・路床面下 50㎝以上深い箇所から乱した状態で土を採取する｡ 

・路床面下 1m位の間で土質が変化している場合には，各層の土を採取して 

ＣＢＲ試験を行う｡ 

・補修工事などで既設舗装の路床土を採取する場合は，設定した路床厚さの

中央部よりも深い位置から採取する｡ 

試料採取箇

所数 

ＣＢＲ試験用の試料の採取は，調査区間が比較的短い場合や，路床土がほぼ

同一と見なされる場合であっても，道路延長上に 3 箇所以上とすることが望

ましい｡ 

試料採取時

期 

試料の採取は雨期や凍結融解時期を避ける｡寒冷地域では融解期が終了し

たと思われる時期(通常 5～6月)に行う｡ 

乱さない試

料を用いる

場合 

・切土路床などで，乱すことで極端にＣＢＲ値が小さくなることが経験的にわ

かっており，しかも路床土をほとんど乱すことなく施工できる場合は、乱さ

ない試料のＣＢＲを用いてもよい｡ 

・乱さない試料は路床面より 50㎝以上深い箇所から採取し，含水比を変化

させないようにして試験室に送る｡ 

その他 ・路床に多量のレキなどが含まれていて，これらを除いて試験することが現

場を代表しない場合などには，平板載荷試験によるＫ値や経験などを参考

にしてＣＢＲ値を推定する｡ 

・砂利道上に舗装する場合のＣＢＲ試験は，切土路床に準じて行えばよい｡ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.2＞ 

 

(2) 設計ＣＢＲ 

設計ＣＢＲは、区間のＣＢＲから表 2-1-7により求める｡ 

 

表 2-1-7 区間のＣＢＲと設計ＣＢＲの関係 

区間のＣＢＲ 設計ＣＢＲ 

(2以上 3未満) 

3以上 4未満 

4以上 6未満 

6以上 8未満 

8以上 12未満 

12以上 20未満 

20以上 

(2) 

3 

4 

6 

8 

12 

20 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.3＞ 

 

(注) ( )は、打換え工事などで既存の路床の設計ＣＢＲが 2であるもの

の、構築路床を設けることが困難な場合に適用する｡ 
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2-1-7 舗装構成 

(1) 表層と基層を加えた最小厚さ 

表層と基層を加えた最小厚さは表 2-1-8のとおりである。 

表 2-1-8 表層と基層を加えた最小厚さ 

交通量区分 
舗装計画交通量 

(単位：台/日・方向) 

表層と基層を加えた 

最 小 厚 さ( ㎝ ) 

N₁ 15未満 4 (3) 

N₂ 15以上 40未満 4 (3) 

N₃ 40以上 100未満  5 

N₄ 100以上 250未満  5 

N₅ 250以上 1,000未満 10 (5) 

N₆ 1,000以上 3,000未満 15 (10) 

N₇ 3,000以上 20 (15) 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.8＞ 

(2) 路盤各層の最小厚さ 

表 2-1-9 路盤各層の最小厚さ(舗装設計交通量 40台/日・方向以上) 

工 法 ・ 材 料 1層の最小厚さ 

瀝青安定処理(加熱混合式) 最大粒径の 2倍かつ 5cm 

その他の路盤材 最大粒径の 3倍かつ 10cm 

(注) その他の路盤材は最大粒径 40㎜を標準とすることから実質最小厚さは 15㎝とする｡ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.9＞ 

表 2-1-10 路盤各層の最小厚さ(舗装設計交通量 40台/日・方向未満) 

工 法 ・ 材 料 1層の最小厚さ 

粒度調整砕石,クラッシャラン 7㎝ 

瀝青安定処理 (常温混合式 ) 7㎝ 

瀝青安定処理 (加熱混合式 ) 5㎝ 

セ メ ン ト ・ 瀝 青 安 定 処 理 7㎝ 

セ メ ン ト 安 定 処 理 12㎝ 

石 灰 安 定 処 理 10㎝ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.10＞ 

(注 1) ( )内は上層路盤に瀝青安定処理工法およびセメント・瀝青安定処理工法を

用いる場合の最小厚さを示す｡ 

(注 2) 交通量区分 N₁、N₂にあって、大型車交通量をあまり考慮する必要がない場

合には、瀝青安定処理工法およびセメント・瀝青安定処理工法の有無によら

ず、最小厚さは 3㎝とすることができる｡ 
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2-1-8 目標とするＴＡ

舗装厚さの設計にあたっては、設定された信頼度に対するＴＡの計算式(下式)を用いて、路床の設計

ＣＢＲと疲労破壊輪数から求められる必要等値換算厚を下回らないように舗装の各層の厚さを決定す

る。 

信頼度 90％の場合：Ｔ
Ａ

=
3.84𝑁0.16

𝐶𝐵𝑅0.3 …式 2-3

信頼度 75％の場合：Ｔ
Ａ

=
3.43𝑁0.16

𝐶𝐵𝑅0.3
…式 2-4

信頼度 50％の場合：Ｔ
Ａ

=
3.07𝑁0.16

𝐶𝐵𝑅0.3 …式 2-5

アスファルト舗装の設計期間を 10年とした場合の目標とするを表 2-1-11、20年とした場合の目標と

するを表 2-1-12に示す。 

(1) 10年設計 

表 2-1-11 アスファルト舗装の必要等値換算厚（信頼度 90%、設計期間が 10年の例） 

設計ＣＢＲ N₁ N₂ N₃ N₄ N₅ N₆ N₇ 

(2) - - (17) (21) (29) (39) (51) 

3 9 12 15 19 26 35 45 

4 9 11 14 18 24 32 41 

6 8 10 12 16 21 28 37 

8 7 9 11 14 19 26 34 

12 7 8 10 13 17 23 30 

20以上 7 7 9 11 15 20 26 

(注 1) ＴＡが 11未満となる場合、表 2-1-10 の路盤各層の最小厚さを満足しない場合があるので、使

用材料および工法の選定に注意する必要がある｡ 

(注 2) ( )は、修繕工事などで既存の路床の設計ＣＢＲが 2であるものの、路床を改良することが困難

な場合に適応する｡ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.14＞ 
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  (2) 20年設計 

表 2-1-12 アスファルト舗装の必要等値換算厚（信頼度 90%、設計期間が 20年の例） 

設計ＣＢＲ N₅ N₆ N7 

3 29 39 50 

4 26 36 46 

6 23 32 41 

8 21 29 38 

12 19 26 33 

20以上 16 22 29 

2-1-9 凍結深さ 

(1) 概説 

寒冷地域における舗装は、路床土の凍結融解の影響により破損することがあるので、その対策が必

要である。すなわち、凍結融解の影響が大きければ、冬期は凍上により路面のひび割れや平たん性の

悪化を招く一方、春先には融解により路床土の支持力が低下し、舗装の破損を招くことになる。した

がって、寒冷地域の舗装では、このような破損を防ぐため、理論最大凍結深さから求めた必要な凍結

深さ（置換え深さ）まで路床を凍上の生じにくい材料、たとえば砂利や砂のような均一な粒状材料で

置き換える必要がある。 

凍結深さ(置換え深さ)と舗装の厚さを比較し、もし凍結深さが大きい場合は、路盤の下にその厚さ

の差だけ、凍上の生じにくい材料の層を設ける。この部分を凍上抑制層と呼び、路床の一部と考え 

ＴＡの計算には含めない。 

凍上抑制層に関する留意点を表 2-1-13に示す。 

表 2-1-13 凍上抑制層に関する留意点 

項目 留意点 

凍結深さ 凍結深さは、設計期間 n年に一度生じると推定した理論最大凍結深さの

70％あるいは経験値から求める。また、舗装の一部に断熱性の高い材料を使

用する場合は、別途検討する必要がある。 

理論最大凍結

深さの推定 

 気象観測データから、凍結指数の年変動を統計処理して理論最大凍結深さ

を推定するには、まず n年確率凍結指数を求めたのち、図 2-1-2に示す凍結

指数と凍結深さ(理論最大凍結深さ)の関係を用いればよい。 

設計ＣＢＲの

再計算 

 凍上抑制層を設けるために 20cm以上の置換えを行った場合、設計ＣＢＲの

再計算を行う。 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.7＞ 



第２編  6 － 33 

(2) n年確率凍結指数 

凍結指数は、各地の寒さレベルを表す気象パラメータであるが、寒さは年によって変動するため凍

結指数を単一の定数として扱うことはできない。したがって、舗装の凍上対策を考える際には、年変

動を考慮した n年確率凍結指数の決定が必要となる。n年確率とは、｢n年に一度起こりうる｣と考え

る確率論にもとづいた数値決定の手法であり、この n年とは舗装の設計期間に対応している。 

福島県各地点の n年確率凍結指数を以下に示す。算出においては、H.17～R.1の 15年間の気象デ

ータを対象とした。 

表 2-1-14 福島県各地点の n年確率凍結指数 

なお、各地点の n年確率凍結指数は、50℃・日ピッチ毎に変換する。 
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(3) 理論最大凍結深さと凍結深さの求め方 

 1) 理論最大凍結深さ 

n年確率凍結指数(50℃・日ピッチ毎)から、図 2-1-2より理論最大凍結深さ(凍上を起こしにく

い粗骨材で置き換えた場合に凍結し得る最大の深さ)を求める。  

 

図 2-1-2 凍結指数と理論最大凍結深さの関係 

    

2) 凍結深さ(置換え深さ) 

舗装の構造設計に採用する凍結深さ(置換え深さ)は、理論最大凍結深さに対して 70％あるいは

経験値から求める方法がある。 

福島県における理論最大凍結深さと凍結深さ(置換え深さ)の関係は、次のとおりであり、交通量

区分および設計期間に応じて設定している。 

 

 

10年設計における理論最大凍結深さと凍結深さ(置換え深さ) 

 

・舗装新設(交通量区分 N₃～N₇)の置換え深さ＝10年設計における理論最大凍結深さ×70％ 

 

・舗装新設(交通量区分 N₁～N₂)の置換え深さ＝10年設計における理論最大凍結深さ×65％ (＊) 

 

20年設計における理論最大凍結深さと凍結深さ(置換え深さ) 

 

・舗装新設(交通量区分 N₅～N₆)の置換え深さ＝20年設計における理論最大凍結深さ×70％ 

 

(＊)10年設計・交通量区分 N1～N2については、簡易舗装要綱をもとに 65％まで低減する。 

（
理
論
最
大
凍
結
深
さ
） 
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 (4) 構造設計に用いる凍結深さ(置換え深さ) 

構造設計に用いる凍結深さ(置換え深さ)は、以下の表 2-1-15をもとに決定する。 

 

表 2-1-15 凍結指数および理論最大凍結深さ、凍結深さの関係［福島県］ 

凍結指数 

(℃・日) 

の範囲 

理論最大凍結深さ 

(㎝) 

凍結深さ(設計に用いる凍結深さ・置換え深さ) (㎝) 

交通量区分 N₃～N₇(10年設計) 
または N5～N7(20年設計) 

(理論最大凍結深さの 70％) 

交通量区分  

N₁～N₂ 
(理論最大凍結深さの 65％) 

0～ 50 27 19 18 

50～100 42 29 27 

100～150 54 38 35 

150～200 63 44 41 

200～250 72 50 47 

250～300 81 57 53 

300～350 88 62 57 

350～400 95 67 62 

400～450 102 71 66 

450～500 108 76 70 

500～550 116 81 75 

550～600 121 85 79 

600～650 126 88 82 

650～700 132 92 86 

700～750 138 97 90 

750～800 141 99 92 
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2-1-10 標準舗装構成(例) 

 

(1) 標準舗装構成(設計期間が 10年の場合) 

設計期間を 10年、信頼度を 90％とした標準的な舗装構成(例)を以下に示す。採用にあたっては、

交通条件、材料入手の難易度、施工時の制約条件、経済性などを総合的に考慮して、地域毎に経済比

較のうえ使用材料や各層の厚さを決定すること｡ 

 

表 2-1-16 標準舗装構成(例)(一般部)(設計期間:10年、信頼度：90％) 

交通量 

区分 
設計ＣＢＲ 

表層＋基層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 目標ＴＡ 合計厚 密粒度 

As20 

粗粒度 

As20 

瀝青安定 

処  理 

粒度調整 

砕  石 

クラッシャ

ラン 

N₃ 

3 5 - - 15 20 15.25 15 40 

4 5 - - 15 15 14.00 14 35 

6 5 - - 15※ 15※ 14.00 12 35※ 

8 5 - - 15※ 15※ 14.00 11 35※ 

12 5 - - 15※ 15※ 14.00 10 35※ 

20以上 5 - - 15※ 15※ 14.00 9 35※ 

N₄ 

3 5 - - 15 35 19.00 19 55 

4 5 - - 15 35 19.00 18 55 

6 5 - - 15 25 16.50 16 45 

8 5 - - 15 15 14.00 14 35 

12 5 - - 15※ 15※ 14.00 13 35※ 

20以上 5 - - 15※ 15※ 14.00 11 35※ 

N₅ 

3 5 5 - 25 30 26.25 26 65 

4 5 5 - 15 35 24.00 24 60 

6 5 5 - 15 25 21.50 21 50 

8 5 5 - 15 15 19.00 19 40 

12 5 5 - 15※ 15※ 19.00 17 40 

20以上 5 5 - 15※ 15※ 19.00 15 40 

N₆ 

3 5 5 9 30 30 35.20 35 79 

4 5 5 10 15 35 32.00 32 70 

6 5 5 10 15 20 28.25 28 55 

8 5 5 9 15 15 26.20 26 49 

12 5 5 10 - 20 23.00 23 40 

20以上 5 5 8 - 15※ 20.15 20 33 

N7 

3 5 10 10 35 40 45.25 45 100 

4 5 10 11 25 35 41.30 41 86 

6 5 10 10 15 35 37.00 37 75 

8 5 10 10 15 25 34.50 34 65 

12 5 10 8 - 35 30.15 30 58 

20以上 5 10 8 - 20 26.40 26 43 

 

(注 1) ※印は路盤材の標準寸法 40㎜を考慮した各層の最小仕上げ厚さで決定される厚さである｡これによ

りがたい場合は、流通性・経済性等を考慮し別途検討のこと｡ 
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(2) 標準舗装構成(設計期間が 20年の場合) 

設計期間を 20年、信頼度を 90％とした標準的な舗装構成を以下に示す。基本的には 

表 2-1-16の舗装構成に準拠し、表層、基層、上層路盤は同一の厚さ、ＴＡの増加分は下層路盤の

増し厚により確保している。採用にあたっては交通条件、材料入手の難易度、施工時の制約条件、経

済性などを総合的に考慮して、地域毎に経済比較のうえ使用材料や各層の厚さを決定すること｡ 

 

表 2-1-17 標準舗装構成(例)(一般部)(設計期間:20年、信頼度：90％) 

設計 

交通量

の区分 

設計ＣＢＲ 

表層＋基層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ’ 目標ＴＡ 合計厚 密粒度 

As20 

粗粒度 

As20 

瀝青安定 

処  理 

粒度調整 

砕  石 

クラッシャ

ラン 

N₅ 

3 5 5 - 25 45 30.00 29 80 

4 5 5 - 15 45 26.50 26 70 

6 5 5 - 15 35 24.00 23 60 

8 5 5 - 15 25 21.50 21 50 

12 5 5 - 15※ 15 19.00 19 40 

20以上 5 5 - 15※ 15※ 19.00 16 40 

N₆ 

3 5 5 9 30 50 40.20 39 99 

4 5 5 10 15 55 37.00 36 90 

6 5 5 10 15 35 32.00 32 70 

8 5 5 9 15 30 29.95 29 64 

12 5 5 10 - 35 26.75 26 55 

20以上 5 5 8 - 25 22.65 22 43 

N7 

3 5 10 10 35 60 50.25 50 120 

4 5 10 11 25 55 46.30 46 106 

6 5 10 10 15 55 42.00 41 95 

8 5 10 10 15 40 38.25 38 80 

12 5 10 8 - 50 33.90 33 73 

20以上 5 10 8 - 35 30.15 29 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1) ※印は路盤材の標準寸法 40㎜を考慮した各層の最小仕上げ厚さで決定される厚さである｡これによ

りがたい場合は、流通性・経済性等を考慮し別途検討のこと｡ 
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(3) 舗装構成の設計方法 

舗装構成の決定は、表 2-1-16または表 2-1-17を参考として、下式で求めたＴＡ’(設定した舗装断

面の等値換算厚)が目標とするＴＡを満足するように行い、施工性・経済性にも優れた舗装構成を選

定する。 

ＴＡ’ = ∑ 𝑎𝑖 ∙ ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1  …式 2-7 

 ここに、 𝑇𝐴’：等値換算厚(cm) 

  𝑎𝑖：舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

      ℎ𝑖：各層の厚さ(cm) 

      n：層の数 

 

なお、構造設計にあたっては、表 2-1-8～2-1-10に示した各層の最小厚さの規定、表 2-1-16に示

した凍結深さを満足しなければならない。 

標準舗装構成をもとにした設計例を以下に示す。 

 

 

図 2-1-3 舗装構成の設計例 

(交通量区分 N4、設計ＣＢＲ6 設計期間 10年 信頼度 90％) 

設計条件

6 %

10 年

16 cm

N 4

0~50 ℃・日

19 cm

Ｔ Ａ 計算 厚さ 係数 Ｔ Ａ

表層 5 × 1.00 = 5.00

上層路盤 15 × 0.35 = 5.25

下層路盤 25 × 0.25 = 6.25

合計 45 16.50

置換え深さ 満足 目標Ｔ Ａ 満足

表層　t=5cm

置 換 え 深 さ ：

交 通 量 区 分

目標Ｔ Ａ ＝

設 計 期 間 ：

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ ：

凍 結 指 数 ：

上層路盤　t=15cm

（粒度調整砕石）

下層路盤　t=25cm

（クラッシャラン）
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2-1-11 軟弱路床対策 

 

切土部分や沿道利用のある平坦部など舗装工のみで、区間ＣＢＲが 3未満の軟弱路床土の場合には、

以下の工法を比較検討する｡軟弱路床対策工には、置換工法、安定処理工法、盛土工法等が考えられる

が、これらの工法選定は、現場条件、経済条件その他道路交通等の確保など総合的に判断して決定す

る｡(図 2-1-1 ＴＡ法による構造設計の具体的な手順参照) 

図 2-1-4 軟弱路床対策設計手順 

 

① 軟弱な路床土を良質な材料で置換える工法｡ 

② 既存の軟弱路床土に、石灰またはセメント等を配合・締め固めることで路床強度を上げる工

法｡ 

③ 軟弱路床土に遮断層を設け、この上に粒状路盤材、貧配合コンクリートまたはセメント安定処

理層を置き、その上に路盤及び表・基層を施工する工法｡ 

④ 路面の高さを｢舗装厚｣＋｢路床厚(約 1ｍ)｣まで見込んだものとすることで、路床置換え等を避

けた処理｡残土の有効活用が可能となる｡ 

(注) 改良層厚は 10㎝単位を基本とする｡  

Ｓ Ｔ Ａ Ｒ Ｔ 

ＹＥＳ 
設計ＣＢＲの確認 

軟 弱 地 盤 の 判 定 

軟 弱 路 床 処 理 工 法 

ＮＯ 

軟 弱 路 床 

処 理 不 要 

工法 

①置換工法 

②安定処理(石灰又はセメント) 

③サンドイッチ処理 

④盛土高でカバー処理 
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表 2-1-18 路床の評価上の留意点 

条     件 留      意      点 

路床が深さ方向にいくつか

の層をなしており、厚さ 20

㎝未満の層がある場合｡ 

・厚さ 20 ㎝未満の層はＣＢＲの小さい方の層に含めて計算してＣＢＲm

を求める｡ 

ＣＢＲが 3未満の現状路床

を改良して構築路床を設け

る場合 

・改良厚さは，一般的な作業のできる路床の安定処理の場合は 30～100㎝

の間で，十分な締め固め作業ができないような非常に軟弱な現状路床

での安定処理や置換工法による場合は 50～100㎝の間で設定する｡ 

ＣＢＲが 3未満の現状路床

を改良した場合のＣＢＲの

設定方法 

・改良した層厚から 20㎝減じたものを有効な構築路床の層として扱う｡ 

・改良した層の下から 20㎝の層は，安定処理の場合，安定処理した層の

ＣＢＲと現状路床のＣＢＲとの平均値をその層のＣＢＲとする｡路床

置換えの場合は，現状路床土と同じＣＢＲとして計算を行う｡ 

・ＣＢＲが 3以上の現状路床を改良して構築路床を設ける場合は，この

ような低減を行わなくてよい｡ 

改良した層のＣＢＲの上限 ・改良した層のＣＢＲの上限は 20とする｡ 

・自然地盤の層については，ＣＢＲの上限は設けない｡ 

置換材料のＣＢＲ ・置換材料のＣＢＲは，本来，設計ＣＢＲを求める際のＣＢＲ試験によ

って評価を行う｡ 

・良質な盛土材料や砕石等の粒状材料を使用する場合，その材料の修正

ＣＢＲによって評価してよい｡この場合，施工基盤となる現状路床部分

の状態によって作業性が左右されることから，修正ＣＢＲを求めるた

めの所要の締固め度は，使用する箇所で実際に確保できるものでなけ

ればならない｡ 

・一般に，置換材料の修正ＣＢＲを求める場合の所要の締固め度は 90％

とする｡なお，修正ＣＢＲが 20を越える場合は、20として評価する｡ 

ＣＢＲmの計算 ・ＣＢＲmの計算は，通常，路床が上部ほど高いＣＢＲを示している場

合に使用することができる｡ 

・路床の上部に下部と比べて極端に弱い層がある場合には，舗装構造は

この影響を受けることになるので，ＣＢＲmを用いてはならない｡ 

・このような場合には全層が弱い層でできていると考えるか，または

その層を安定処理するか良質な材料で置き換えて計算を行う。 

設計ＣＢＲの設定 ・舗装構造を短区間で変えることは，施工が繁雑となるので好ましくな

い｡舗装構造は少なくとも 200m の区間は変えないように設計すること

が望ましい｡ 

区間ＣＢＲの計算 (例) 

・ある区間で 7地点のＣＢＲmを求めたら，4.8，3.9，4.6，5.9，4.8，

7.0，3.3であった｡ 

・これらの平均値は 4.9，標準偏差(σn-1)は 1.2であるから，この区間

のＣＢＲは，4.9-1.2=3.7となる｡ 

データの確認と判断 ・路床の土質が同一の区間で，極端な値が得られた地点では試験法など

に誤りがなかったかどうかを確認する｡ 

・極端な値として棄却する必要があるか，あるいは局所的に改良する必

要があるか，またその付近の舗装厚を変える必要があるかなどを判断

しなければならない｡ 

・極端な値を棄却してよいかどうかの判断には，舗装設計便覧(H18.2) 

表-5.2.5を利用するとよい｡ 

＜舗装設計便覧(H18.2) 5-2-1表-5.2.4＞ 
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2-1-12 排水性舗装 

 

(1) 概説 

1）目的と機能 

排水性舗装は、雨水等を路面に滞らせることなく、路側あるいは路肩等に速やかに排水すること

を目的として、空隙率の大きい排水性舗装用アスファルト混合物(以下、｢排水性混合物｣という)を

表層に用いた舗装であり、舗装帯としての耐久性の確保のため、路盤以下への水が浸透しない構造

となっている｡このような空隙率の大きいアスファルト混合物を用いる舗装としては都市域の歩道

において多くの施工実績のある透水性舗装があるが、路盤に水が浸透すると舗装の耐久性に影響を

及ぼすため、車道においては表層部のみに透水性をもたせる構造をとっている｡ 

排水性舗装の構造としては以下のものが挙げられる｡ 

① 車両の走行安全性の向上効果 

・雨天時のすべり抵抗性の向上(ハイドロプレーニング現象の緩和) 

・スモーキング現象の緩和 

・水はねの防止 

・雨天夜間時におけるヘッドライトによる路面反射の緩和 

・雨天時における路面標示の視認性の向上 

・積雪寒冷地におけるブラックアイス現象の低減 

② 車両走行による騒音の低減効果 

・エンジン音等の機関音の吸音 

・タイヤポンピング音の抑制 

 

2）適用箇所 

① 対象とする路線は、排水性舗装の目的から市街地内の人家連担地区、商店街等を基本とし、通

学路など、人と環境への優しさを配慮して選定するものとする｡ 

② 積雪寒冷地において、凍結融解による破壊やチェーン等による摩耗など、舗装としての耐久性

の問題は特に確認されていないため適用は可能であり、ブラックアイス現象の低減や凍結防止剤

散布効果の持続といった効果も期待できる｡ 

しかし、冬期の路面雪氷の融解が遅い傾向にあるといわれており、気象条件等の現場環境を考

慮して適切な路線選定を行うとともに、冬期時の路面管理を十分に配慮する必要がある｡ 

3）適用に当たっての留意点 

適用にあたっては、以下の事項に留意する｡ 

① 排水性舗装は空隙率の大きな開粒度タイプのアスファルト混合物を用いるため、材料(骨材、

バインダー)の選択、配合および施工については特に配慮する必要がある｡ 

② 空隙率が大きいため、雨水、日光、空気等による劣化を受けやすい｡したがって、配合設計に

おいてはできるだけバインダーの膜厚を厚くすることが望ましく、このような目的に対しては、

特殊な高粘度のポリマー改質アスファルトや植物繊維等の使用を考慮する｡ 
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③ 排水性舗装の機能を持続させるためには、当初の空隙率を維持する必要がある｡供用開始後、

ごみ、土砂などが侵入して目詰まりするとその機能が低下するので、定期的に機能を回復させる

維持管理や、周辺の土砂が流入しないように処置を講じることが必要である｡ 

④ 縦断勾配への大きな急坂路に適用した場合、坂の下部において水の噴出または水たまりができ

ることがあるので、このような場所で適用する場合は、坂路途中で路肩の排水構造物へ水を流出

させる等の排水性対策を別途検討する｡ 

⑤ 歩道、自転車道または駐車場等における排水性舗装は別途考慮するものとする｡ 

⑥ 適用については、所内管理担当課と協議の後に主務課と協議すること｡ 

 

(2) 構造設計 

排水性舗装の構造設計は｢経験的手法｣に準じたＴＡ法による｡ 

1）等値換算係数 

排水性舗装の構造設計における排水性混合物の等値換算係数は 1.00とする｡ 

 

(3) 舗装構成 

排水性舗装は、排水機能層である表層または表層・基層に排水性混合物を用い、排水機能層の下の

層には、雨水が浸透しない不透水性の層を設ける｡ 

標準的な舗装構成を以下に示す｡ 

 

図 2-1-5 排水性舗装の舗装構成の例 

＜排水性舗装技術指針（案）(H8.11) 2-2図-2.1＞ 

 

1）表層 

① 排水性舗装の厚さは 4～5㎝が一般的となっている｡ 

② 排水性混合物の空隙率は 20％程度とする｡しかし、交通量や環境によっては、空隙率を変える

こともある｡ 

③ 最小可能施工厚さは仕上がり厚で、骨材最大粒径が 20㎜の場合 5㎝、骨材最大粒径が 13㎜の

場合 4㎝を標準とする｡ 

④ 橋梁上に排水性舗装を用いる場合は、原則として床版に防水工を設けるものとする｡また、排

水桝の構造等については十分な検討を行うものとする｡ 

⑤ 積雪寒冷地で交通区分が N₆、N₇の場合は、耐摩耗性の向上を図る対策を検討すること｡ 

⑥ 坂路箇所、交差点箇所の場合は、すべり抵抗、耐流動性の向上を図る対策を検討すること｡ 

 

排水性混合物 (排水機能層) 

アスファルト混合物 (不透水性の層) 

路盤 

路床 

排水性 

舗装 
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【参考】 

排水性舗装の表面部分の強化と空隙孔の維持を目的とした樹脂強化工法(トップコート)が開発され、試

験施工にて良好な結果が得られている｡摩耗に強く、目つぶれの抑制、排水機能の持続性に優れた特徴を

持っていることから施工場所の環境によりその使用を考慮すると良い｡ 

また、混合物自体の強度を高めるため高耐久性の高粘度ポリマー改質アスファルトの利用や、排水性舗

装表面の空隙に透水性のある樹脂モルタルを充填するなどの対策も考えられる｡ 

2）基層 

① 密粒度アスファルト混合物で施工する｡ 

② 排水性舗装の排水機能を十分に発揮させるために、勾配や平たん性を確保する必要がある｡ 

なお、オーバーレイや切削オーバーレイの場合にはレベリング層を施工する必要がある｡ 

③ 切削オーバーレイや切削した基層面をできるだけ平坦に仕上げる｡また切削面は縦断方向に切

削溝ができやすいので、タックコートを十分に施す｡ 

④ オーバーレイや切削オーバーレイ等により、既存のアスファルト舗装を修繕して排水性舗装を

施工する場合には、不透水層としての役割を十分に果たせないためシールやシート工法などによ

る適切な処理を行ったうえで排水性舗装を舗設する｡ 

また、基層に相当するアスファルト混合物のアスファルト量が多い場合には通過交通によって

表層の骨材が基層にめりこみ、結果的にわだち掘れが発生しやすくなることから十分に注意が必

要である｡ 

3）排水構造 

① 排水性舗装は、雨水を舗装表面から速やかに排水することが重要である｡このため、この舗装

から外部に雨水を速やかに排水するような排水構造を設計しなければならない｡特に片側 2車線

以上の道路や交差点においては十分な排水対策を検討するものとする｡ 

巻末の【参考資料-1（6-66ページ）】に排水構造の設計例を示すが、これだけにとらわれずに

施工箇所に応じた排水構造を検討するものとする｡ 

② 排水性舗装の排水機能を十分に発揮させるため不透水性層の上面の勾配、平たん性を確保し、

さらに必要な場合は地下(埋設)排水溝を設けるなど、速やかに流末施設(路肩、側溝等)に排水で

きる構造とする｡ 

③ 舗装端部は、舗装工の種類や条件(例えばオーバーレイ、切削オーバーレイ)により、舗装端部

の構造に応じ、排水しやすいように適切な処理を施した構造とする｡ 

④ 縦断勾配の大きな急坂路、長い坂路に適用する場合は、縦断方向の排水能力を十分に検討した

うえで、坂路途中で横断方向への排水を強制的に行うなどの対策を別途検討するのが望ましい｡ 
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2-1-13 道路拡幅工事における舗装構成の取り扱いについて 

 

(1) 拡幅工事については、既存舗装等について必要な調査を行い、適切な舗装構成で設計すること｡ 

(2) 既設路盤の利用が可能である場合は、図 2-1-6を参考としても良い｡ 

 

  ① 新旧舗装断面が同一となる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② オーバーレイを伴う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6 二次改築に伴う舗装切断(参考図) 

 

新旧舗装の幅員方向の接合面は、供用後の段差や目地の開きによる雨水の浸透等により路盤

の支持力が低下し、舗装構造全体が損傷する。それにより修繕となった場合には、より多くの

費用等が必要となる。それを防ぐため、当該部分の合材の締固めを入念に行うとともに、加熱

アスファルト混合物の接合面(横施工目地部を含む)にタックコートや止水材(アスファルト成型

テープ)を施すことが重要である｡ 
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3．コンクリート舗装 

 

コンクリート舗装は路盤とコンクリート版から構成され、その設計は大型車交通量の区分と路床の支持

力をもとにして行う｡ 

 

3-1 舗装の構成 

 

コンクリート舗装道路の横断面は図 3-1-1に示すようなものであって、図 3-1-2に示すようにコンクリ

ート版および路盤から構成される｡ 

直線区間における横断勾配は 1.5％～2.0％を標準とする｡ 

 

図 3-1-1 コンクリート舗装道路の横断面の例 

＜セメントコンクリート舗装要綱 (S59.2) 2.3.1図-2.1＞ 

図 3-1-2 コンクリート舗装の構成(単位：㎝) 

＜セメントコンクリート舗装要綱 (S59.2) 2.3.1図-2.2＞ 
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3-2 舗装厚の基準 

 

コンクリート舗装の設計は、舗装設計施工指針(H18.2)(付録-5、-6)等により行うものとする｡ 

舗装厚については、表 3-2-1を標準とすること｡ 

表 3-2-1設計断面図【設計期間 20年】 

 

  

(単位：㎝)  
＜舗装設計施工指針(H18.2) 付録-5付表-5.1、付表-5.2＞ 
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4．歩行者系道路舗装 

 

歩道自転車道の舗装は、｢舗装設計施工指針第 5章歩道及び自転車道等｣によるものとし、｢舗装設計便

覧第 7章各種の舗装の構造設計 7-3-9歩道および自転車等の舗装｣に示された工法のうちから適切なもの

を選択するものとする｡ 

 

4-1 歩行者系道路舗装の分類             ＜舗装設計施工指針(H18.2) 5-3-3＞       

＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-9＞ 

 

歩行者系道路舗装の表層材料は、まずその歩行者系道路を含めて周辺環境との関係などを十分に考慮

し、目的にあわせて選定し、舗装構造及び使用材料の違いを踏まえて、表 4-1-1の歩行者系道路舗装の分

類を参考に選定する｡ 

 

表 4-1-1 歩道および自転車道等の舗装の種類 

舗 装 工 法 表 層 の 種 類 表 層 の 主 な 使 用 材 料 

アスファルト系混合物 

加熱アスファルト舗装 アスファルト混合物(密粒・細粒) 

着色加熱アスファルト舗装 ストレートアスファルト，顔料，着色骨材 

半たわみ性舗装 顔料，特殊セメントミルク 

透水性舗装 (着色)開粒度アスファルト混合物 

保水性舗装 保水材 

遮熱性舗装 遮熱性材料 

樹 脂 系 混 合 物 
着色加熱アスファルト舗装 石油樹脂，着色骨材，顔料 

合成樹脂混合物舗装 エポキシ等の樹脂，自然石，球状セラミックス 

コ ン ク リ ー ト 系 コンクリート舗装 コンクリート，透水性コンクリート 

ブ ロ ッ ク 系 

コンクリート平板舗装 (着色)コンクリート平板 

インターロッキングブロック舗装 インターロッキングブロック 

アスファルトブロック舗装 アスファルトブロック 

レンガ舗装 レンガ，レンガブロック，ゴムレンガ 

天然石舗装 天然石ブロック 

二 層 構 造 系 
タイル舗装 石器質タイル，磁器質タイル 

天然石舗装 小舗石，鉄平石，大谷石 

そ の 他 

常温塗布式舗装 エポキシ塗材，アクリル塗材 

土系舗装 結合材料，クレー，ダスト，山砂 

木質系舗装 木塊ブロック，ウッドチップ，エポキシ等樹脂 

型枠式カラー舗装 コンクリート，顔料，アクリル樹脂，天然骨材 

弾力性舗装 ゴム，樹脂 

スラリーシール舗装 (着色)スラリーシール混合物 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 5-3-3表-5.3.1＞ 
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4-2 一般部の歩行者系道路舗装          ＜舗装設計施工指針(H18.2) 5-3-2、5-3-3＞ 

                                   ＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-9＞ 

(1) 舗装区分と舗装構成 

歩行者系道路舗装の構造設計に用いる舗装区分は、利用する車両も考慮し次の 2種類とする｡な

お、一般的な使用材料は表 4-1-1に示す｡ 

【区分 1】：歩行者、自転車の交通に供する歩道、自転車歩行者道、一般的には表層 3㎝、路盤工 10

㎝とする｡ 

【区分 2】：公園や商店街などの歩行者系道路で、歩行者や自転車以外に管理車両や限定された一般

車両の進行を考慮して、39kN程度の車両を想定する｡ 

一般的には、表層 4㎝、路盤工 15㎝とする｡ 

(注 1) 凍上抑制層 

積雪寒冷地で凍上のおそれのある箇所では、路床の一部に厚さ 15㎝以上の凍上抑制層を設ける｡ 

(注 2) 車両の乗り入れ部の構造については、第 1編第 2章 3-4歩道等の車両乗入部(第 1編 2-19

頁)を参照のこと｡ 

(注 3) 歩道の路盤材には適切な粒径の路盤材を使用すること｡ 

 

(2) 透水性舗装 

① 概説 

透水性舗装は、開粒度タイプのアスファルト混合物や透水性平板等を歩道・自転車歩行者道に使

用することにより、雨水が舗装体本体を通過し、直接路床へ浸透して、地中に還元する機能を持つ

舗装であり、下記の効果がある｡ 

イ) 雨水排除によるすべり抵抗の増大と歩行性の改善 

ロ) 植生等の地中生態の改善 

ハ) 下水道の負担軽減と都市河川の氾濫防止 

ニ) 公共水域の汚濁軽減 

ホ) 地下水涵養 

ヘ) 路面排水施設の軽減もしくは省略 

ト) 視認性の向上(夜間や雨天時の乱反射による眩惑の軽減) 

チ) ヒートアイランド現象の軽減 

以上のことから、この舗装は道路利用者へのサービス向上及び、環境保全の面から普及が期待さ

れている｡ 
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② 適用範囲 

福島県が定めた“｢人にやさしいまちづくり｣における歩道等の設計・積算等についての運用基準

(平成 10年 9月 16日)”において、市街地部の歩道等の舗装は透水性舗装を標準とすることからそ

の運用に適用する｡ 

これ以外の工事に適用を図る場合は、主務課と協議し別途定めること｡ 

 

③ 適用に当たっての留意事項 

適用にあたっては、以下の事項に留意する｡ 

イ) 透水性舗装は、空隙率の大きな表層材料を用いるため、材料の選択、配合および施工につい

ては特に配慮する必要がある｡ 

ロ) 供用後にごみや土砂等が侵入して目詰まりをすると透水機能が低下するので、定期的に機能

を回復させるための維持管理や、周辺の土砂が流入しないように処理を講じることが必要であ

る｡ 

ハ) 坂路部に透水性インターロッキングブロック、平板等の透水性ブロック舗装を適用する場合

には、敷砂および目地砂の流出を生じさせないような処理を講じる必要がある｡ 

ニ) 本書で対象とするのは、設計区分ⅠおよびⅡとし、その標準断面は図 4-2-2～4-2-4とする。 

設計区分Ⅰ：もっぱら歩行者、自転車の交通に供する自転車歩行者道 

設計区分Ⅱ：商店街などにおける歩行者の道路で、歩行者や自転車以外の一般車両(最大積載量

4ｔ以下の車両の利用を想定)を考慮したもの｡ 

なお、車両の乗り入れ部の構造については、第 1編第 2章 3-3歩道等の車両乗入部を参照のこ

と｡ 

ホ)  路面の横断勾配は 0.5％を標準とする｡ 

ヘ) 軟弱路床に路盤を施工する場合、施工性が悪く、また、路盤材の食込み等によるロス率が高

いため設計ＣＢＲは 3以上が望ましい｡3未満の場合は、フィルター層を厚くするなどの対策を

施すことが必要である｡ 

ト)  積雪寒冷地で凍上の恐れがある箇所では、路床の一部に厚さ 15㎝以上の凍上抑制層を設け

るものとする｡ 

チ)  ここに規定されていない事項については、 

・『共通仕様書｢土木工事編Ⅰ｣』(福島県土木部) 

・『舗装設計施工指針』(日本道路協会) 

・『透水性ガイドブック 2007』(日本道路協会) 

・『インターロッキングブロック舗装設計施工要領改訂』(インターロッキングブロック協会) 

によるものとする｡ 
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④ 透水性舗装の種類 

イ) 透水性舗装の分類 

透水性舗装材料を表層材料別に分類した結果を図 4-2-1に示す｡ 

図 4-2-1透水性舗装の分類 

 

⑤ 透水性舗装標準断面例 

・透水性コンクリートを使用した透水性舗装の標準断面例を示す｡ 
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図 4-2-2 透水性コンクリート舗装標準断面例 
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・透水性アスファルト混合物を使用した透水性舗装の標準断面例を示す｡ 

設計区分Ⅰ 設計区分Ⅱ 

図 4-2-3 透水性アスファルト舗装標準断面例 

・透水性インターロッキングブロックを使用した透水性舗装の標準断面例を示す｡ 

設計区分Ⅰ 設計区分Ⅱ 

図 4-2-4 透水性インターロッキングブロック舗装標準断面例 
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 1
0c
m 

 ３
cm
 

10
cm
 

15
cm
 

 ４
cm
 

５
cm
 
 1
0c
m 

 ３
cm
 
6c
m 

（透水シート） 

10
cm
 

15
cm
 

3c
m 

 
8c
m 

（透水シート） 
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5．特別な対策を施す場合の舗装について 

 

5-1 概要                    ＜舗装施工便覧(H18.2) 6-3-4、9-3-6＞ 

 

道路の状況(交通・地域等)により耐流動・耐摩耗・すべり止め、はく離防止など特別な対策(アスファ

ルト舗装が有している性能の一つを向上させる)を施す場合、次のような対策がある｡ 

 

 

重要な対策 

 

 

 

(1) 重交通道路における耐流動対策 

大型車交通量の多い道路では、路面にわだち掘れが生じやすいので、特に耐流動性を向上させた混

合物を表層または表層・基層に使用する｡ 

詳細な事項は、舗装施工便覧(H18.2)P104を参照すること｡ 

 

(2) 耐摩耗対策 

積雪寒冷地域や路面の凍結する箇所では、タイヤチェーン等による路面の摩耗が著しい｡したがっ

て、そのような地域では耐摩耗性の高い混合物を表層に使用する｡ 

詳細な事項は、舗装施工便覧(H18.2)P107を参照すること｡ 

 

(3) すべり止め対策 

すべり止め舗装は、路面のすべり抵抗性を高めた舗装である｡急坂路、曲線部、視距が不足する箇

所、踏切などの近接区間や交通事故の多発箇所、坂路中の交差点で歩行者の多い横断歩道の直前、お

よび積雪寒冷地など冬期間にすべり抵抗性が低下する箇所などで、とくにすべり抵抗性を高める必要

のある場合には、すべり止め対策を講じる。 

詳細な事項は、舗装施工便覧(H18.2)P198および P199を参照すること｡ 

 

(4) はく離防止対策 

アスファルトと骨材がはく離すると、混合物が粒状化して破壊するため、一度発生すると修復は困

難である｡過去に著しいはく離が生じた材料(特に骨材)をやむを得ず使用する場合、既設舗装に著し

いはく離が生じている箇所において打換え・オーバーレイなどの修繕を行う場合、地下水が高い箇所

の場合、ＰＩが規格値の上限に近い上層路盤材料を使用する場合、橋面で特に床版の排水が悪い場合

などはく離防止対策を講じる必要がある｡ 

詳細な事項は、舗装施工便覧(H18.2)P108を参照すること｡ 

 

 

重交通道路における耐流動対策 

耐摩耗対策 

すべり止め対策 

はく離防止対策 
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6．その他(福島県の標準的な考え方) 

 

6-1 加熱アスファルト混合物の使用区分 

加熱アスファルト混合物の粒度範囲および配合設計は、共通仕様書によること｡ 

加熱混合物の使用区分は表 6-1-1のとおりであり、地域区分は、一般地域、寒冷地域および積雪寒冷地

域に区分する｡ 

 

表 6-1-1 加熱混合物の使用区分 

  

地     域     区     分 

一 般 地 域 寒 冷 地 域 積 雪 寒 冷 地 域 

浜 通 り 浜 通 り ・ 中 通 り 中 通 り ・ 会 津 

舗
装
の
種
類 

車 道 舗 装 ・ 交 通 

量区分(N₃程度～N₇) 
密粒度 20 密粒度 20F 密粒度 20F 

車 道 舗 装 ・ 交 通 

量区分(N₁,N₂程度) 
密粒度 13 密粒度 13F 密粒度 13F 

歩行者系道路舗装 

（区分 1，区分 2） 
細粒度 13 細粒度 13 細粒度 13 

※ N₃交通については、設計した表層の厚さと骨材粒径を勘案し、適切な加熱混合物を選定すること｡ 

※ ストレートアスファルトを使用する場合のアスファルトの針入度は 60～80とする。 

 

(参考 1) 

一般地域で特に大きなわだち掘れが予想される場合の設計アスファルト量は共通範囲の中央値から下限

値の範囲で設定する｡この場合、骨材間隙率の最小点のアスファルト量より幅なく安定度／フロー量の最

大値のそれよりも多い範囲でアスファルト量を選定する方法がある｡しかし、中央値のアスファルト量よ

り、0.5％以上少なくしないほうがよい｡ 

 

(参考 2) 

積雪寒冷地域で特にすり減り作用が著しい場合や、一般地域で交通量が少ない場合、多雪多湿な地域な

どにおける設計アスファルト量は、共通範囲の中央値から上限値の範囲で設定するとよい。この場合骨材

間隙率の最小点、安定度の最大点のアスファルト量より多く、密度の最大点のアスファルト量よりあまり

多くない範囲で選定する方法がある。 

 

(参考 3) 坂路箇所や交差点等で使用する加熱混合物の種類 

・坂路箇所：縦断勾配 6％以上で 100ｍ以上連続する区間 

一般地域     密粒度 G13   ＋ポリマー改質 As Ⅰ型 

寒冷・積雪地域  密粒度 G13F   ＋ポリマー改質 As Ⅰ型 

 

・交差点等：付加車線を設置する主要な交差点等(図 6-1-2参照) 

一般地域          密粒度 20    ＋ポリマー改質 As  Ⅱ型 

寒冷・積雪地域    密粒度 20F   ＋ポリマー改質 As  Ⅱ型 
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図 6-1-1 加熱混合物の使用区分地域図(車道舗装・標準部) 

図 6-1-2 交差点部の舗装範囲  

主要な交差点とは、 

① 大型車交通量が多く(N₅区分程度以上)、付加車

線が設置されていること｡ 

または 

② 信号機による制御処理がなされていること｡ 

③ その他、現地状況(利用状況、わだち掘れの発生

状況等)を勘案して必要と認められる交差点｡ 

 

付加車線のない信号機による制御処理がなされてい

る交差点(上記②等)において｢表層合材＋改質ⅡAs｣を

使用する範囲は交差点前 100ｍとする｡ 

 

2 車 線 道 路 
「表層合材＋改質ⅡAs」を使用する範囲 

ﾃｰﾊﾟｰ長   滞留長     滞留長    ﾃｰﾊﾟｰ

   シフト長           シフト長 

交差点舗装施工範囲 

4 車 線 道 路 
「表層合材＋改質ⅡAs」を使用する範囲 

ﾃｰﾊﾟｰ長     滞留長   滞留長    ﾃｰﾊﾟｰ

    シフト長         シフト長 

施工範囲 

交差点舗装施工範囲 

只見 

金山 

南郷 

喰丸 

桧枝岐 

舘岩 滝野原 

田島 

湯野上 
湯本 

西会津 

柳津 

若松 

坂下 

喜多方 山都 

高野原 根小屋 
桧原 

猪苗代 

上戸 

湖南 

長沼 

白河 
中畑 石川 

鮫川 

東白川 

上遠野 

小名浜 

鷹倉 

茂庭 

福島 

平野 

梁川 

飯舘 

相馬 

原町 

浪江 

広野 

川内 

都路 

水野新町 

船引 
郡山 

二本松 

（一般地域） （寒冷地域） 

須賀川 

建設事務所境界 

市 町 村 界 

表 密粒度アスコン 20F、13F 

基 粗粒度アスコン 20 

瀝青安定処理(上層) 

表 密粒度アスコン 20F、13F 

基 粗粒度アスコン 20 

瀝青安定処理(上層) 

表 密粒度アスコン 20、13 

基 粗粒度アスコン 20 

瀝青安定処理(上層) 

（積雪寒冷地域） 
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表 6-1-2 改質アスファルトの種類と使用目的の目安 

付加記号の略字 Ｗ：耐水性(Water-resistance)、Ｆ：加撓性(Flexibility) 

凡     例 ◎：適用性が高い、○：適用は可能、無印：適用は考えられるが検討が必要 

＜舗装設計施工指針(H18.2) 付録-8付表-8.1.10＞ 

 

(参考 4) 排水性舗装における舗装合材 

前後の舗装構成を勘案し坂路箇所・交差点等において排水性舗装を検討する場合は、舗装施工便覧第 7

章および第 9章 9-4-7を参考に舗装構成を設計し主務課と協議のこと｡ 

既存の排水性舗装の交差点は、設計期間以前に破損する事例もみられることから、計画交通量と同等の

交差点の設計事例も踏まえて舗装構成を検討すること｡ 

  

 

種   類 ポリマー改質アスファルト 
セミブローン 

アスファルト 

硬    質 

アスファルト 
付 加 記 号 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

Ⅲ型 

-Ｗ 

Ⅲ型 

-ＷＦ 
Ｈ型 

Ｈ型 

-Ｆ 

混 合 物 

機 能 

適用混合物 

 

 

 

 

 

主な適用箇所 

密粒度、細粒度、粗粒度等の混合物

に用いる。Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型は、主

にポリマーの添加量が異なる。 

ポーラスアス

ファルト混合

物に用いられ

る。ポリマー

の添加量が多

い改質アスフ

ァルト。 

密粒度や粗

粒度混合物

に用いられ

る。塑性変形

抵抗性を改

良したアス

ファルト。 

グースアス

ファルト混

合物に使用

される。 

塑性変形 

抵 抗 性 

一 般 的 な 箇 所 ◎         

大 型 車 交 通 量 が 

多 い 箇 所 
 ◎    ◎ ◎ ◎  

大 型 車 交 通 量 が 

著 し く 多 い 箇 所 
  ◎ ○ ○ ○ ○   

摩 耗 

抵 抗 性 
積 雪 寒 冷 地 

◎ ◎ ○ ○ ○     

骨材飛散 

抵 抗 性 
     ○ ◎   

耐 水 性 
橋 面 

(コンクリート床版) 
 ○ ○ ◎      

た わ み 

追 従 性 

橋 面 たわみ小  ○ ○  ◎     

(鋼床版)たわみ大     ◎     

排 水 性（ 透 水 性 ）      ◎ ◎   
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6-2 路肩部の断面構成 

 

(1) 本線舗装と路肩舗装の標準 

① 本線舗装の構成は原則として舗装設計施工指針(H18.2)及び舗装設計便覧(H18.2)によるものと

する｡ 

② 路肩舗装の構成は表 6-2-1を標準とする｡路肩舗装の表層は本線部と同時施工を行う場合は車

道部表層と同一とする｡ 

③ 路側材は下図のとおりとする｡ 

 

表 6-2-1 路肩の舗装構成 

舗装計画交通量 信 頼 度 設 計 期 間 

15未満(N₁) 車道舗装に準拠 車道舗装に準拠 

 

盛土部 

 

図 6-2-1 

 

 

広い中央分離帯の場合 

 

図 6-2-2  

保護路肩 路肩 1.0ｍを超える場合    車道 

300  250 
側帯相当幅 

上層路盤工 

下層路盤工 

(粒調砕石・切込砕石) 

路側材 

5 

5 5 5 5 

改
良
 
舗
装
 

上層路盤工 

下層路盤工 

切砕 

路側材(切込砕石) 

t 2
 
t 1
 3
 

モルタル(1：1.3) 

10 5 

t3＋10 

5   5 

5 5 



第２編  6 － 57 

 

狭い中央分離帯の場合 

図 6-2-3 

切土部 

 

図 6-2-4 

 

図 6-2-5  

5 t3   t3  5 

モルタル（1：3） 

コンクリート(18-8-40BB) 

下層 

下層 

切 砕 

50 

盛
土
、
野
芝
 
 
 
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

5 5 5 5 

上 層 

路側材(粒調砕石・切込砕石) 

10  10 5 

路肩 1.00ｍ以下    車道 

上層路盤工 

下層路盤工 

路肩 1.00ｍを超える場合     車道 

 

上層路盤工 

下層路盤工 

300   250 

(切込砕石) 
5 路側材 
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本線舗装と歩道舗装の標準 

① 歩道舗装の構成は、原則として表層工 3㎝、路盤工 10㎝とする｡ 

② 歩道舗装の使用材料 

 

 

 

 

 

マウンドアップ型 

図 6-2-6 

 

フラット型 

図 6-2-7 

 

セミフラット型 

図 6-2-8  

区   分 一 般 地 域 寒冷地域・積雪寒冷地域 

表   層   工 細  粒  度  As(13) 

路   盤   工 切込砕石・切込砂利(0～40mm) 

切土部

 

盛土部 

上層路盤工 

下層路盤工 

路側材 (切込砕石) 

  

境 

界 

ブ 

ロ 

ッ 

ク 

 

 
歩道舗装 保護路肩 車道 

5 

10 5 5 

切土部 

盛土部 
 

上層路盤工 

下層路盤工 

路側材 (切込砕石) 

歩道舗装 
 

境 

界 

ブ 
ロ 
ッ 
ク 

保護路肩 車道 

 

 
保護路肩 

上層路盤工 

下層路盤工 

 

 

境 

界 

ブ 

ロ 

ッ 

ク 

切土部 

盛土部 

歩道舗装 車道 
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（2）アスカーブの設置基準 

      

図 6-2-9 

 

6-3 岩盤部の舗装                         ＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-3＞ 

 

路床面下約 1m以内に岩盤がある場合については次の点に留意のこと｡ 

① 良質な岩である場合は、その面を路床面としてよい｡岩の掘削による不陸が残るため、そのく

ぼみに地下水や雨水が滞水しないように、厚さ 10㎝以上の貧配合コンクリート等で不陸を整正

したのち、路盤、表・基層などを設ける｡ 

その場合、舗装にリフレクションクラック等の影響が生じないよう、十分に舗装厚さを確保す

ることが必要である｡ 

岩盤には亀裂のあるものや泥岩など、掘削後、スレーキングにより軟弱化しやすいものがあ

る｡この場合は、舗装の性能に影響を及ぼさないように十分な対策を施すことが必要である｡ 

 

 

図 6-3-1 原地盤が良質な岩である場合の舗装構成例 

＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-3図-7.3.9＞ 

 

岩盤に風化が進んだ軟岩の層がある場合、20㎝程度、岩を掘削して下層路盤材料と同程度以

上の材料で充填し、路床面を仕上げた例などがある｡ 

② 岩盤上の路床土が 50㎝未満の場合は、路床土を調査し、置換え工法、安定処理工法等でＣ 

ＢＲを 20以上に改良することが望ましい｡ 

 

 

 

保護路肩 

上層路盤工 

下層路盤工 

 

   
  

表 層 ・ 基 層 

路 盤 

貧配合コンクリート 10㎝以上 

原 地 盤 

アスカーブの設置は盛土部で法面や 

路外に排水できない場合に設置する｡ 
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図 6-3-2 路床土を改良した場合の舗装構成例 

  ＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-3図-7.3.10＞ 

 

③ 岩盤が路床面下 1ｍ未満であっても、岩盤の位置が舗装構造にあまり影響しないと判断される 

場合や、舗装延長が短く、前後の舗装構造を採用しても舗装の性能に支障をきたさないと判断さ  

れる場合は、その前後の舗装構造を採用してもよい｡ 

 

6-4 耐水処理舗装 

 

耐水処理の舗装構成は表層工 4㎝、路盤工 10㎝とする｡表層材は一般車道部(N₁～N₃)の表層と同一と

し、路盤工は切込砕石(0～40㎜)を使用する｡また、積雪地域等でチェーンの着脱所、非常駐車帯等にす

る場合は一般車道の N₄交通の構造とする｡ただし、大型車交通量が 200台／日以上あるところに限る｡ 

 

6-5 橋面舗装           ＜舗装設計施工指針(H18.2) 3-4-4＞ 

 

橋面舗装は、交通荷重による衝撃作用、雨水の浸入や温度変化などの気象作用などから床版を保護する

とともに、通行車両の快適な走行を確保する重要な役割を担っている｡ 

本章に記載のない事項については、土木設計マニュアル【橋梁編】第 2編第 6章橋面舗装、舗装設計施

工指針(H18.2)3-4-4橋梁床版および橋面舗装、舗装設計便覧(H18.2)7-3-1橋面舗装を参照のこと｡ 

 

6-6 トンネル内舗装         ＜舗装設計便覧(H18.2) 7-3-2＞ 

 

トンネル内舗装には、トンネルのほかに、アンダーパスおよび地下道等の舗装などがある｡これらの舗

装の構造設計は、構造物本体および路床構造等の諸条件を考慮し、地山からの湧水対策および排水対策を

含めて行うことが重要である｡ 

本章に記載のない事項については、第 3編第 1章内空断面、舗装設計施工指針(H18.2)付録-5、舗装設

計便覧(H18.2)7-3-2トンネル内舗装を参照のこと｡ 

 

6-7 駐車帯、駐車場、バス停の舗装 

 

福島県における駐車帯、駐車場、バス停の舗装については、下記に標準舗装構成(例)を示す｡これによ

り難い場合、または下記条件以外の場合は、隣接する舗装の状況や施設の利用状況等を勘案し、舗装構成

および性能指標を決定すること｡ 

 

表 層 ・ 基 層 

路 盤 

構築路床(ＣＢＲ≧20) 50㎝未満 

岩 盤 
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表 6-7-1 駐車帯、バス停の標準舗装構成(例) 

(注)設計期間：駐車帯、バス停の設計期間は原則 10年とする。 

 

6-8 グルービング(安全溝)舗装 

 

グルービング舗装は舗装面に縦断または横断方向に連続したグルービング溝を設置するものである。こ

れは、路面とタイヤとの摩擦力を増大させ、路面の排水性の向上により、ハイドロプレーニング現象を抑

制することを目的とする。 

以下に適用効果の高い箇所を示す。 

① 縦断勾配の大きいカーブ 

② 路面凍結による事故が多い箇所 

 

表 6-8-1 グルービング舗装の種類と特徴 

設 置 方

向 
縦 型 安 全 溝 横 型 安 全 溝 

特 徴 

①溝に食い込んだタイヤの持つ機械的作

用により, コーナーリング時の操縦性

を安定させる｡ 

②タイヤと路面の間の水膜を除去し, ハ

イドロプレーニングを防止する｡ 

③溝に食い込んだタイヤの持つ機械的作

用で急ブレーキ時の直進性を向上させ

る｡ 

④凍結路面の氷膜を分断し, 路面上の氷

雪を速やかに排除する｡ 

⑤早く路面を乾かし, 排水を促進させる｡ 

①高い滑り抵抗性時速 50km での濡れた路

面での制動距離を 30～40％短縮 

②早く路面を乾かし, 排水を促進させる｡ 

③路面の油やとけたゴムを除去し, 急ブ

レーキ時のタイヤの接地力を強める｡ 

④凍結した路面の氷膜を分析し路面上の

氷雪を速やかに排除する｡ 

⑤いねむり防止対策 

用 途 
カーブ, 橋梁, 斜面, 横風を受ける直線

道路, 陸橋など 

交差点, 横断歩道の手前, 料金徴収所, 

速度超過防止, いねむり防止など 

 

設計ＣＢＲ 

工種 
4 6 8 

12 

以上 

舗装の性能指標及びその値 

(設計条件) 

表層 (再生密粒度アスコン ) 5 5 5 5 
舗装計画交通量 

(台/日・方向) 

100以上 250未満 

(N₄交通区分) 

基層 (再生粗粒度アスコン ) 5 5 5 5 
疲労破壊輪数Ｎ 

(回/10年) 
150,000 

再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン 35 30 20 15 平たん性 2.4㎜以下 

合 計 厚 45 40 30 25 塑性変形輪数 - 

等 値 換 算 厚ＴＡ' (㎝) 18.75 17.50 15.00 13.75 設計の信頼度 90％ 

必要等値換算厚Ｔ Ａ  (㎝ ) 18 16 14 13 設計期間 10年 
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ただし、グルービング溝は中に砂、砂利等の異物が堆積しやすくグルービング溝の排水能力が妨げられ

ることがあり、このような状態では降雨時、凍結時にグルービング工法の効果が十分に発揮できない可能

性があるため、高圧放水による路面清掃が必要である。 

 

6-9 その他特殊な舗装 

 

 その他の特殊な舗装を表 6-9-1に示す。特殊な舗装の採用にあたっては、施工箇所、目的、施工条件等

をよく検討のうえで採用する。 
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表 6-9-1 特殊な舗装 

工 法 名 目 的 使用箇所 種 類 , 厚 さ 施 工 規 模 設 計 , 施 工 上 の 留 意 点 

半たわみ性舗

装 

耐流動性 

耐油性 

明色性 

交差点部 

バス停 

バスターミ

ナル 

トンネル内

舗装 

登坂車線 

全浸透型 

半浸透型 

耐流動耐久性の場合

は全浸透型 

4～5cm 

1000ｍ2程 

度以上 

①母体アスコンの空隙確保と温度管理 

②基層以下の支持力確保 

③セメントミルクの施工上の注意 

イ．舗装体表面温度 50℃以下 

ロ．余剰セメントミルクの除去とすべ

り止め対策 

ハ．交通開放迄の養生期間, 特に冬期

施工はセメント硬化時間が多く必要 

ニ. セメントミルクの充填率が耐久性

に大きく影響するので充填率の管理

を十分に行う｡ 

④母体の敷き均しは機械施工を標準とし, 

人力施工の箇所は, 十分配慮する必要

がある｡ 

グースアスフ

ァルト舗装 

高たわみ性 鋼床版橋面 3～4cm 1000ｍ2程

度以上 

①防水性の確保 

②混合物の均一性の確保 

イ．混合物の温度管理, クッカー車排

出時の湿度 

ロ．使用材料の変動 

ハ．クッキング時間, 最低時間 (40分

以上) 

ニ．クッカー車の配車 

③施工厚さ 4cmを超える場合の対応 

イ．プレコート砕石の圧入 

ロ．2層施工, 施工厚さ 5cmを超える場                

合 

④鋼床版橋面の検掃, 水分の除去によりブ

リスタリングの発生防止 

ロールドアス

ファルト舗装 

すべり抵抗

値 

耐ひびわれ

性 

水密性 

耐摩耗性 

積雪寒冷地

域 

山岳部 

 2000ｍ2程 

度以上 

①すべり抵抗性や耐摩耗性, 耐流動性を向

上させるために舗装直後にプレコート

砕石を散布し圧入する｡ 

②プレコート砕石は一般に 5号砕石を 8 

～12kg／ｍ2程度散布する｡ 

明色舗装 明色性 

耐流動性 

視認性 

明示性 

トンネル内

舗装 

交差点部 

道路分岐点 

バスレーン 

混合物方式散布圧入

方式 

4～5cm 

2000ｍ2程 

度以上 

①混合物方式での明色骨材の使用量 30％

以上 

②散布圧入方式 8kg／ｍ2以上 

③アスファルトは, 一般にストレートアス

ファルトを使用するが, 明色効果をさ

らに高めるため, 石油樹脂 (脱色バイ

ンダー) を用いることもある｡ 

着色舗装 景観 

色彩による

区分 

通学路 

歩行者系舗

装交差点 

バスレーン 

アスコンに顔料添加

着色骨材の使用／脱

色バインダー (熱可

塑性)／半たわみ性舗

装用着色浸透用セメ

ントミルク 

1000ｍ2程 

度以上 

①着色効果の事前確認 

②耐候性, 耐久性の評価法 

③部分的な補修の困難度 

 

 

 

 
 

すべり止め舗装 すべり抵抗性 急坂路 

曲線路 

交差点 

混合物のすべり抵抗性を

高める工法 

・ロールドアスファルト

工法(チッピング方式) 

・樹脂系材料を使用し，

硬質骨材を接着させる工

法(ニート式) 

・グルービング等による

粗面仕上げをする工法 

 ①どの工法も効果時間が短い 

②骨材がはく離した後のの樹脂が滑りやすい 
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工法名 目的 使用箇所 種類，厚さ 施工規模 設計，施工上の注意点 

大粒径アスコン 耐流動性 舗装の打換え

の表・基層 

ＴＡ法による舗装構造設計 5000㎡程

度以上 

①初期わだちがある

②配合上の特徴

最大粒径 30～40mm

ギャップ粒度

アスファルトモルタル

の D/A=1.75

食物繊維使用

③敷均し時に材料分離に

注意が必要

砕石マスチック 耐摩耗性 

高たわみ性 

水密性 

寒冷地表層 

鋼床版基層 

(溶接接合床

版) 

床版基層 

(通気層が必

要) 

舗装厚：3～5cm 

(最大粒径 5または 13mm) 

5000㎡程

度以上 

①配合の特徴

粗骨材量が多い

F/Aが多い

4.75～2.36mmでギャ

ップを形成

②機械施工が原則

③端部転圧密度に注意

④端部の防水工を検討

フルデプスアスフ

ァルト舗装工法 

通常の舗装構成

が取れない場

合，施工期間を

短縮する必要が

ある場合 

市街地(埋設

管でＴＡが取

れない場所， 

比較的地下水

が高い箇所 

ＴＡ法による舗装構造設計 5000㎡程

度以上 

①初期わだちの発生

②施工基盤となる路床の

支持力は設計ＣＢＲで

6以上とする

サンドイッチ舗装

工法 

軟弱路床(路床

の区間ＣＢＲが

3未満) 

軟弱路床に舗

装を築造 

1000㎡程

度以上 

①施工にあたっては，作

業基盤の状態が悪いた

め，大型機械を入れに

くく工程が長くかかる

傾向がある。

②通常の舗装より荷重分

散効果が大きいため層

厚を薄くできる

中温化工法 ＣＯ2の削減 アスファルト

舗装 

混合物添加剤等 ①通常混合施工温度から

30℃程度低減

②寒冷期の施工性が良い

③夏期施工の初期わだち

が少ない

④転圧機械の縮減

⑤添加材だけの販売がな

い

コンポジット舗装

工法 

高耐久性 

長寿命化舗装 

市街地 セメントコンクリート舗装

要綱 

転圧コンクリート舗装技術

指針 

ＴＡ法 

5000㎡程

度以上 

①下層がコンクリート系

で表層がアスファルト

系

②下層に半たわみ性舗装

もある

③多層弾性理論設計法

凍結抑制舗装 すべり止め 

凍結抑制 

急坂路 

交差点 

橋梁等 

物理系(ゴム系添加剤) 

化学系(塩化系添加剤) 

粗面系(グルービング) 

①通行車両が少ないと効

果が薄い(物理系)

②効果の持続性に限界が

ある(化学系)

③-5℃程度までしか効果

を発揮しない(化学系)

長寿命化型アスフ

ァルト混合物 

長寿命化舗装 アスファルト

舗装 

わだち掘れ抵抗性を高めた

改質Ⅲ型，疲労破壊抵抗性

の高い特殊改質アスファル

トなど 

1000㎡程

度以上 

使用材料の特性に基づ

く、路面設計(目標動的

安定度の算出)や構造設

計(ＴＡ法による設計) 
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参 考 資 料 
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参考資料-1 ＜排水性舗装技術指針（案）H8.11) 付録-2＞ 

《設計例-1》 

・表層を排水性舗装とする場合には、基層の路肩側を切下げその部分を排水性混合物(または開粒

度混合物)などへ滞水および導水させ、さらに集水桝へ雨水を誘導させるものとする｡ 

・雨水の誘導をさらに効果的に行うため、導水材(スプリングメッシュ、有孔塩ビ管、ポーラスコ

ンクリート形成管など)を用いることを標準とする｡ 

・切下げの幅や厚さは、施工場所の状況を勘案して決める｡ 

・Ｌ型側溝にゴミ、土砂などが堆積しないように清掃管理が必要である｡ 

導 水 材 

２％

排水性舗装

２％

排水性舗装

基層（不透水層）

排水端末処理例 

歩道または路側 

集水桝 Ｌ型側溝 

導水材 

車 道 集水桝の立上がり部を角欠けし導水させる 

集水桝の側壁に孔をあけ導水材を導く 

排水性舗装の【排水構造設計例】 
排水性舗装は雨水を速やかに舗装表面から排水することを目的としているため、排水性舗

装の機能を十分に発揮させるには排水端末処理としての適切な排水構造設計が大切となる｡ 
以下に、排水構造の設計例を示すが、これだけにとらわれず舗設場所の周辺環境条件等を

考慮した適切な排水構造の検討が必要である｡ 
なお、直線区間における横断勾配は、片側 1車線および 2車線の場合、表層・基層面とも

に 2％を標準とする｡ 
また、概ね、桝間 20ｍ以下、舗装厚 5㎝、横断勾配 2％、縦断勾配 2％、空隙率 20％程度

の排水性舗装に導水材を用いる場合は以下のとおりとする｡ 
① パイプ径

内径 20㎜を標準とする｡
② 材質

道路側部(主に縦断方向)に設置する導水材はプラスチック製または樹脂製のものを、
車道通行部(主に横断方向)に設置する導水材は鋼製又はステンレス製のものを使用する
ことを標準とし、経済性を考慮のうえ決定する｡ただし、施工時における合材の温度や使
用状態の荷重に耐えうるものでなければならない｡ 

③ 形状
排水方法や配管方法、設置場所等を考慮し、排水の流入しやすい適切なものを選定す

る｡ 
④ その他

これによりがたい場合は適宜計算を行い決定する｡
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《設計例-2》 

・幅員が広く排水量が多くなると予想される場合には、より深い排水構造が必要となる｡ 

・図に示すような、導水材(透水性コンクリート管など)を設置し、多量の雨水を集水桝まで誘導

する｡ 

・集水桝の設置間隔が長い場合や歩道がフラットの場合には(下図)必要に応じて集水桝を設け、

歩道の下部に導水材(塩ビ管)を設置し排水する処理を講ずる｡ 

・この設置間隔は、排水性舗装施工場所の条件を考慮し設定する｡ 

 

歩 道

導水材 (導水性コンクリート管など)

歩 道

集水桝

側 溝 側 溝

車 道必要に応じて集水桝を設ける

排水端末処理例 

歩 道

導 水 材

防水シールなどによる防水処理

排水性混合物また

は開粒度混合物

２％

路 盤

砕 石

排水性舗装

基層（不透水層）

歩 道

導 水 材

防水シールなどによる防水処理

２％ 排水性舗装 

路 盤

砕 石塩ビ管
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・維持工事等で、高さの関係から塩ビ管による側溝への排水が困難な場合には(下図)、歩車道境

界ブロック開口部を排水性舗装構造として排水することも考えられる｡ 

または、現場条件によっては下図のような例も考えられる｡ 

歩 道 

２％ 

路 盤 

側 溝 車 道 

※現場条件により導水材を検討する｡
防水シートまたは防水シールなどによる防水処理

基層 (不透水層) 
排水性舗装 

歩車道境界ブロック

歩 道 

Ｕ型側溝など

排水端末処理例 

歩車道境界ブロック

(歩 
Ｕ型側溝など

防水シートまたは防水シールなどによる防水処理

不透水層

排水性舗装 

基層（不透水層） 

歩車道境界ブロック

(歩 

Ｕ型側溝など

防水シートまたは防水シールなどによる防水処理 導 水 材

排水性舗装 

基層（不透水層） 
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《設計例-3》 

 

 

・導水材(透水性コンクリート管など)を設置し、雨水を集水桝まで誘導する｡ 

 

・特に水が集中するような場合には、部分的に側溝の側壁から排水すると、より効果的である｡

(下図) 

 

 

２％ 

防水シールなどによる防水処理 

排水性混合物また 
は開粒度混合物 

導水材 (導水性コンクリート管など) 

砕石など 

排水性舗装 
基層（不透水層） 

 
 

２％ 排水性舗装 
 

 

防水シールなどによる防水処理 
砕石など 

 
Ｕ型側溝の側壁に透水性コンクリートを用いたもの 

 
Ｕ型側溝の側壁に穴をあけて透水性の樹脂コンクリ 
ートなどを充填したもの 

排水端末処理例 

歩道又は路側 

Ｕ型側溝 Ｕ型側溝 

集水桝 

導水材 (導水性コンクリート管など) 

車 道 
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《設計例-4》 

 

 

(断面図①)  

 

 

※縦断勾配が大きい場合 

 

(断面図 ②) 

 

  

 

 

２％ 

側溝 横継目 

排水性舗装 

２％ 

(縦断勾配) 
雨水 

雨水 

側溝 

既設舗装 

防水シートまたは 
防水シールなどに 
よる防水処理 

 

横継目 
排水性舗装 既設舗装 

 

 

横継目 

排水性舗装 既設舗装 

  

 

防水シートまたは 
防水シールなどに 
よる防水処理 
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参考資料‐2 

加熱アスファルト混合物の強度や材料特性に応じた等値換算係数の設定方法の一例 

加熱アスファルト混合物の等値換算係数は、ストレートアスファルトを用いて汎用的に使用されている混合物

（以下，ストアス混合物）を 1.00としている。 

しかし、改質アスファルト混合物については材料強度や特性がそれぞれ異なるにもかかわらず、ストアス混合

物と同様な値が設定されており、不経済となっているケースがある。このため、改質アスファルト混合物の等値

換算係数の算出方法の一例をここに示す。これは、混合物の弾性係数と疲労破壊回数から相対的に対象混合物の

等値換算係数を推定する方法である。 

１）混合物の曲げ疲労試験および弾性係数に関する試験 

・ストアス混合物（等値換算係数 1.00）および対象とする混合物の曲げ疲労試験（ひずみレベル 3レベル程度

試験温度15℃）を行い、それぞれの混合物において図-1のような疲労曲線を作成する。なお、疲労試験の詳

細は、舗装調査･試験便覧，日本道路協会，B018T「アスファルト混合物の曲げ疲労試験方法」による。 

・等値換算係数の算出に用いる弾性係数は、レジリエントモデュラス試験またはダイナミックモデュラス試験か

ら求めることを基本とする。それぞれの試験方法は、舗装調査･試験便覧，日本道路協会，B015T「アスファル

ト混合物のレジリエントモデュラス試験方法」、AMPTを用いたアスファルト混合物の新たな評価方法，アスフ

ァルト，233号，2018による。 

２）等値換算係数の算出方法 

図-1の疲労曲線から、各混合物の疲労回数が同等となるそれぞれのひずみ（Niに相当するひずみ）εst,Niε

εtk,Ni を求め、次式より等値換算係数 aを求める。ここで、ストアス混合物の弾性係数を𝐸𝑠𝑡、対象とする混合

物の弾性係数を𝐸𝑡𝑘とする。 

参考文献：令和 2年度「土木学会」全国大会第 75回年次学術講演会（ポリマー改質アスファルトの等値換算係数に関する一考察） 

図-１ 曲げ疲労試験結果（概要） 

tk ,Ni tkst

tk st ,Ni st
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第 9章 維 持 ・ 修 繕
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1．総説 

道路の維持修繕とは、築造され、一般交通に供用された道路を、その本来の目的である、一般交通に供

しうる機能を保持するための工事、作業等不断の手入れや修理、あるいは道路を使用する者の安全と便益

をはかるための作業や施設の軽易な整備を含めて維持修繕といい、また、道路の災害復旧も被災した施設

を原形に復旧することを目的とするもので、修繕の一形態と考えられる｡ 

道路法第 42条に｢道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通

に支障を及ぼさないように努めなければならない｣と規定している｡しかしながら、最近では交通量の増大

と自動車の性能アップや、社会施設の機能を築造された当初まで、回復させることも含めて、若干の機能

増と施設の整備等を含めて考えるようになっている｡例えば、交通の安全と円滑化を図るため案内標識、

ガードレールの設置、法面、斜面の防災施設、法面保護工、あるいは騒音、振動対策としてのオーバーレ

イ、道路環境整備としての路肩舗装、側溝整備等の工事がそれである｡ 

｢維持｣と｢修繕｣との区分は必ずしも明確ではなく、一般的には｢維持｣とは、日常計画的に反覆して行な

われる手入れであり、または軽度な修理を指す｡｢修繕｣とは、日常の手入れでは及ばない程大きくなった

損傷部分の修理、更新などであり、大規模な修理である｡機能回復あるいは機能増を含むもので、老朽

化、陳腐化したことによる更新も含めて修繕といわれている｡本章では｢舗装補修｣｢トンネル補修｣｢植栽の

管理｣について調査から対策工法及び管理までの手法についてとりまとめたものである｡ 
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2．舗装の維持・修繕 

2-1 概説 ＜舗装施工便覧(H18.2) 11-2-1～3、11-6-1＞ 

(1) 維持修繕のあり方 

社会資本は長期にわたり存在し、われわれだけでなくわれわれの次の世代、後々の子孫に暮らしの

豊さをもたらす重要な資産である｡したがって、将来世代の暮らしを予測し、いわば先進的観点から

社会資本の維持と整備をすすめていく必要がある｡ 

特に輸送機関としての自動車交通の役割はモータリゼーションの急速な進展とともに飛躍的にその

重要度を増し、しかもその機動性、随時性など他の交通機関では代替出来ない機能を有しているこ

と、さらに交通の連続性を保つすべての交通機関の端末輸送を受け持つなど県民の欠くことの出来な

い基本的な交通手段となっている｡ 

このような自動車交通を円滑に機能させるためには、新たな道路整備が要求されることはいうまで

もないが、それと同時に既存の舗装をユーザーが許容出来る供用レベル(ドライバーが満足出来る路

面状態)に、かつ合理的に保持していく必要がある｡ 

しかし、舗装は図 2-1-1に示すように供用を経るに従い徐々に供用性は低下していき、維持修繕を

おこたれば怠るほど修繕費用は多大となっていくが、図 2-1-2で示すように舗装の損傷度合いが軽微

な内に小規模の補修を繰り返すことによりトータルコストを抑えることが出来る｡ 

すなわち、はやめ早めに維持修繕を施すことが肝心であり、そのためには、合理的な手法に基づく

適切な時期と適切な維持修繕工法が選定されねばならない｡それには図 2-1-3に示すような舗装デー

タのバンキングに基づく維持管理のシステム化が必要であり、長期計画の策定にあたってはネットワ

ークレベル(マクロなアプローチ)のシステム化を、また維持修繕の優先順位の決定や維持修繕工法の

選定に対してはプロジェクトレベル(ミクロなアプローチ)のシステム化を図る必要がある｡ 

当維持修繕マニュアルは、このようなシステム化を図る上では図 2-1-3の工法選定システム構築の

基礎となるものである｡ 
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図 2-1-1 補修(維持修繕)時期と費用の関係 

図 2-1-2 トータルコストの累計 
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図 2-1-3 維持修繕計画システム基本フロー 
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(2) 舗装補修と維持修繕 

舗装の供用性能を一定水準以上に保つための行為に補修があり、補修には維持と修繕がある。 

1) 補修(維持修繕)の目的 

① 舗装の耐久性を確保し、舗装の構造機能を保持する｡ 

② 路面の走行性を確保し、交通の安全と快適性を保持する｡ 

③ 舗装に起因する沿道環境の悪化を防止する｡ 

2) 維持と修繕 

維持……舗装の供用性能の保持または若干の向上を目的として行う行為で、構造的な強化を目

的としないものをいう｡例えば、目地の充填、パッチング、薄層オーバーレイ等がこれ

にあたる｡ 

修繕……舗装の構造強化等を目的とするもので、大幅に供用性能を回復する行為をいう｡例え

ば、オーバーレイ、切削オーバーレイ、打換えなどがこれにあたる｡ 

(3) 計画的補修 

計画的に補修を行う場合は、中長期のライフサイクルコストを含めた経済性の検討に基づいて補修

時期を計画されたい｡ 

 

(4) 維持修繕における本マニュアル適用上の留意点 

1) 本マニュアルの位置づけ 

本マニュアルは県管理道路における維持管理を対象に作成したものであり、下記指針等と相互に

補完するものである｡    

2) 指針類 

指針類は表 2-1-1に示す。本マニュアルに定めのない事項については、これらによるものとす

る｡ 
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表 2-1-1 維持修繕における指針類 

示 方 書 ・ 指 針 等 発行年 発 行 者 

道 路 維 持 修 繕 要 綱 S53.7 (社 )日本道路協会 

簡 易 舗 装 要 綱 S54.10 (社 )日本道路協会 

舗 装 調 査 ・ 試 験 法 便 覧 ( 全 4 分 冊 ) H31.3 (社 )日本道路協会 

舗 装 試 験 法 便 覧 別 冊  ( 暫 定 試 験 方 法 ) H8.10 (社 )日本道路協会 

道 路 緑 化 技 術 基 準 ・ 同 解 説 S63.12 (社 )日本道路協会 

道 路 の 構 造 に 関 す る 技 術 基 準 ・ 同 解 説 H13.7 (社 )日本道路協会 

舗 装 設 計 施 工 指 針 H18.2 (社 )日本道路協会 

舗 装 施 工 便 覧 H18.2 (社 )日本道路協会 

舗 装 再 生 便 覧 H22.12 (社 )日本道路協会 

排 水 性 舗 装 技 術 指 針 ( 案 ) H8.10 (社 )日本道路協会 

舗 装 の 維 持 修 繕 ガ イ ド ブ ッ ク 2 0 1 3 H25.11 (社 )日本道路協会 

舗 装 点 検 要 領 に 基 づ く 舗 装 マ ネ ジ メ ン ト 指 針 H30.9 (社 )日本道路協会 

舗 装 点 検 必 携 H29.4 (社 )日本道路協会 

舗 装 の 長 期 保 証 制 度 に 関 す る ガ イ ド ブ ッ ク R3.4 (社 )日本道路協会 

舗 装 標 準 示 方 書 H27.10 ( 公 社 ) 土 木 学 会 

 

3) 本マニュアルは維持修繕の実施計画を立てる上での手引書であり、対象現場の条件に適合する

特殊工法・新技術の採用を妨げるものではない｡ 

 

(5) 補修の手順と施工計画 

1) 補修の概要 

補修は、①全体補修計画、②区間実施計画、③補修工事の手順で実施する。また、補修工事で

は、安全対策や環境対策などを勘案したうえ、合理的な施工計画を立案する。なお、工事内容、工

事規模、現場条件などが多種多様であるので、これらの内容を的確に把握しておく。 

 

2) 補修の手順 

① 全体補修計画 

道路管理区間内の全路線を単位区間に分割し、そこの供用性能の比較評価の後、補修の優先順位

をつけ補修の計画を立てる。なお、定期調査や巡回観察等により、緊急措置を要する損傷等はその

つど補修する。これら補修計画については、主に道路管理者によって行われる。 

② 区間実施計画 

選定された補修区間について必要な調査を実施し、補修工法、実施時期などの検討を行い合理的

な実施計画を立てる。 

③ 補修工事の実施 

補修工事では、最初に施工計画を立案する。次に、施工計画に基づき材料や施工機械を調達し、

合理的に所定の品質および出来形を確保するように施工する。 
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3) 施工計画 

① 計画立案上の留意点 

・過去における補修の履歴、舗装や構造物の台帳および調書、交通量調査表、気象資料などを活用

する。 

・補修工事専用の機械や材料を使用することも多いので、これらの特徴をよく理解しておく。 

・既設舗装材の撤去などを伴うことが多いので、それらの低減または有効利用にも十分配慮する。 

・一般に交通規制を伴い、作業時間帯や作業日の制約を受けるので、1日の作業内容や工種ごとの

工程を計画するうえで十分留意する。 

② 安全対策および環境対策 

・通常、供用中の道路での作業であり、夜間に行うことも考えられるので、道路利用者および沿道

住民への影響を配慮する。 

・管轄警察署と十分な協議を行い、適切な交通安全対策をとる。 

・沿道住民に対し工事実施の案内等を行う一方、振動、騒音、粉塵の少ない工法、機械、あるいは

材料の採用に努める。 

・占用企業者と適時に調整等を行い、事故や災害の防止に努める。 
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2-2 維持修繕工法の設計手順 

 

維持修繕工法を設計する際は次のような過程を経て工法を選定し、設計する｡ 

なお、下記フローより修繕工法が選定される箇所にやむを得ず維持工法を選定する場合には維持工法の

適用効果が低くならないように、双方の経済性やリスクに留意して設計すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 維持修繕工法設計フロー

スタート 

破損程度の把握 

破損原因の特定 

修繕 

維持工法の選定 

NO 

YES 

維持 

修繕工法の選定 

ひび割れ率(C) 20％以上 

or 
わだち掘れ量(D) 40mm 以上 

or 
 C×D 250％・mm 以上 

発注 発注 

施工 施工 

2-2-1 破損の程度の把握および破損原因  

2-2-2 維持修繕の要否判断、表 2-2-5 

表 2-4-2、図 2-4-5  表 2-3-10  

2-4 修繕工法  2-3 維持工法  
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2-2-1 破損程度の把握および破損原因 

 

(1) 舗装の路面性状値およびその調査方法 

舗装の維持修繕を計画するにあたっては、破損の程度やその原因を把握し、適切な工法を選択する

必要があるが、このためには事前調査として現場調査を行わねばならない｡ 

現場調査は、舗装の供用状況や破壊の程度及びその原因の把握を目的とし、調査方法は自動測定車

による方法、各測定機械による方法および目視による方法がある。 

維持修繕を計画する上では自動測定車あるいは各測定機械によって『ひび割れ率』、『わだち掘れ

量』、『縦断平たん性』等の路面性状調査を全対象路線に対して行い、これら路面性状値の結果を設計

のための基礎資料とするのが本来の姿である｡ 

しかし、これらの方法を維持修繕予定箇所の全てに適用しようとした場合には、時間と費用を多大

に必要とし実際的でない｡また、目視によるひび割れ率と簡易な方法によりわだち掘れ量を把握する

ことで経験的におおよその維持修繕工法が選定できることから、福島県においてはどのような場合で

も必ず実施すべき調査として 

 ◎ 目視法によるひび割れ率測定法 

 ◎ 水糸法による最大わだち掘れ量測定法 

 ◎ その他の目視観察(平たん性、ポットホール、段差等) 

の 3つの方法を採用することとする｡ 

 

ただし、詳細調査が必要となる場合は次のような機械計測法を併用する｡ 

 ◎ ひび割れ率 ……… スケッチ法 orメッシュ法 

 ◎ わだち掘れ量 …… 横断プロフィルメータ 

 ◎ 縦断平たん性 ……… 縦断プロフィルメータ 

 

現場調査時の調査項目及び調査方法を表 2-2-1に示す｡  
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表 2-2-1 調査項目及び調査方法 

調 査 項 目 調 査 方 法 

① ひ び 割 れ 率 目視法*，路面スケッチ法 (メッシュ法等) * または路面自動測定車 

② わ だ ち 掘 れ 量 横断プロフィルメータ*，水糸法*または路面自動測定車 

③ 縦 断 凹 凸 3ｍプロフィルメータ*または路面自動測定車 

④ 段 差 10ｍ水糸法 

⑤ 路 面 の 滑 り 滑り抵抗試験機 (ポータブルスキッドテスター) 

⑥ 摩 耗 , 剥 離 目視観察 

⑦ 混 合 物 の 老 化 目視観察, 必要に応じて切取コアの回収・アスファルト性状試験 

⑧ た わ み 量 
ベンケルマンビームたわみ量試験または重錘落下たわみ測定装置

(ＦＷＤ) 

⑨ 補 修 の 状 況 パッチング, 表面処理等の程度を目視観察 

* 詳細調査方法は参考資料(資料-1～資料-6)に示す｡ 

 

(2) 舗装構造等の調査 

適切な修繕工法を設計する上では、表 2-2-1の調査に加えて、舗装構造あるいは既設舗装体構成材

料等を調査する必要がある｡調査内容としては主に表 2-2-2のようなものが挙げられる｡ 

 

表 2-2-2 舗装構造、既設舗装体構成材料調査内容 

調 査 項 目 調 査 方 法 

① 舗 装 構 成 構成および表層, 基層, 路盤各層の厚さ 

② 路床上のＣＢＲ試験 変状土ＣＢＲ, 粒度, ＰＩ 

③ 粒 状 路 盤 材 の 試 験 粒度, ＰＩ，修正 ＣＢＲ 

④ アス混合物の性状試験 アスファルト量, 粒度, 回収アスの性状 

⑤ 環 境 条 件 凍結指数, 坂の有無, トンネル, 橋 等 

⑥ 交 通 量 総交通量, 大型車交通量 
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(3) 破損の分類と原因 

適切な時期に適切な維持修繕を行うためには、舗装の破壊現象とその原因、路床の支持力、交通

量、舗装構成および加熱混合物種等を的確に把握する必要がある｡ 

表 2-2-3にアスファルト舗装の破損の分類と原因を示す｡ 

 

表 2-2-3 アスファルト舗装の破損の分類と原因 

破 損 の 分 類 主 な 原 因 

主
と
し
て
路
面
性
状
に
関
す
る
破
損 

局部的な 

ひび割れ 

ヘ ア ー ク ラ ッ ク 

 

線 状 ひ び 割 れ 

 

縦方向ひび割れ 

横方向ひび割れ 

施工継目ひび割れ 

混合物の品質不良, 転圧温度の不適による転圧

初期のひび割れ 

施工不良, 切盛境の不等沈下, 基層, 路盤のひ

び割れ 

 

路床路盤支持力の不均一 

敷き均し転圧不良 

段 差 構 造 物 付 近 の 凹 凸 
路床, 路盤, 混合物の転圧不足、地盤の不等沈

下等による不陸 

変 形 

わ だ ち 掘 れ 

縦 断 方 向 の 凹 凸 

 

コ ル ゲ ー シ ョ ン 

く ぼ み ､ 寄 り 

フ ラ ッ シ ュ 

過大な大型車交通, 混合物の品質不良 

混合物の品質不良, 路床路盤の支持力の不均一 

プライムコート, タックコートの施工不良 

プライムコート, タックコートの施工不良 

混合物の品質不良(特にアスファルトの品質不

良) 

摩 耗 

ラ ベ リ ン グ 

ポ リ ッ シ ン グ 

は が れ 

除雪後のタイヤチェーンの使用 

混合物の骨材品質, 混合物の品質不良 

混合物の品質不良, 転圧不足 

崩 壊 

ポ ッ ト ホ ー ル 

剥 離 

 

老 化 

混合物の品質不良, 転圧不足 

骨材とアスファルトの親和力不足, 混合物に浸

透した水分 

混合物の瀝青材料の劣化 

そ の 他 

タ イ ヤ 跡 

き ず 

表 面 ぶ く れ 

異常な気温, 混合物の品質不良 

事故等 

混合物の品質不良, 表層下の空気の膨張 

関
す
る
破
損 

主
と
し
て
構
造
に 

全面的な 

ひび割れ 
亀 甲 状 の ひ び 割 れ 

舗装厚さ不足, 混合物, 路盤, 路床の不適， 

計画以上の交通量の通過, 地下水 

そ の 他 
噴 泥 

凍 上 
舗装の厚さ, 凍上抑制層の厚さ不足, 地下水 

＜道路維持修繕要綱(S53.7)＞ 
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また、表 2-2-4にコンクリート舗装の破損の分類と原因を示す｡ 

 

表 2-2-4 コンクリート舗装の破損の分類と原因 

破 損 の 分 類 主 な 原 因 

主

と

し

て

路

面

性

状

に

関

す

る

破

損 

局 部 的 な 

ひ び 割 れ 

版底面に達しないひび割れ 

初 期 ひ び 割 れ 

隅 角 部 ひ び 割 れ 

横 断 方 向 ひ び 割 れ 

縦 断 方 向 ひ び 割 れ 

埋 設 構 造 物 等 の 付 近 の 

ひ び 割 れ 

 

施工時における異常乾燥等 

路床・路盤の支持力不足, 目地構造・機能の不

完全, コンクリート版厚の不足, 地盤の不等

沈下, コンクリートの品質不良 

構造物と路盤との不等沈下, 構造物による応

力集中 

段 差 構造物付近の凹凸および 

版 の 段 差 

路床・路盤の転圧不足, 地盤の不等沈下,  

ポンピング現象, スリップバー・タイバーの 

機能の不完全 

変 形 縦 断 方 向 の 凹 凸 路床・路盤の支持力不足, 地盤の不等沈下 

摩 耗 ラ ベ リ ン グ 

ポ リ ッ シ ン グ 

は が れ ( ス ケ ー リ ン グ ) 

タイヤチェーン・スパイクタイヤの影響等 

粗面仕上げ面の摩損, 軟質骨材の使用 

凍結融解作用, コンクリートの施工不良 

締固め不足 

目 地 部 の 

破 損 

目 地 材 の 破 損 

目 地 縁 部 の 破 損 

目地板の老化, 注入目地材のはみ出し,  

老化・硬化・軟化・脱落, ガスケットの 

老 化 ・ 変 形 ・ 脱 落 等 

目 地 構 造 ・ 機 能 の 不 完 全 

そ の 他 穴 あ き コンクリート中に混入した木材等不良骨材 

の 混 入 ， コ ン ク リ ー ト の 品 質 不 良 

関

す

る

破

損 

主

と

し

て

構

造

に 
全 面 的 な 

ひ び 割 れ 

版底面に達するひび割れ 

隅 角 部 ひ び 割 れ 

横 断 方 向 ひ び 割 れ 

縦 断 方 向 ひ び 割 れ 

亀 甲 状 ひ び 割 れ 

 

路床・路盤の支持力不足, 目地構造・機能の

不完全, コンクリート版厚の不足, 地盤の不

等沈下, コンクリートの品質不良 

上 記 の ひ び 割 れ が 進 行 し た も の 

座 屈 ブ ロ ー ア ッ プ 

ク ラ ッ シ ン グ 

目 地 構 造 ・ 機 能 の 不 完 全 

そ の 他 版 の 持 ち 上 が り 凍 上 抑 制 層 厚 さ の 不 足 

＜道路維持修繕要綱(S53.7)＞ 
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2-2-2 維持修繕の要否判断 

 

舗装の破損状態および路面性状を勘案し、維持工法あるいは修繕工法の要否を判断する。路面性状に

よって判定する場合の判断値は表 2-2-5に示すとおりである。この値に満たない場合は、クラックシー

ル工法や薄層オーバーレイ工法などの比較的軽微な維持工法を適用し、超える場合は路上路盤再生工法

などの修繕工法により舗装を再構築する。修繕工法は、福島県では原則としてＭＣＩで評価する場合は

4以下とするが、ＤＩＤ、市街地および歩道・路肩の狭い一般地域は 5以下でも修繕レベルとすること

が望ましい｡また、ひび割れ率とわだち掘れ量および局部的な損傷の個々の要素で判断する場合の判断

値・状態も示している。 

 

表 2-2-5 維持・修繕の要否判定の判断値 

管 理 項 目 一 般 地 域 
ＤＩＤ､ 市街地および歩道・路肩 

が狭い一般地域 

Ｍ Ｃ Ｉ   ( ※ ) 4以下 5以下 

ひ び 割 れ 率 (％) 20以上 20以上 

わ だ ち 掘 れ 量 (mm) 40以上 20以上 

Ｃ×Ｄ (参考値 ) (％・mm) 250以上 90以上 

局 部 的 な 損 傷 
騒音, 振動の発生及び安全な車両の走行に支障をきたす局部的

な損傷 

 

※ ＭＣⅠ(Ｍaintenance Ｃontrol Index)                 維持管理指数 

ＭＣⅠ＝10－1.48Ｃ0.3－0.29Ｄ0.7－0.47σ0.2         式-2-1 

ＭＣⅠ0＝10－1.51Ｃ0.3－0.3Ｄ0.7                  式-2-2 

ＭＣⅠ1＝10－2.23Ｃ0.3                          式-2-3 

ＭＣⅠ2＝10－0.54Ｄ0.7                           式-2-4 

ここに 

σ ： 縦断方向の凹凸の標準偏差(mm) 

Ｃ ： ひび割れ率(％) 

Ｄ ： わだち掘れ量の平均(mm) 

ＭＣＩは現在わが国で一般的に採用されている路面評価方法の代表的なものであり、『ひび割れ率』、

『わだち掘れ量』及び『平たん性』の個々の特性値を利用した総合指標である｡なお、維持修繕におけ

るＭＣＩ評価基準の一般的な目安は表 2-2-6のとおりである｡ 

 

 

 

 



 

第 2編  9 － 14 

表 2-2-6 ＭＣＩ評価基準の目安 

Ｍ Ｃ Ｉ 維 持 修 繕 の 目 安 

3以下 早急に修繕が必要 

3を超え 4以下 修繕が必要 

4を超え 5以下 修繕を行うことが望ましい 

5を超える 望ましい管理水準 

準用：＜舗装標準示方書(H27.10) Ⅳ-参考資料 1 既設舗装の評価方法 表Ⅳ-参 1.2.1＞ 

 

2-3 維持工法 

 

維持工法は、舗装の機能を保持するための日常的に行われる手入れや軽微な補修工法であり、舗装の損

傷が重篤な状態になる前に、予防的に施すものである。 

代表的な維持工法の種類を表 2-3-1に示す｡ 

 

表 2-3-1 代表的な維持工法の種類 

維 持 工 法 内 容 

パ ッ チ ン グ 
ポットホール, 段差, 局部的なひび割れ及びくぼみなどを舗装材料で応急的

に充填する工法｡ 

充 填 線状ひび割れや舗装目地の破損部へ注入目地材等を充填する工法｡ 

表 面 処 理 

既設舗装の上に加熱アスファルト混合物以外の材料を用いて 3㎝未満の薄い

封かん層を施す工法｡ 

舗装面に瀝青材料または樹脂を散布あるいは塗布した上に, 砂や砕石を被覆

付着させる工法｡ 改良路盤の保護層等｡ 

薄層オーバーレイ 既設舗装の上に厚さ 3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法｡ 

切 削 
舗装表面に凹凸が発生して平たん性が極端に悪くなった場合にその部分を機

械によって削り取り, 路面の平たん性とすべり抵抗性を回復させる工法｡ 

そ の 他 レールパッチング，段差擦り付け工法，砕石・砂の散布等。 
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(2) 維持工法の選定 

維持工法の選定は『日常の維持工法』、『沿道環境保全工法』に分けて記述する｡ 

1) 日常の維持工法 

日常の維持点検においてみられる破損の種類と対応する維持工法を表 2-3-2に示す。 

 

表 2-3-2 破損の種類と対応維持工法 

破 損 の 種 類 維 持 工 法 

縁 端 部 の 破 損 排水系統の修理, 清掃 

舗 装 表 面 の 劣 化 表面処理 

ポ ッ ト ホ ー ル パッチング, 表面処理 

縦 横 断 方 向 の ク ラ ッ ク クラックシール, 表面処理 

亀 甲 状 の ク ラ ッ ク 表面処理, 局部的打換え 

ブ リ ー ジ ン グ ( フ ラ ッ シ ュ ) チップや砂の散布 

縦 横 断 方 向 の 波 切削, 表面処理 

表 層 の は が れ パッチング, 表面処理 

不 陸 や く ぼ み パッチング, 局部的打換え，切削(不陸の場合) 

舗 装 表 面 の 摩 耗 表面処理 

構造物取付け部のクラックや段差 
クラックシール, パッチング，薄層オーバーレイ， 

オーバーレイ 

コ ン ク リ ー ト 目 地 材 の 破 損 注入目地材の切除・再注入 

 

一般に、維持工法に使用する材料・工法には、以下のものがある。 

 

① クラックシール 

 クラックシール工法の種類を以下に示す。なお、路面全体にひび割れが広がっている場合には経

済性を考慮し、パッチング工法など別の維持工法も検討すること。 

表 2-3-3 クラックシール工法 

工 法 内 容 

加熱アスファルト系

シール材による注入

工法 

アスファルト・ゴムなどからなる加熱注入式シール材を注入する工法。

高温時の流動・流出および低温時の脆化・効果破壊がなく，粘着力を有し

接着性が高く，弾力性に優れているため膨張・収縮に良く順応する。 

アスファルト乳剤系

シール材による注入

工法 

特殊アスファルト乳剤系液剤とセメント固化材を混合するものや，二液

混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプなどがあり，いずれも常温で施工が

可能である。これらの材料の多くは，湿潤面への適用も可能である。 

樹脂系シール材によ

る注入工法 

エポキシ樹脂やＭＭＡ樹脂などの常温硬化型樹脂系シール材を注入する

工法。一般的に硬化が速く，低温でも硬化し，柔軟性がありひび割れに追

従しやすいため，作業性に優れ迅速な施工が可能である。 

(備考)わだち部上の線状クラックや構造物、施工ジョイントクラックを補修する場合は表 2-3-4を参照。 
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表 2-3-4 わだち部上の線状クラックや構造物、施工ジョイントクラック補修工法 

工 法 内 容 

シ ー ル 工 法 

シーリング材をクラックに直接注入する工法｡ 最も簡易な工法であるが, 

加熱タイプの場合はクラックの深部への充填, 耐久性等に若干問題がある｡

しかし, 樹脂系や弾性瀝青系成型ロープ等のゴムアス系の常温タイプには, 

充填効果, 耐久性等に優れたものがある｡ 

Ｖ カ ッ ト 工 法 

クラック部をＶ字型にカットした後シール材やアスファルトモルタル等を

充填する工法｡ 

最近はＶカットを行う施工機械に高温高圧噴射装置を備えたものがあり, 

クラック中の水分を急速に除去し, シール材の接着性・耐久性を改良したも

のがある｡ 

② パッチング(ポットホール対策)

表 2-3-5 パッチング(ポットホール対策)工法 

工 法 内 容 

加熱混合式によるパ

ッチング 

通常の加熱アスファルト混合物を用いてポットホールを応急的に充填

する工法。安価で耐久性が高い。材料に加熱アスファルト混合物を用い

ているので，小規模施工や施工箇所が点在する場合などは材料の温度低

下に注意する必要がある。 

常温アスファルト混

合物によるパッチン

グ 

常温アスファルト混合物を用いてポットホールを応急的に充填する工

法。一般的には加熱アスファルト混合物よりも強度発現に時間がかかる

が，開放後の交通により締め固められるので早期交通開放も可能である。 

常温アスファルト混

合物によるパッチン

グ 

(全天候高耐久型) 

全天候高耐久型の材料を用いてポットホールを応急的に充填する工

法。この材料は耐水性や接着性を強化し，雨天時等でパッチングする箇

所に水があっても接着性がよく，材料のはく離に対する抵抗性が高い。

雨や雪、気温等の条件に左右されにくいため，施工に対する汎用性が高

い。耐久性を加熱混合物と同程度まで高めたものもある。 

表 2-3-6 パッチング(ポットホール対策)工法に使用する材料の特徴 

材料の種類 施工性 耐久性(荷重) 雨天時の施工 経済性 

加熱混合物 △ 〇 △ ◎ 

常温混合物 ◎ △ △ 〇 

常温混合物 

全天候高耐久型 
〇 〇 ◎ △ 

◎：優れている 

〇：普通 

△：やや劣る 



 

第 2編  9 － 17 

③ パッチング(段差修正) 

 

表 2-3-7 舗装と構造物(橋梁､マンホール等)との段差修正工法 

工 法 内 容 

常温型スラリー混合

物による段差修正 

(路面パッチ・スノー

パッチ等) 

化学的に分解・硬化する特殊なアスファルト乳剤を使用したスラリー状

混合物により，構造物と既設路面との間で擦り付けを行う工法｡ 

施工機械を必要とせず，しかも施工が容易でゼロに近い擦り付けがで

き､施工後，混合物の硬化が急速に進み 20 分程度で交通開放ができる利

点がある｡ また， 耐久性にも富んでいる｡ 

加熱型スラリー混合

物による段差修正 

ゴム性状を高めた改質バインダを用いた加熱型スラリー状混合物によ

り，構造物と既設路面との間で擦り付けを行う工法｡ 

耐久性に富み， 施工直後に交通開放できる｡ 

樹脂系バインダによ

る段差修正 

エポキシやアクリル等の樹脂系バインダ(またはこれを用いたモルタ

ル)を使用し，構造物と既設路面との間で擦り付けを行う工法｡耐久性は

比較的良好であるが，高価である｡ 

加熱型混合物による

段差修正 
安価で最も一般的であるが， 低温時の施工では耐久性に劣る｡ 

 

表 2-3-8 各工法の特徴 

 

 

 ◎：優れている 

 ○：普通 

△：やや劣る 

 

 

④ 薄層オーバーレイ、オーバーレイ 

表 2-3-9 薄層オーバーレイ、オーバーレイ工法 

工 法 内 容 

薄層オーバーレイ 

既設舗装上に 3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法。適

用に際しては，起終点，街きょ，人孔等において，段差が生じないよう

な縦横断勾配を計画する必要がある。 

オーバーレイ 

既設舗装のうえに厚さ 3cm以上の加熱アスファルト混合物を舗設する

工法。局部的な不良個所が含まれる場合，局部打換え等を行ってから実

施する。オーバーレイ工法の採用にあたっては沿道との取り合い，構造

物の高さなどを十分検討する必要がある。 

切削+オーバーレイ 

事前処理として路面の凸部や損傷が生じたアスファルト層を切削除去

し，不陸や段差等を解消したのち，オーバーレイを行う工法。流動によ

るわだち掘れが大きい場合は，その原因となっている層を除去してから

オーバーレイを行うこと。 

 

沿道環境に応じた維持工法の選定を表 2-3-10に示す。 

工 法 施工性 耐久性 経済性 

常温型スラリー混合物による段差修正 ◎ ◎ ○ 

加熱型スラリー混合物による段差修正 △ ◎ ○ 

樹脂系バインダによる段差修正 ○ ◎ △ 

加 熱 混 合 物 に よ る 段 差 修 正 ○ △ ◎ 
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表 2-3-10 沿道環境に応じた工法選定(20mm≦わだち掘れ量＜40mmの場合) 

ひび割れ率 

(％) 

沿 道 

環 境 

交 通 量 区 分 

N₁～N₄ N₅ N₆ 

10 ～ 20 

市 街 

ＯＬ平均 3～4cm 

切削＋ＯＬ4～5cm 
（ ア ス コ ン 層 

打 換 え ） 
人 家 

ＯＬ平均 3～4cm 

そ の 他 (レベリング)＋ＯＬ5cm 

3 ～ 10 

市 街 

ＯＬ平均 3cm 

切削＋ＯＬ3～4cm 切削＋ＯＬ5cm 

人 家 

ＯＬ平均 3～4cm 
(レベリング)＋ 

 ＯＬ4cm 
そ の 他 

0 ～ 3 

市 街 レベリング＋薄層 切削＋ＯＬ3～4cm 切削＋ＯＬ5㎝ 

人 家 

ＯＬ平均 3cm ＯＬ平均 3～4cm 
(レベリング)＋ 

   ＯＬ4cm 
そ の 他 

 

（備考） 1) N₁～N₄で嵩上げができない場合は切削もしくはアスコン層の打換えを検討する｡ 

2) オーバーレイで必要な高さに嵩上げができない場合は切削を併用する｡ 

3) わだち掘れが極端な場合はレベリングを検討すること｡ 

4) ＯＬの厚さ(cm)は平均の厚さを示す。 

：ひび割れがリフレクションクラック対策(シート、シトネ層、開粒度)を検討すること。 

ＯＬ5cm：オーバーレイ 5cmのことを示す。 

 

2) 沿道環境保全工法 

沿道環境保全の主なものは振動防止、騒音防止及び景観の保全等が挙げられ、いずれも沿道住民

から上げられる苦情の主な原因であり、迅速な対処が要求される性格のものである｡具体的には次

のようなものがある。 

① 舗装と構造物(橋梁・トンネル等)との段差による振動・騒音の発生 

② マンホール周辺と舗装との段差、蓋のがたつきによる振動・騒音の発生 

③ 新旧舗装との段差、占用復旧箇所の段差による振動・騒音の発生 

④ わだち掘れが進行した箇所による振動・雨天時の水撥ね 

⑤ パッチング等の繰り返しによる景観性の低下 

したがって、極力簡便でかつ養生を必要としない工法が求められる｡適用する工法については、 

表 2-3-2、使用する材料は、表 2-3-3～2-3-9を参考とし、段差修正材に常温型スラリー混合物を

用いた具体的な使用例は図 2-3-1に示す。 
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Ａ．橋梁ジョイントの段差修正 

  

Ｂ．マンホール周辺の段差修正 

  

Ｃ．アスコン舗装擦り付け修正 

  

 

Ｄ．パッチング 

 

Ｆ．粗面の修正                        Ｈ．歩道橋の薄層舗装 

  

 

図 2-3-1 常温型スラリー混合物による段差修正の使用例  

 

 Ｇ．階段の補修 

Ｅ．局部的な凹部の修正 
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2-4 修繕工法 

 

修繕工法は日常の手入れでは及ばない程、大きくなった損傷部分の修理であり、代表的な工法を表 2-

4-1に示す｡ 

これら工法を交通量区分別および破損の程度別に適用するおおよその目安を図 2-4-1～図 2-4-4に示

す｡ただし、これらの図は設計ＣＢＲ=3の場合の代表的な工法を示したものであり、実際の工法選定にあ

たっては図 2-4-5にしたがって行うものとする｡ 

 

表 2-4-1 修繕工法の種類 

修 繕 工 法 内 容 

オ ー バ ー レ イ 

既設舗装の上に厚さ 3cm以上の加熱アスファルト混合物を舗設する工法｡局

部的な不良箇所が含まれる場合, 局部打換え等を行ってから実施する｡ 

オーバーレイ厚の設計法にはＣＢＲ法とたわみ法がある｡ 

リフレクション 

クラック対策工法 

オーバーレイ等を実施する際, 既設舗装とオーバーレイ層の間にひび割れ

抑制層を設ける工法｡ 

抑制層にはシートを用いる工法とシトネ層を用いる工法および開粒タイプ

の混合物を用いる工法とがある｡ 

局 部 打 換 え 

既設舗装の破損が局部的に著しく, その他の工法では補修できないと判断

したとき, 表層, 基層あるいは路盤から局部的に打換える工法｡ 局部的にひ

び割れが大きい箇所に適用する｡ 

路 上 表 層 再 生 

わだち掘れ, 縦断方向の凹凸, ひび割れ等の発生により既設表層が破損し

ている場合に, 路上において表層の加熱かきほぐしを行い, 必要に応じて新

規アスファルト混合物や再生用添加剤等を加えて混合, 敷き均し, 締固めて

新しく再生された表層をつくるもので, 路面性状の回復と既設表層の品質改

善を一体的に行う工法｡ 

路 上 路 盤 再 生 

既設アスファルト混合物層を現位置で破砕し, 同時にこれをセメントやア

スファルト乳剤等の路上再生用添加材料等ともに混合し, 締固めて安定処理

した路盤を新たにつくる工法｡ 

表層・基層打換え

切削オーバーレイ 

既設舗装の表層または基層までを打換える工法｡ 

このうち, 切削により既設アスファルト混合物層を撤去する工法を特に切

削オーバーレイ工法と呼ぶ｡ 

打 換 え 
舗装の破損が著しく, 他の工法では良好な路面を保つことができない場合

に舗装厚の全層を打換える｡ 
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図 2-4-1 N1～N₃交通路線におけるおおよその修繕対応工法(設計ＣＢＲ=3の場合) 

 

図 2-4-2 N₄交通路線におけるおおよその修繕対応工法(設計ＣＢＲ=3の場合)  

レべリング or切削 
＋ＯＬ 

平均３cm 

レべリングor切削 

＋ＯＬ(３～４cm) 

(クラック処理) 
レべリング or切削＋ＯＬ(４～７cm) 

(クラック処理) 

or 

アスコン層打換え 

打 換 え 

or 

再生路盤 

＋ 

表 層 

ＯＬ平均４cm 

（クラック処理） 

ＯＬ平均 

３～４cm 

（クラック処理） 

わ

だ

ち

掘

れ

量 

（mm） 

０ ５ 1
 

10 20 3
 

4
 

45 50 55 60 

10 

０ 

20 

30 

40 

50 

ひ び 割 れ 率 （％） 

25 30 

ひ び 割 れ 率 （％） 

わ

だ

ち

掘

れ

量 

（mm） 

０ ５ 15 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

10 

０ 

20 

30 

40 

50 

＋ＯＬ 
レべリングor切削 

＋ＯＬ（３～４cm） 

(クラック処理) 

レべリングor切削 

＋ＯＬ(４～５cm) 

(クラック処理) 
打 換 え 

  or 

再生路盤＋表  層 

ＯＬ平均４～５cm 
(クラック処理) 

or 
アスコン層打換え 

ＯＬ平均 
３～４cm 
（クラック処理） 

レべリング or切削 

平均３cm 

2-3 維持工法 参照 

2-3 維持工法 参照 
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図 2-4-3 N₅交通路線におけるおおよその修繕対応工法(設計ＣＢＲ=3の場合) 

 

 

図 2-4-4 N₆交通路線におけるおおよその修繕対応工法(設計ＣＢＲ=3の場合) 

ＯＬ平均 

ひ び 割 れ 率 （％） 

わ

だ

ち

掘

れ

量 

（mm） 

０ ５ 15 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

10 

０ 

20 

30 

40 

50 

＋ＯＬ 
レべリング 
or切削 
＋ＯＬ 

(４～６cm) 
（クラック処理） 

打 換 え 

  or 

再生路盤＋表  層 

アスコン 

層打換え 

３～４cm 
（クラック処理） 

レべリング or切削 

平均３cm 

 ～５cm 

ひ び 割 れ 率 （％） 

わ

だ

ち

掘

れ

量 
（mm） 

０ ５ 15 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

10 

０ 

20 

30 

40 

50 

レべリングor切削 
＋ＯＬ 

 （５～６cm） 
 （クラック処理） 

打 換 え 

アスコン層打換え 

2-3 維持工法 参照 

レべリングor切削 
＋ＯＬ 

(５～６cm) 

2-3 維持工法 参照 
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2-4-1 修繕工法の選定 

 

修繕工法の選定は図 2-4-5にしたがって行い、修繕対象箇所の路面性状値を把握し、ＰＳＩあるいは

ひび割れ率により適する工法を判断する。 

  (1) ＰＳＩ(供用性指数) 

    ＰＳＩは舗装の供用性を示す『ひび割れ率』、『わだち掘れ量』及び『平たん性』を用いた総合指

標であり、以下により求める。 

〇ＰＳⅠ(Ｐresent Ｓerviceability Ｉndex) …………… 供用性指数 

ＰＳI＝4.53－0.518logσ－0.371√Ｃ－0.174Ｄ2 …… 式-2-5 

ここに 

σ ： 縦断方向の凹凸の標準偏差(mm) 

Ｃ ： ひび割れ率(％) 

Ｄ ： わだち掘れ量の平均(cm) 

 

また、ＰＳＩに対応するおおよその対応工法は表 2-4-2に示す。 

 

表 2-4-2 ＰＳＩとおおよその対応工法 

ＰＳＩ(供用性指数) おおよその対応工法 

3 ～ 2.1 表 面 処 理 

2 ～ 1.1 オ ー バ ー レ イ 

1 ～ 0 打 換 え 

＜道路維持修繕要綱(S53.7)＞ 
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(2) 修繕工法の選定 

 

図 2-4-5 修繕工法の設計フロー

9章 2-4-2  

第 2編 6章 舗装工 

 2-1-7  

2-4-1 参照 

9章 2-4-2 



 

第 2編  9 － 25 

2-4-2 修繕工法の構造設計 

 

修繕工法の構造設計における換算係数などの各条件を以下に示す。 

設計条件を満足する舗装構成とするためには、舗装計画交通量、路床の支持力などの設計に用いる値

の将来予測に伴うリスク等を勘案した信頼性設計を修繕工法においても行う必要がある。信頼性設計の

方法には、第 2編 6章 舗装工 1-5 信頼性に示す信頼度に応じた係数を用いる。 

 

 (1) 残存等値換算厚(ＴＡ0)の計算に用いる換算係数 

既設舗装の構造評価はひび割れ率によって判定する。判定したひび割れ率に応じて残存等値換算厚

(ＴＡ0)を決定し、既設舗装構成の層厚と表の係数を用いてＴＡ0を算出する。 

 

表 2-4-3 ＴＡＯの計算に用いる換算係数 

ひび割れ率 

(％) 

表層･基層 上 層 路 盤 下 層 路 盤 
コンクリー

ト 版 

加 熱 

アスコン 

瀝 青 

安定処理 

セメント

乳剤安定

処 理 

セメント 

安定処理 

粒 調 

砕 石 

切込 

砕石 

セ メ ン ト 

安 定 処 理 

セ メ ン ト 

コンクリー

ト 舗 装 

15.0 未 満 0.90 0.80 0.65 0.50 0.35 0.25 

0.90 

15.0～19.9 0.80 0.70 
0.60 0.45 0.30 

0.20 
20.0～24.9 

0.70 0.60 
25.0～29.9 

0.45 0.35 0.25 
30.0～34.9 0.60 0.50 

35.0 以 上 0.50 0.40 0.35 0.25 0.20 0.15 0.50 

 

セメントコンクリート舗装のひび割れ度は、次の式によりひび割れ率に変換して、表 2-4-3の係数

を参照する｡ 

  Ｃ＝ｈＣО……式-2-6 

h = 25＋ＣО

30
…式-2-7 

ここに、Ｃ ：ひび割れ率(％) 

ＣО：ひび割れ度(cm／m2) 

 

(2) 修繕工法を設計するために必要となるＴＡの目標値 

ＴＡの目標値については、第 2編  第 6章  舗装工 表 2-1-11、2-1-12を参照のこと。 

 

(3) 修繕工法を設計するために必要となる凍結深さ 

凍結深さについては、第 2編  第 6章  舗装工 表 2-1-15 を参照のこと。 

 

  (4) 各層の構成 

   各層に最低限必要な最小厚さは、第 2編 6章 表 2-1-8～2-1-10を参照のこと。 
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(5) 構造設計(例) 

 修繕時の舗装構成の決定については、第 2編  第 6章  舗装工 2-1-10 (3)舗装構成の設計方法

を参照とし、下式から補修に必要な等値換算厚(t)を求める。 

 

t = 𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝑇𝑇𝐴𝐴0…式-2-8 

 

 したがって、加熱アスファルト混合物を用いたオーバーレイ工法、表層・基層打換え工法の場合

は tの値がそのままオーバーレイ厚となる。打換え工法、局部打換え工法、路上路盤再生工法の場

合は tの値を各層に適切に分配し、等値換算係数で割り戻して、必要な各層厚を求める。 

 

 

図 2-4-6 修繕時の構造設計例 

(交通量区分 N4、設計ＣＢＲ6、設計期間 10年、信頼度 90%) 

 

 

 

 

 

 

設計条件
6 %

2.4
35 %
30 mm
10 年

9.25 cm
16 cm

N 4
0~50 ℃・日

19 cm

ＴＡ計算 厚さ(cm) 係数 ＴＡ0 ＴＡ計算 厚さ(cm) 係数 ＴＡ0
表層 5 × 0.50 = 2.50 表層 5 × 1.00 = 5.00
既設上層路盤 15 × 0.20 = 3.00 CAE再生路盤 10 0.65 6.50
既設下層路盤 25 × 0.15 = 3.75 既設上層路盤 5 × 0.20 = 1.00
合計 45 計 9.25 既設下層路盤 25 × 0.15 = 3.75

合計 45 計 16.25
置換え深さ 満足 目標ＴＡ 満足

既設下層路盤　t=25cm
（クラッシャラン）

ＣＡＥ再生路盤
t=10cm

既設下層路盤
t=25cm

既設表層　t=5cm

既設上層路盤ｔ=15cm
（粒度調整砕石）

交 通 量 区 分

ＴＡ0＝
設 計 期 間 ：

目標ＴＡ＝

表層　t=5cm

既設上層路盤　t=5cm

修繕前 修繕後

凍 結 指 数 ：
置 換 え 深 さ ：

Ｍ Ｃ Ｉ ：
設 計 Ｃ Ｂ Ｒ ：

わ だ ち 掘 れ 量 ：
ひ び 割 れ 率 ：



 

第 2編  9 － 27 

2-4-3 修繕における路上路盤再生工法の適用 

 

供用路線を修繕する場合、工事に伴う沿道環境および利用者への影響、工期短縮など施工方法に配慮

する必要がある。修繕工法には、路盤を新規材料や安定処理路盤で打換える工法がある。しかし、これ

らは施工期間が長く施工費が多大になるだけでなく、既設路盤を排出することから環境への負荷も大き

くなるものである。 

これに対して、路上路盤再生工法は、路上において既設アスファルト混合物層を現位置で破砕し、同

時にこれをセメントや瀝青系材料などの安定材と既設路盤材料とともに混合・転圧、または、既設アス

ファルト混合物層をすべて取り除き、既設路盤材料のみに安定材を添加して混合・転圧して、新たに安

定処理路盤を築造するものである。前述の打換え工法と比較して舗装発生材が少ない・施工速度が早

い・コスト縮減が図れる・嵩上げを行わず構造強化できる。環境への負荷を軽減し、舗装の構造強化が

図れることから修繕においては路上路盤再生工法を採用するとよい。 

 

2-4-4 路上路盤再生工法(ＣＡＥ) 

 

(1) 適用箇所の条件 

路上路盤再生工法を適用する場合に考慮しなければならない条件を表 2-4-4に示す。 

 

表 2-4-4 路上路盤再生工法の適用箇所の条件 

項 目 条 件 

既 設 舗 装 体 の 構 造 
表層部に加熱混合物を有し路盤は粒調砕石、粒状砕石で

あること 

交 通 量 の 区 分 N₁～N₅交通 

既設アスファルト混合物の厚さ 15cm以下 

未 処 理 既 設 粒 状 路 盤 の 厚 さ 10cm程度以上確保できること 

沿 道 環 境 
工事の際に交通規制によって車の往来に著しい影響が出

ないこと 

道 路 線 形 急カーブがないこと(R＝15ｍ以上) 

道 路 幅 員 大型機械施工可能幅員(3ｍ以上) 

障 害 物 地下埋設物等による施工上の制約が少ないこと 

 

(2) 路上路盤再生工法の種類および選択基準 

路上路盤再生工法にはセメント・アスファルト乳剤再生路盤工法(以下ＣＡＥ再生路盤工法と呼ぶ)

とセメント再生路盤工法の 2種類がある。前者は、安定材にセメントおよびアスファルト乳剤を用

い、後者は、安定材にセメントを用いたものである。いずれも施工性に優れ、補修に適した工法であ

るが、とくにＣＡＥ再生路盤工法はアスファルト乳剤が添加されており、より高い耐久性が期待で

き、処理厚も薄くすることができる。なお、舗装再生便覧(H22.11)ではこれらの使い分けが明確でな
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いことや、他方セメント再生路盤工法は処理厚が薄い場合に収縮クラック発生の危険があることか

ら、福島県ではこれら工法の選択基準を表 2-4-5のとおりとする｡ 

 

表 2-4-5 路上路盤再生工法の処理厚及び選択基準（◎ 最適, ○ 適） 

工 法 名 処理厚 (cm) N₁～N₃ N₄ N₅ 

Ｃ Ａ Ｅ 再 生 路 盤 工 法 10～30 
◎  

(5) 

◎  

(5) 

◎  

(5) 

セメント再生路盤工法 20～30 
○  

(10) 

○ 

(10) 

○  

(10) 

(注 1) ( )内は表層の加熱アスコンの最小厚である｡ 

  なお、セメント再生路盤上の加熱アスコンの最小厚は、50年度版のアスファルト舗装要綱(p.5)に「セメ

ント系安定処理上の最小厚は、収縮によるリフレクションクラック及び加熱アスコンのズレ等を考慮し

10cm以上が望ましい」と記述されていることと、福島県が実施してきた追跡調査結果、表層の加熱アスコ

ン層厚が 5cmの箇所はひび割れの発生が顕著であったことから、10cm以上とした｡ 

(注 2) セメント再生路盤の処理厚については、福島県が実施してきた追跡調査結果 15～20cmの箇所にひび割れが

多く発生していることから、この範囲とした｡また、ＣＡＥ再生路盤の処理厚については 10～30cmとした。 

(注 3) また、処理厚が 23cmを越える場合はＣＡＥ再生路盤とセメント再生路盤で経済性および施工性(一時的に

交通開放する際の既設舗装との段差等)を比較した上で決定する｡処理厚が 20cmを越える場合は振動ローラ

を採用すること｡ 

 

(3) 添加剤使用量(率) 

設計ＣＢＲと既設舗装構成等に基づき舗装構造(処理厚)を設計し、その路上路盤再生工法に必要と

する標準的な添加剤の使用量は、表 2-4-6のとおりとする｡ 

ただし、路上路盤再生工法の設計密度は 2.1g/cm3とする｡ 

 

表 2-4-6 路上路盤再生工法の添加材使用量の標準 

工 法 名 添 加 材 使 用 量 

ＣＡＥ再生路盤工法 
セメント添加率＝ 2.5％ 

アスファルト乳剤添加率＝ 5.0％ 

セメント再生路盤工法 セメント添加率＝ 5.0％ 

※ 上記の標準添加率で発注した場合、必ず施工前に現場材料での配合試

験を行い、その結果によりセメント添加率及びアスファルト乳剤添加率

を変更するものとする｡ 
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(4) 事前調査項目と用途 

路上路盤再生工法採用にあたり事前に調査すべき項目とその用途に関して表 2-4-7に示す。 

 

表 2-4-7 路上路盤再生工法の事前調査項目と用途 

条 件 調 査 項 目 主 な 用 途 

交 通 条 件 交通量(特に大型車交通量) 構 造 設 計 

現 場 条 件 

道路幅員, 平面線形, 縦横断勾配, 交差点の有無通

行止の可否, 迂回路の有無, 周辺環境, 機械置場の

有無, 埋設物の有無と深さ等 

工 法 選 択 

施 工 計 画 

嵩上げの可否 工 法 選 択 

既設舗装の性状等 

路面性状 

(ひび割れ率, わだち掘れ量等) 

工 法 選 択 

構 造 設 計 

既設アスファルト混合物の厚さ既設粒状路盤材料の

厚さ, 最大粒径 

構造設計,配合 

設計 ,施工計画 

路床土の設計ＣＢＲ 構 造 設 計 

＜舗装再生便覧(H22.11) 3-2-4表-3.2.1 

 

(5) 等値換算係数 

路上路盤再生工法で用いる路盤材の等値換算係数について、表 2-4-8に示す。 

 

表 2-4-8 路上路盤再生工法に用いる路盤材の等値換算係数 

工 法 ・ 材 料 品 質 規 格 等値換算係数ａｎ 

路 上 再 生 Ｃ Ａ Ｅ 

安 定 処 理 

一軸圧縮強さ(7日)2.45MPa 

一次変位量 5～30(1/100cm) 

残留強度率 65％以上 

0.65 

路 上 再 生 セ メ ン ト 

安 定 処 理 
一軸圧縮強さ(7日)2.45MPa 0.50(注 1) 

同上 ( 既設路盤材料 

の み を 使 用 ) 
一軸圧縮強さ(7日)2.9MPa 0.55(注 2) 

 (注 1) 路上再生セメント安定処理においては、アスファルト分が含まれることによって、たわみ性が生じるなど

の理由から、等値換算係数を新材のみの場合に比べ小さく設定する。 

 (注 2) アスファルト混合物層を除いた既設の路盤材料を安定処理する場合は、補足材(新材のみ)を使用した安定

処理路盤と同等とする。 

＜舗装再生便覧(H22.11) 3-2-5表-3.2.5＞ 
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 (6) 路上路盤再生用骨材の品質 

 路上路盤再生工法に使用する再生用骨材の品質規格は以下の通りとする。 

 

表 2-4-9 路上路盤再生用骨材の品質 

項 目 路上再生路盤用骨材 

修 正 Ｃ Ｂ Ｒ 20 以上 

ＰＩ( 425μm ふるい通過分 ) 9 以下 

＜舗装再生便覧(H22.11) 3-2-6表-3.2.7＞ 

(注)：修正ＣＢＲ20以上を確保するアスコン塊の混入率の上限はおおむね 65％である｡ 

 

(7) 路上路盤再生用骨材の粒度範囲 

 路上路盤再生工法に使用する再生用骨材の粒度範囲は以下の通りとする。 

 

表 2-4-10 路上路盤再生用骨材の粒度範囲 

ふ る い 目 mm 路 上 路 盤 再 生 用 骨 材 

通
過
重
量
百
分
率
％ 

53.0 100 

37.5 95 ～ 100 

19.0 50 ～ 100 

2.36 20 ～ 60 

0.075 0 ～ 15 

＜舗装再生便覧(H22.11) 3-2-6表-3.2.8＞ 

 

2-4-5 表層用混合物種の選定 

 

(1) 表層用混合物 

表層混合物については、第 2編 第 6章 舗装工 6-1 加熱アスファルト混合物の使用区分を参

照すること｡ 

 

(2) 耐流動・耐摩耗・すべり止め対策 

 耐流動・耐摩耗・すべり止め対策における実態把握と対策の概要を以下に示す。 

① 耐流動対策 

○ 流動現象の実態把握 

路面状況を観察し、流動の有無を把握して耐流動対策の必要性の是非を判断する｡ 

○ 対策 

耐流動対策としては、次の 2要因に対して考慮する必要性がある｡ 

ａ．ポリマー改質アスファルトの使用 

ｂ．耐流動性混合物の採用 
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② 耐摩耗対策 

○ 摩耗現象の実態把握 

路面状況を観察し、摩耗の有無を把握して耐摩耗対策の必要性の是非を判断する｡ 

福島県の場合、摩耗によるわだち掘れの発生は避けられない状況下にあるが、既設舗装体の舗

設年度等を調査して、供用期間とわだち掘れ量との関係から摩耗対策の必要の是非を判断す

る｡ 

○ 対策 

耐摩耗対策としては、次の 2要因に対して考慮する必要性がある｡ 

ａ．ポリマー改質アスファルトの使用 

ｂ．耐摩耗性混合物の採用 

③ すべり止め対策 

○ 縦断勾配、道路線形の把握 

縦断勾配が 6％以上の箇所及び急カーブ箇所等で、すべり止め対策が必要か否かを判断する｡ 

○ 対策 

すべり止め対策としては、舗装表面をマクロ的にもミクロ的にも粗にする必要があり、さらに

夏季の流動によって路面が密になることをも防ぐ必要がある｡この観点から次の 2要因を考慮

する｡ 

ａ．ポリマー改質アスファルトの使用 

ｂ．ギャップタイプ混合物の採用   

     

(3) ポリマー改質アスファルト 

ポリマー改質アスファルトとは、アスファルトの感温性や粘着力、骨材の把握力を改善し、アスフ

ァルト舗装のわだち掘れ抵抗性や摩耗抵抗性、すべり抵抗性を高めることができる加熱混合物用のア

スファルトである。福島県で使用する主なものを表 2-4-11に示す。 

1) ポリマー改質アスファルトの種類と特徴 

 

表 2-4-11 ポリマー改質アスファルトの種類と特徴 

種 類 特 徴 

改 質 Ⅰ 型 

ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルト 

タフネス・テナシティ, 伸度が増加アスファルトの感温性, 低温性状の改良によ

り骨材の把握力や流動, 摩耗に対する抵抗性が高まる｡ 

改 質 Ⅱ 型 

ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルト 

軟化点, タフネス･テナシティ, 60℃粘度が増加アスファルトの感温性, 低温性状

の改良により骨材の把握力が高く, 摩耗に対して高い抵抗性を持つ｡ また, 60℃

粘度が高いため, 流動抵抗性に特に優れる｡ 
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2) ポリマー改質アスファルト選定基準 

ポリマー改質アスファルトの種類及び混合物種を選定する上での、おおよその基準と物性(動的

安定度、摩耗抵抗)を表 2-4-12に示す｡ただし、設計にあたっては、6章 舗装工 6-1 加熱アス

ファルト混合物の使用区分に従うとよい｡ 

また、動的安定度の目標値は現地の環境条件、交通量及び通行車両の質により異なるため、現地

に則した目標動的安定度を求めるには、式-2-9を用いて算出する｡ただし、積雪・寒冷地域におけ

る目標わだち掘れ量を 40mmとした場合、式-2-9中の『Ｄ』には、摩耗によるものを考慮して一般

単路部は 20mm、交差点部は 30mmを代入して目標動的安定度を求めるものとする｡ 

なお、供用年数 10年、大型車交通量 200、400、800、1,000台/日・方向の場合の目標動的安定

度を参考資料(資料-6)に示す｡ 
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、
Ⅲ
型
－
Ｗ
、
Ⅲ
型
－
Ｗ
Ｆ
な
ど
の
高
性
能
な
も
の
を
検
討
す
る
と
よ
い
。
 

(※
2)
：
N1
～
N4

交
通
の
表

2-
4-
12

の
適
用
範
囲
に
該
当
し
な
い
路
線
は
、
通
常
の
ス
ト
レ
ー
ト
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
使
用
し
、
混
合
物
種
は
第

6
章

2-
1-
2
を
参
照
の
こ
と
。
 

(※
3)
：
混
合
物
種
の
選
択
に
際
し
て
は
、
舗
装
厚
が

4
㎝
以
下
の
場
合
は
最
大
粒
径

13
㎜
を
、
5
㎝
以
上
の
場
合
は
最
大
粒
径

20
㎜
と
す
る
と
よ
い
。
 

(※
4)
：
動
的
安
定
度
及
び
摩
耗
量
は
参
考
値
と
す
る
。
 

(※
5)
：
N5

交
通
以
上
の
路
線
お
よ
び
交
差
点
部
に
あ
っ
て
、
基
層
に
耐
流
動
性
に
劣
る
混
合
物
(細

粒
度
ア
ス
コ
ン
等
)が

既
設
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
耐
流
動
対
策
を
設
計
時
点
で
十
分
に
検
討

す
る
こ
と
。
 



 

第 2編  9 － 34 

3) 目標動的安定度の算出式                 【土木技術資料 31-1(1989)】 

目標動的安定度の算出式は式 2-9に示すとおりである｡ 

ＤＳ＝0.679(Ｙ・Ｌ・Ｗ・Ｖ・Ｔ／Ｄ)1.02…………式-2-9 

ここに  ＤＳ：目標動的安定度(回／mm) 

Ｙ ：供用期間(日) 

Ｌ ：大型車交通量(台／日・一方向) 

Ｗ ：輸荷重補正係数 

Ｖ ：走行速度補正係数 

Ｔ ：温度補正係数 

Ｄ ：わだち掘れ量(mm) 

なお、各補正係数は表 2-4-13、表 2-4-14及び図 2-4-7を参照とする｡ 

 

表 2-4-13 輸荷重補正係数(Ｗ) 

区 分 補正係数 

重 い 車 両 が 少 な い 1.0 

重 い 車 両 が 多 い 2.0 

重い車両が非常に多い 3.0 
 

表 2-4-14 走行速度補正係数(Ｖ) 

種 別 補正係数 

一 般 部 0.4 

交 差 点 部 0.9 
 

 

      

図 2-4-7 温度補正係数の分布(×10－3) 

  

45 40 
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15 

15 10 

10 
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第 2編  9 － 35 

＝0.679×(3,650×1,500×2.0×0.4×10×10
-3
/20)

1.02
 

    また、計算の一例を以下に示す。 

 Y：3,650日(10年) 

 L：1,500台/日・方向 

 W：2.0 

 V：0.4 

 D：20(mm) 

 T：10×10-3 

の場合、目標ＴＡ＝0.679×(3,650×1,500×2.0×0.4×10×10-3/20)1.02 

 ＝1,735回/mm    

 

 

2-5 特殊工法  

                 

2-5-1 その他、特別な機能を有する舗装の維持修繕について 

 

(1) 排水性舗装                

オーバーレイや切削オーバーレイ等により既設のアスファルト舗装を排水性舗装とする際、不透水

性の層にあたる既設のアスファルト混合物層にひび割れ等が認められる場合は雨水の浸透防止あるい

はリフレクションクラック防止のため、シート工法等の適切な処理あるいは切削打換え等、状況に応

じた対策を講じて排水機能層を舗設する｡ 

排水性舗装路面の初期破損は、一般の舗装に比べて大きな欠陥につながりやすく、供用性や機能性

に影響を与えるため、早期に維持を行うことが大切である｡ 

供用中に低下した機能の回復方法は研究途上であり、ここでは機能回復の考え方を示す｡ 

なお、排水機能を確保しての部分的な補修は困難である｡ 

1) 供用性および機能性低下の要因 

排水性舗装の特徴的な破損形態および機能低下の要因と維持方法の現状を表 2-5-1に示す｡ま

た、機能性の管理の考え方を図 2-5-1に示す｡ 

 

表 2-5-1 供用性および機能性低下の要因と補修方法の現状 

 ＜排水性舗装技術指針(案)(H8.11) 付録-10付表-10.1＞ 

 

 特徴的な破損 (現象) 要 因 維持方法の現状 

供
用
性
の
低
下 

・ポットホール ・油もれによるアスファルトのカットバック ・パッチング 

・骨材のはく離・飛散 ・老化, 劣化 

・チェーン車両 

・施工時 (材料分離, 密度不足) 

・表面処理等 

(大規模の場合は補修) 

機
能
性
の
低
下 

・ひび割れ ・下層からのリフレクション 

・老化, 劣化 

・シール材の充填等 

・空隙づまり 

・空隙つぶれ 

・泥, 粉塵等の浸入堆積 

・走行車両によるニーディング 

・アスファルトモルタルの過剰 

・洗浄等による方法 

・修繕 
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図 2-5-1 機能性の管理の考え 

＜排水性舗装技術指針(案)(H8.11) 付録-10付図-10.1＞ 

  

機能性低下の有無 

※道路管理レベルに応じて 
 補修の必要性を判断する 

機能性低下の原因 
が空隙づまりか？ 

排水性舗装の供用 

追 跡 調 査 

機 能 性 調 査

機能性回復の確認 

機能性回復の確認 

機 能 回 復 の 作 業 

排水性舗装の供用 

供用 or補修※ 

供用 or補修※ 

現場透水量試験・騒音測定など 

無 

有 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

良好 

不良 

ＮＯ 

ＮＯ 
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② 機能回復の方法 

排水性舗装の機能回復作業方法については、現在のところ可能性がある方法として次の方法が検

討されている｡ 

  物理的手法 

 

 

 

  化学的手法 

 

③ 修繕 

骨材のはく離、飛散面積が大きい場合は、修繕工事を行う｡この手法としては以下のものが挙げ

られるが、国内・国外における実績が少ないため、修繕工事による効果は確認できていない｡ 

ａ．オーバーレイ 

ｂ．切削オーバーレイ 

ｃ．路上表層再生工法 

(2) 透水性舗装 

透水性舗装は、雨水が舗装体を通る構造から、透水機能を持続させることが必要である｡ゴミや土

砂等により｢目詰まり｣をさせないように予防することが大切である｡その方法としては以下のことが

考えられる｡           

1) 目詰まりによる機能性低下への対策 

① 周辺からのゴミ、土砂が侵入しないような処置 

未舗装駐車場などからの土砂の流入および植樹帯からの土砂の流出を防ぐ対策や周辺環境を考慮

した施行箇所の選定に配慮する｡ 

例：道路と民地(特に未舗装部)との境界に側溝等を設け、蓋部は土砂が流入しやすいグレーチング

などを使用する｡ 

植樹帯の床土は、舗装面より低く施工する｡ 

② 日常的な単純清掃の実施 

単純清掃を日常的に実施することにより、かなりの効果が期待できる｡ 

例えば、住宅地や商店街等では、地元住民と一体となった維持管理体制を構築することも有効な

対策である｡ 

2) 透水機能低下への対策 

① 洗浄による透水機能回復 

透水機能の回復は、洗浄が一般的になっているが、洗浄においては、高圧水利用の洗浄機を使用

するなど、道路管理レベルや回復効果を考慮して適切な方法や時期を選定する｡ 

② 本体取り換えによる透水機能回復 

ブロック及び平板等を使用した舗装では、高圧水洗浄を行うと目地砂が流失するため適用できな

いので、目詰まりした場合はブロック等本体を取り換える方法による｡ 

 

 

高圧水による空隙づまり物の洗浄 

圧縮空気による空隙づまり物の除去 

バキュームによる空隙づまり物の吸引 

高圧水とバキュームの併用 

過酸化水素水による空隙づまり物の洗浄 
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3) 透水機能回復手法区分 

高圧水利用の洗浄に適する透水性舗装は、次による｡ 

○ 透水性アスファルト舗装 

○ 透水性コンクリート舗装 

○ 透水性自然石舗装 

○ 透水性弾性舗装(ゴムチップ、ウッドチップ舗装) 

本体取り換えで透水機能回復を図る舗装は、次による｡ 

○ 透水性インターロッキングブロック舗装 

○ 透水性コンクリート平板舗装 

○ 透水性れんが舗装 

○ 透水性弾性舗装(弾性ブロック舗装) 

4) 参考図書 

平成 10年 3月、福島県建設技術研究所発行の試験調査研究報告書・計画番号Ⅲ－1－②の透水性

舗装に関する試験調査研究(その 2)の維持修繕の項を参考にして維持修繕を行う｡  
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(3) リフレクションクラック抑制工法 

オーバーレイおよび切削オーバーレイを設計するにあたって、特に考慮しなければならない点のひ

とつにリフレクションクラックの抑制が挙げられる｡ 

構造上の欠陥に起因して発生するクラックは構造設計の問題としてとらえ、ここではひび割れ率が

20％以下の比較的軽微リフレクションクラックの抑制対策について述べる｡ 

リフレクションクラック抑制対策とは、基本的には応力歪伝播に対して緩和対策を施すことであ

り、この目的のためにオーバーレイ厚の増加、シートの敷設、開粒度アスコンの基層設置、改質アス

ファルト乳剤を用いた緩衝層(シトネ層)の設置等の措置が取られる｡ 

1) シート工法 

① 適用条件 

・既設舗装体に発生しているひび割れが、小面積でスポット的であること｡おおむねひび割れ率が

15％未満の場合 

・オーバーレイ厚は 4cm以上であること｡ 

・縦断勾配が 6％未満であること｡ 

・線状ひび割れ、あるいは亀甲状であっても比較的軽微(ひび割れブロックの動きがないこと)であ

ること｡ 

② 施工方法 

・ひび割れ部分の清掃(路面は乾燥状態であること｡) 

・プライマーを所定量塗布および乾燥 

・シート貼付 

・タックコート散布 

・オーバーレイ施工 

③ 施工上の留意点 

・シートはプライマーが十分に乾燥してから貼付すること｡ 

・合材搬入ダンプトラックの車輪が乗る位置に貼付した場合は表面に軽く合材を散布し、タイヤへ

の付着を防止しておく｡ 

 

2) シトネ層 

① 適用条件 

・既設舗装体に発生しているひび割れが、広い範囲にわたっている場合｡おおむねひび割れ率が

10％以上の場合｡ 

・亀甲状であっても比較的軽微(ひび割れブロックの動きがないこと)であること｡ 

・既設舗装体がアスファルト舗装であること｡ 

② 施工方法 

・施工箇所全面の清掃(路面は乾燥状態であること｡) 

・5mm以上のクラックには予めアスファルトモルタル等で充填しておく｡ 

・沈下部分や極端なわだち掘れ部には予めレベリングを施す｡ 

・シトネ層の施工(施工方法は適用する各工法の施工手順に準ずる)。 
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参考資料-1 

 

目視観察によるひび割れ率測定方法 

 

1.測定方法 

1) 測定区間を踏査し、単位延長(一般的には 100ｍを 1単位延長する)に予め分割し、マーキング

する｡ 

2) 単位延長毎に、視覚によりひび割れ率を調査する｡ 

3) 調査要領 

○ 不連続に単線(横断方向でほとんどラップしていないクラック)でひび割れが発生している場合

は 3％以下｡ 

○ 連続して単線でひび割れが発生している場合は 3～15％｡ 

○ 道路幅のおおむね 1／6にひび割れが発生している場合は 3～15％｡ 

○ 道路幅のおおむね 1／4にひび割れが発生している場合は 15～35％｡ 

○ 道路幅のおおむね 1／3にひび割れが発生している場合は 35～50％｡ 

○ 道路幅のおおむね 1／2にひび割れが発生している場合は 50％以上｡ 

 

 

2.注意事項 

1) パッチングはひび割れに含める｡ただし、明らかにわだち掘れ解消(段差修正工法やレールパッ

チング等)のためと判断できる場合はひび割れに含めない｡ 

 

 

3.参考例 

1) 代表的な 12種のパターンを参考として次に示す｡  
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ひび割れ率 0～3％ 
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ひび割れ率 0～3％ 



 

第 2編  9 － 44 
 

ひび割れ率 3～15％ 



 

第 2編  9 － 45 
 

ひび割れ率 3～15％ 
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ひび割れ率 3～15％ 

 コンクリート上オーバーレイ  
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ひび割れ率 15～25％ 
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パ
ッ
チ
ン
グ 

 

ひび割れ率 15～25％ 



 

第 2編  9 － 49 
 

ひび割れ率 25～35％ 
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パ
ッ
チ
ン
グ 

 

ひび割れ率 25～35％ 



 

第 2編  9 － 51 
 

ひび割れ率 35～50％ 
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ひび割れ率 35～50％ 
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ひび割れ率 35～50％ 

パ
ッ
チ
ン
グ 

パ
ッ
チ
ン
グ 

パ
ッ
チ
ン
グ 

パ
ッ
チ
ン
グ 

パ
ッ
チ
ン
グ 
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参考資料-4 

 

水糸法によるわだち掘れ量測定法 

 

1.測定方法 

1) 測定区間の始点と終点の間を踏査し、測定開始点及び測定終了点の位置を確認し、測定位置を

マーキングするとともに、橋梁取付け部、マンホール等、わだち掘れ量測定の障害となる構造物

の位置を確認する｡ 

2) 水糸を図-1に示すように、各車線の路肩側レーンマークの外側を基準として設置する｡ただ

し、中央分離帯の障害物のため、路肩側レーンマークの外側を基準とできない場合には、センタ

ーライン側のレーンマークの外側を基準として水糸を設置する｡ 

 

図-1 わだち掘れ量の測定 

 

 

2.結果の整理 

1) 測定は横断方向に 20cm間隔で行い、スケールで基準線から路面までの距離を mm単位まで読み

取り記録する｡ 

(注) 概略調査の場合は、わだちの最深部の深さのみを測定し 1、および 2としてもよい｡ 

 

 

3.注意事項 

1) 試験舗装やその他で、継続的に調査を行う場合には、後日測定を行うことを考慮に入れ、工事

や車両の走行によって移動しない位置を選定し、測定位置を示す金属製のビン等により明示して

おくとよい｡ 

2) 舗装が摩耗する積雪寒冷地域では、線の引き直しによりレーンマークの位置が移動することが

あるので、正確な測定を行うためには、金属ビン等で測定の基準位置を明示することが必要であ

る｡ 

3) 試験舗装等で、わだち掘れの経時変化量を調査する場合には、4～5月と 10～11月の 2回にわ

たって測定を行うことが望ましい｡これは、冬期の摩耗の影響と夏期の流動の影響を分離するた

めである｡  

レーンマーク 

水 糸 

路

肩

側 

セ
ン
タ
ー
側 
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参考資料-5 

 

横断プロフィルメータによるわだち掘れ量測定方法 

 

1．測定方法 

1) 測定区間の始点と終点の間を踏査し、測定開始点及び測定終了点の位置を確認し、測定位置を

マーキングするとともに、橋梁取付け部、マンホール等、わだち掘れ量測定の障害となる構造物

の位置を確認する｡ 

2) 横断プロフィルメータを図-1に示すように、各車線の路肩側レーンマークの外側を基準とし

て設置する｡ただし、中央分離帯等の障害物のため、路肩側レーンマークの外側を基準とできな

い場合には、センターライン側のレーンマークの外側を基準として、横断プロフィルメータを設

置する｡ 

 

 

図-1 わだち掘れ量の測定 

 

3) 高さ調整ねじにより左右の高さを同一にする｡(水準器を使用) 

4) 図-2に示すように、直線定規上の波形記録器を移動させて横断形状を記録する｡ 

 

 

図-2 横断プロフィルメータ 

 

2．結果の整理 

1) 車線中央の凸部が、両側の凸部より高い場合には、図-3のによって、わだち掘れ量Ｄ1、Ｄ2を

mm単位で読み取る｡ 

2) 車線中央の凸部が、両側の凸部より低い場合には、図-3のによって、わだち掘れ量Ｄ1、Ｄ2を

mm単位で読み取る｡ 

3) Ｄ1、Ｄ2のうち、大きい方の値を測定断面のわだち掘れ量とする｡  

レーンマーク センターライン 

センター側 路肩側 

高さ調節ねじ 

波形記録器 

車輪 
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図-3 わだち掘れ量の定義 

 

 

3．注意事項 

1) 試験舗装その他で、継続的に調査を行う場合には、後日測定を行うことを考慮に入れ、工事や

車両の走行によって移動しない位置を選定し、測定位置を示す金属製のビン等により明示してお

くとよい｡ 

2) 舗装が摩耗する積雪寒冷地域では、線の引き直しによりレーンマークの位置が移動することが

あるので、正確な測定を行うためには、金属ビン等で測定の基準位置を明示することが必要であ

る｡ 

3) 試験舗装等で、わだち掘れの経時変化量を調査する場合には、4～5月と 10～11月の 2回にわ

たって測定を行うことが望ましい｡これは、冬期の摩耗の影響と夏期の流動の影響を分離するた

めである｡ 

4) 対向車線に支持部分が突出することがあるので、車両との接触事故が起きないように十分注意

する｡ 

5) 測定輪の通過する舗装路面は、石等、測定の妨げになるようなものがないように予め清掃して

おくとよい｡ 

6) 測定する際に、測定輪がレーンマークを通過するときは、その位置を記録紙上に記録しておく

と、後日解析を行ったときのわだち部等の位置確認として有効である｡  

レーンマーク 
 

レーンマーク 
 

ＯＷＰ 
 

ＯＷＰ 
 

ＯＷＰ 
 

ＯＷＰ 
 

ＯＷＰ 
 

ＯＷＰ 
 

ＩＷＰ 
 

ＩＷＰ 
 

ＩＷＰ 
 ＩＷＰ 

 

ＩＷＰ 
 

ＩＷＰ 
 

Ｄ１ 

 

Ｄ１ 

 

Ｄ１ 

 Ｄ１ 

 

Ｄ１ 

 

Ｄ１ 

 

Ｄ２ 

 

Ｄ２ 

 

Ｄ２ 

 

Ｄ２ 

 

Ｄ２ 

 

Ｄ２ 

 

(1) 主に流動によって生じたわだち掘れ (2) 主に摩耗によって生じたわだち掘れ 
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参考資料－6 

 

縦断プロフィルメータによる平坦性測定方法 

1．測定方法 

1) 測定区間の始点と終点の間を踏査し、測定開始点及び測定終了点の位置を確認するとともに、

橋梁取付け部、マンホール等、平坦性測定の障害となる構造物の位置を確認する｡また、路面の

清掃を行い石やゴミを除去する｡ 

2) 1車線につき 1本の測定線を、区間の始点と終点まで連続して測定車線の中心線に沿って平行

に設ける｡測定位置は、出来型管理や検査を目的とする場合は、車線の縁から 80～100cmの付近

とし、試験舗装の調査や道路管理のための路面性状測定では、右または左わだち底部とする｡ 

3) 図－1に示すとおり測定開始点と終了点の間を、通常の歩行速度でプロフィルメータを牽引

し、路面の凹凸を記録する｡ 

 

 

図-1 3ｍプロフィルメータ 

 

 

2．結果の整理 

1) 測定線の全線を 100～300ｍの区間に分割する｡ 

2) 記録紙に記録された波形に、任意の基準線を設け、1.5ｍ間隔で基準線よりの波高を読み取る｡ 

3) 区間ごとに、式-1によって標準偏差を計算し、平坦性の測定値とする｡単位は mmとし、小数

点以下 2桁までとする｡ただし、平坦性測定の障害となるマンホール等の部分のデータは除外す

る｡ 

σ＝��Σｄ
2
− (Σｄ)2／n�／(n − 1)………式-1 

ここに  σ：平坦性(mm) 

ｄ：波高の測定値(mm) 

ｎ：データ数 

4) 求めた平坦性、測定区間の始点と終点、測定区間の長さ、測定器具を報告する｡  

測定車輪 

中心に固定された記録計 
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3．注意事項 

1) 平坦性の測定は、測定の対象とする区間の長さによってその精度が変化する｡日本道路公団の

調査によると同一の区間に対して測定延長を変えて測定したところ、測定区間を短くした場合は

平坦性が大きく、測定区間を長くした場合は平坦性が小さくなり、区間長を長くするにつれ一定

の値に漸近していくことがわかった｡(図-2参照) 

  この図より判断して、精度の高い平坦性を得るためには、区間長を 100ｍ以上とすることが必

要であるといえる｡ 

図-2 区間距離と標準偏差の関係 

2) 路面の清掃を行わずに測定すると、記録紙上に表された凹凸が不明確なまま整理されてしまう

ことがある｡ 

3) 測定にあたっては、車線の縁から測定位置の確認は十分に行う｡

45ｍ 

90ｍ 

180ｍ 270ｍ 

0 50 100 150 200 250 300 

区 間 距 離 （ ｍ ） 

オーバーレイ、切削オーバーレイ（施工後） 

延長 13.142km 
0.35 

0.30 

0.25 

0.20 

σ
３
ｍ
（
mm
）
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参考資料-7 

目 標 動 的 安 定 度 一 覧 表 

目標動的安定度(その 1) 

供用期間日 交通量台 輪荷重補正 速度補正 温度補正 わだち 
動的安定度 

回／㎜ 

Ｙ Ｌ Ｗ Ｖ Ｔ Ｄ  

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 110 

  54 

  36 

  27 

 251 

 123 

  82 

  61 

 222 

 110 

  72 

  54 

 508 

 251 

 166 

 123 

 336 

 166 

 110 

  82 

 768 

 379 

 251 

 186 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 222 

 110 

  72 

  54 

 508 

 251 

 166 

 123 

 450 

 222 

 147 

 110 

1030 

 508 

 336 

 251 

 681 

 336 

 222 

 166 

1558 

 768 

 508 

 379 
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目標動的安定度(その 2) 

10年間 大型車交通量＝ 400・600 台／日一方向 

供用期間日 交通量台 輪荷重補正 速度補正 温度補正 わだち 
動的安定度 

回／㎜ 

Ｙ Ｌ Ｗ Ｖ Ｔ Ｄ  

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 450 

 222 

 147 

 110 

1030 

 508 

 336 

 251 

 913 

 450 

 298 

 222 

2089 

1030 

 681 

 508 

1381 

 681 

 450 

 336 

3159 

1558 

1030 

 768 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 681 

 336 

 222 

 166 

1558 

 768 

 508 

 379 

1381 

 681 

 450 

 336 

3159 

1558 

1030 

 768 

2089 

1030 

 681 

 508 

4777 

2356 

1558 

1161 
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目標動的安定度(その 3) 

10年間 大型車交通量＝ 800・1000 台／日一方向 

供用期間日 交通量台 輪荷重補正 速度補正 温度補正 わだち 
動的安定度 

回／㎜ 

Ｙ Ｌ Ｗ Ｖ Ｔ Ｄ  

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

 913 

 450 

 298 

 222 

2089 

1030 

 681 

 508 

1852 

 913 

 604 

 450 

4236 

2089 

1381 

1030 

2801 

1381 

 913 

 681 

6405 

3159 

2089 

1558 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

1147 

 566 

 374 

 279 

2623 

1294 

 855 

 638 

2326 

1147 

 758 

 566 

5318 

2623 

1734 

1294 

3517 

1734 

1147 

 855 

8043 

3966 

2623 

1956 

  



 

第 2編  9 － 64 

参考資料－8 

ＭＣＩ数値早見表 

 
 

Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

8.
3

7.
3

6.
4

5.
6

4.
9

4.
2

3.
5

2.
9

2.
1

1.
7

1.
1

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

6.
4

6
5.

6
5.

1
4.

7
4.

2
3.

5
2.

9
2.

2
1.

7
1.

1
0.

5
0.

0
Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
2

2
2

2
4

4
4

4
4

4
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

5.
6

5.
5

5.
0

4.
5

4.
1

3.
7

3.
4

2.
9

2.
2

1.
7

1.
1

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
2

2
2

2
2

2
4

4
4

4
4

Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

5.
0

5.
0

4.
6

4.
2

3.
7

3.
4

3.
0

2.
6

2.
2

1.
7

1.
1

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

2
2

2
2

2
2

4
4

4
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

4.
5

4.
5

4.
3

3.
8

3.
4

3.
0

2.
4

2.
3

2.
0

1.
7

1.
1

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

2
2

2
2

2
2

2
4

4
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

4.
1

4.
1

4.
0

3.
6

3.
2

2.
8

2.
4

2.
1

1.
7

1.
4

1.
1

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

4
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

3.
8

3.
8

3.
8

3.
4

3.
0

2.
6

2.
2

1.
8

1.
5

1.
2

0.
9

0.
5

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
4

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

3.
5

3.
5

3.
5

3.
2

2.
8

2.
4

2.
0

1.
6

1.
3

1.
0

0.
7

0.
3

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

4
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

3.
3

3.
3

3.
3

3.
0

2.
5

2.
2

1.
8

1.
5

1.
1

0.
8

0.
5

0.
2

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

3.
0

3.
0

3.
0

2.
8

2.
4

2.
0

1.
7

1.
3

2.
1

0.
6

0.
3

0.
0

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

2.
8

2.
8

2.
8

2.
7

2.
3

1.
9

2.
5

1.
1

0.
8

0.
5

0.
2

0.
0

0.
0

Ｍ
Ｃ
Ｉ
式

3
3

3
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
Ｍ
Ｃ
Ｉ
最
小

2.
6

2.
6

2.
6

2.
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参考資料-9 
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3．トンネルの保守および修繕 

 

3-1 トンネル本体工   

 

3-1-1 維持管理の基本的考え方      ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  

第 2編 1-1-1、1-1-2＞ 

本体工の維持管理の基本は、トンネルとしての機能を確保するためにトンネルの構造物としての安全

性，耐久性に影響する変状について、定められた頻度や方法で点検を実施するとともに、必要に応じて

調査を実施し、その結果を定量的・定性的に診断し、適切な措置を講じ、記録、保存することである。 

 

(1) トンネルの維持管理の基本的な考え方 

① トンネル個々の特性に注意 

山岳トンネルは地中に建設される線状構造物であり、さらにトンネル周辺の地山の挙動やトンネ

ルがおかれている環境的条件が複雑である。これらのことから詳細な調査を実施した際にも、変状

の原因を特定し、変状の程度および構造物の耐久性を正確に把握することは困難な場合がある。 

② トンネルの挙動は当初には微小なため、繊細で専門的な知識が必要 

トンネル本体工の維持管理において変状の原因を明らかにし、対策の要否や対策工の検討を行う

ためには、覆工の表面的な観察だけでなく、覆工の内部の調査や覆工の背面における地山の状況お

よび進行性を含めた広い視野および長い期間を要する詳細な調査が必要となる場合がある。 

③ 維持管理事業の社会的責任による判断 

トンネルの維持管理において、対策の要否等と判定を行う際には、工学的な原因追求だけでな

く、変状原因等について不確定な要素を含んだ状況で判断を行うことも重要である｡さらに、トン

ネルの点検や調査の結果に基づく判断、および変状対策工の選定等を行う場合には、トンネルの変

状状態だけでなく、トンネル内の交通量や路線の重要性および周辺の道路整備計画を踏まえて、総

合的な観点で検討する｡ 

 

(2) 本体工の維持管理の手順 

本体工の維持管理は、点検、診断、措置、記録の大きく 4種類に分けて考えられる。これらの手順

は、予防的な保全による維持管理の実施を基本として、道路管理者が定期的な点検、診断を行うこと

により、構造物の安全性および維持管理の効率性を確保できるように実施するためのメンテナンスサ

イクル(点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒(次の点検))に基づいている。 

本体工の維持管理を行う際、すべてのトンネルにおいて詳細な調査を実施することは、維持管理上

必ずしも効率的であるとは言いがたい。 

実際の維持管理を行う際には一般的な手順を追って実施し、変状の程度に応じて段階的に詳しい調

査を実施する。ただし、緊急性を要する事態では、段階にとらわれず速やかに適切な対処を行うこと

が必要である。 
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(3) 参考資料 

本マニュアルの策定にあたり、以下の資料を参考とした｡ 

道路トンネル維持管理便覧(平成 5年 11月) 日本道路協会 

道路トンネル観察・計測指針(平成 21年 2月) 日本道路協会 

設計要領第三集保全編(平成 25年 7月) 日本道路公団 

トンネル保守マニュアル(平成 19年 1月) 鉄道総合研究所 

道路トンネル維持管理便覧 【本体工編】(平成 27年 6月) 日本道路協会 

道路トンネル定期点検要領 (平成 26年 6月) 国土交通省 道路局 国道・防災課 

     

3-1-2 変状の実態               ＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7＞ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 1-1-1＞ 

 

(1) 変状項目 

建設後のトンネルに発生する変状には、一般に下記に示すように多岐の現象があり、これらが複合

して発生する場合もある。また、変状現象と変状原因は必ずしも一対一で対応するものではなく、表

面的な変状現象だけで原因を特定することは困難である場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 変状が発生しやすい個所 

道路トンネルに発生する変状は、一般的に施工法などによる特徴があり、それらを十分に理解した

上で点検する必要がある｡道路トンネルには施工法などにより、類似した変状が発生する個所があ

り、事前にこの特徴を知っておくことにより効率的な点検を行うことができる｡このような施工法な

どを考慮した特徴を踏まえた点検の着目点には次のような項目がある｡ 

ａ．覆工コンクリートの目地および打継ぎ目の変状 

 覆工コンクリートの継ぎ目には、横断方向の目地および縦断方向の打継ぎ目がある｡覆工は一

定の長さの型枠で、型枠組立て→コンクリート打設→型枠解体を繰り返して構築されるため、

すべてのトンネルには横断方向の目地が存在する｡ＮＡＴＭ工法以前の在来工法により建設され

た上部半断面先進工法、側壁導坑先進工法などの横断的に分割する工法の場合は、縦断方向の

打ち継ぎ目が現れる。ＮＡＴＭ工法で一般的に利用される全断面の覆工コンクリートを一度に

施工する場合には、縦断方向の打ち継ぎ目は発生しない｡ 

変状項目 

① 覆工や坑門のひび割れ，浮き，はく離，はく落 

② 覆工や坑門のコンクリートの変形，沈下，移動 

③ 横断目地や水平打継目の目地切れ，幅の拡大，段差 

④ 覆工や坑門の材質の劣化 

⑤ 路面や路肩のひび割れ，盤ぶくれ 

⑥ 側溝のひび割れ，変形 

⑦ 覆工や坑門の漏水，石灰の析出 

⑧ 覆工のつらら，側氷 

⑨ 路面の滞水，沈砂，氷盤 

⑩ その他 
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 覆工コンクリートの目地および打ち継ぎ目付近は、次のような理由で構造の弱点となりやす

い個所であり、点検時には最も着目する必要がある｡ 

① 覆工コンクリートの目地および打ち継ぎ目は、コンクリート面が分断された部分であり、周

辺にひび割れが発生した場合、目地および打ち継ぎ目とつながりコンクリートがブロック化し

やすい｡ 

② 覆工コンクリートの型枠解体時などに起こる衝撃により、目地および打ち継ぎ目付近にひび

割れが発生することがある｡ 

③ 覆工コンクリートの横断方向目地付近に温度伸縮などによる応力が集中し、ひび割れ・剥

離・剥落が発生することがある｡ 

④ 施工の不具合などで段差が生じた個所を化粧モルタルにより補修することがあり、この部分

が剥落する場合がある｡ 

⑤ 覆工コンクリートを逆巻き工法で施工されたトンネルは、縦断方向の打ち継目に化粧モルタ

ルを施工することがあり、化粧モルタルや事後の補修モルタルが剥離することがある｡ 

 

図 3-1-1 覆工コンクリートの目地と継目付近のひび割れ 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.1、7.2＞ 
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ｂ．覆工コンクリートの天端付近の変状 

 覆工コンクリートを横断的なひとつのブロックと考えると、天端付近はブロックの中間点に

相当し、乾燥収縮および温度伸縮によるひび割れが最も生じやすい箇所であるといえる｡ 

 
図 3-1-2 覆工コンクリートの天端付近の変状 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.4＞ 

 

ｃ．横断方向目地の中間付近の変状 

横断方向目地のスパン中間付近は乾燥収縮および温度伸縮によるひび割れが発生しやすい個所で

ある｡ 

 

図 3-1-3 横断方向目地の中間付近の変状 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.5、7.10＞ 
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(3) 顕著な変状の周辺 

覆工コンクリート表面のひび割れ・変色・漏水・段差および補修跡などは目にとまりやすい｡ 

事象の発生している周辺にはひび割れが集中しており、浮きや剥離が生じている可能性が高い｡ 

ａ．ひび割れ 

覆工コンクリート表面のひび割れは目につきやすく、ひび割れ周辺を注視すると複数のひび割れ

を確認できることが多い｡この場合には、覆工コンクリートがブロック化して浮きや剥離が生じて

いる可能性がある｡ 

 
図 3-1-4 覆工コンクリートのひび割れ 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.6、7.7＞ 

 

ｂ．覆工コンクリートなどの変色個所 

覆工コンクリートの表面が変色している場合には、事前にひび割れが発生し、そこから遊離石灰

やさび汁などが出ている場合が多い｡この周辺を打音検査すると、浮きや剥離が認められる｡ 

ｃ．漏水個所 

覆工コンクリート表面などに漏水個所や漏水の跡があるところは、ひび割れや施工不良(豆板な

ど)があり、そこから水が流出している場合が多い｡その付近のコンクリートには浮きや剥離が発生

している可能性がある｡ 

ｄ．覆工コンクリートの段差 

覆工コンクリートの表面は本来滑らかなものであり、段差があるときには異常な応力が働いた場

合や施工不良の場合などが想定できる｡これらの場合には、段差個所が構造上の弱点となっている

場合が多い｡ 

ｅ．補修跡 

覆工コンクリートの補修は、モルタル・鋼材など覆工コンクリートとは別の材料を塗布・貼り付

けにより補修する場合が多い｡したがって、補修個所では、補修材自体が劣化して不安定な状態に

なっていたり、変状が進行して覆工コンクリートとなじまず、浮きや剥離が生じている場合があ

る｡ 
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図 3-1-5 補修材の浮き・剥離・剥落等の変状 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.11＞ 

 

ｆ．コールドジョイント付近に発生した変状 

コールドジョイントは施工の際に発生するうち継ぎ目であり、コンクリートが分離している箇所

である｡トンネル本体に応力がかかると、構造体の体力の弱い箇所に変状が発生することから、コ

ールドジョイント付近にもひび割れが発生しやすい｡コールドジョイントが覆工の軸線と斜交する

場合には、楔形の薄くなった覆工コンクリート表面にひび割れが発生し、剥落しやすい状況にな

る｡ 

 

図 3-1-6 コールドジョイント付近のひび割れ 

＜道路トンネル定期点検要領(H26.6)  7図-解 7.12＞ 
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3-1-3 変状の原因と特徴  ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 1-3-1～3＞ 

 

表 3-1-1 変状原因の区分 

 変状原因 

外因 

外力 

地形・地質 
ゆるみ土圧，膨張性土圧，偏土圧・斜面のクリープ，地

すべり，支持力不足 

地下水 水圧，凍上圧 

その他 近接施工，地震，地殻変動等 

環境 

経年 経年劣化(中性化)，鋼材腐食 

地下水 漏水，凍害 

劣化促進 塩害，有害水 

その他 火災等 

内因 

材料 
骨材，セメント 

セメントの異常凝結，水和熱(温度応力)，低品質骨材，

反応性骨材等 

コンクリート ブリーディング，乾燥収縮等 

施工 

コンクリートの施工 
打込み不良，締固め不足，養生不良，巻厚不足，背面空

洞残存等 

鉄筋組み立て 配筋の乱れ，かぶり不足等 

型枠 型枠変形，早期脱型，支保工の沈下等 

設計  
インバートなし，地すべり対策，支持力対策等への配慮

不足 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 1-3表-1.3.1＞ 
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変形原因 概     要 

外
因( 

外
力 ) 

緩み土圧 

緩み土圧は, 地山が緩み，自重を支えら

れなくなり，履工に荷重として作用する

鉛直圧を主体とするものである。このた

め，アーチの天端にトンネル縦断方向の

引張ひび割れを生じるものが多い。ただ

し集中荷重として土圧が作用すると、放

射状もしくはクモの巣状にひび割れが発

生する場合がある。 

また，トンネルの上部に比較的大きい空

洞があり，空洞の上部の岩塊が何らかの

理由で地山と分離し落下し，衝撃的に履

工に衝突する場合がある。履工の強度・巻

厚が十分でなければ履工を破壊し，岩塊

もろともトンネル内へ落下した事例があ

るが，このような現象は「突発性の崩壊」

と称する。 

 

 

膨張性 

土圧 

膨張性土圧による変状では，左右の側壁

あるいはアーチの両肩に，複雑な水平ひ

び割れが生じやすく，アーチと側壁間に

打継ぎ目がある場合には段差が生じるこ

とがある。また盤ぶくれが発生する場合

がある。 

 

偏土圧・斜

面のクリー

プ 

斜面化や，傾斜した片理方向に緩みが生

じて偏土圧が作用し，トンネルが変状す

るものである。山側アーチ肩部に引張ひ

び割れ，段差が生じることが多い。 

 

地すべり 

地すべりによってトンネルが変状するも

のをいう。 

地すべりによる変状は，トンネルとすべ

り面の位置関係により変状の発生形態が

異なる。 

 

支持力 

不足 

支持力不足がトンネルの変状と結びつき

やすいのは，縦断的，あるいは横断的な不

等沈下である。前者の場合，トンネル横断

方向のひび割れが生じやすい。また、後者

の場合は，トンネル軸の回転をともない，

斜め方向のひび割れが生じる。 

 

水圧・ 

凍上圧 

水圧・凍上圧は，漏水と深くかかわってお

り，トンネルに作用する場合は通常，側圧

が卓越し，側壁あるいはアーチ肩部の水

平ひび割れが生じることが多い。 

 

 

その他 
近接施工や地震等によってトンネル周辺地山が変形するのにともない，履工や坑門が

変形し，せん断ひび割れ等が発生する場合がある。 

外
因( 

環
境 ) 

経年劣化 

コンクリートの経年劣化の代表的な原因は中性化である。コンクリートの中性化は，

主としてコンクリート中の強アルカリ生成物である水酸化カルシウムが，大気中の炭

酸ガスと反応してアルカリ性を失い，中性化する現象をいう。 

鋼材腐食 

坑門等の鉄筋コンクリート構造物では，中性化の進行等で鋼材の腐食・体積膨張によ

り，鉄筋に沿ったひび割れの助長および鋼材断面の減少・耐荷力低下を生じる可能性

がある。 

漏水 
漏水は，外力による変状(水圧等)の原因にもなるが，それ以外にも漏水自体が材質劣

化を促進する原因となる場合がある。 

表 3-1-2 変状の原因と特徴一覧表 
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凍害 

寒冷地のトンネルでは，凍害は履工の劣化要因の中でもっとも問題となることが多い

要因である。凍害の発生機構は，コンクリート中の水分およびそれにともなう体積膨

張にある。 

塩害 
コンクリート中の塩分浸透は，鋼材腐食を促進させる可能性があり，鋼材腐食による

体積膨張でコンクリートにひび割れ等が生じる。 

有害水 
背面地山中の地下水には，火山地帯にみられる酸性水などのように，履工にとって有

害成分を含むものがあり，履工劣化をもたらす原因となる。 

その他 

通行車両の事故による火災時には，コンクリートは高温条件にさらされる。火災に

よる履工の劣化としては，強度，弾性係数等の力学的性質の低下，コンクリートの

表面および内部での爆裂現象，はく離，ひび割れ等が考えられる。 

また，通行車両の排気ガスや煤煙に含まれる窒素酸化物等が漏水中の水分と化合して

強い酸性水を生成する可能性がある。これまでのところ同現象による直接的変状の例

は少ない。 

内
因( 

材
料
・
施
工
・
設
計 ) 

使用材料 

使用材料に起因する変状は，発生時期は早期なものが多い。使用材料の不適切な選定

として，セメントの異常凝結や低品質骨材による膨張等がある。また，アルカリ骨材

反応等の事例も報告されている。 

施工方法 コンクリートの打込み不良や締固め不足によりコールドジョイントや豆板等が形成さ

れる場合がある。また，セメントの水和熱による温度変化とそれにともなう体積変化

が地山の拘束を受けた場合に，ひび割れが生じる場合がある。 

履工背面の空洞は，地山を緩め，土圧を増加させる原因となるばかりでなく，受動土

圧の発生を阻害して，履工の構造的な強度低下の原因となる。 

設計巻厚が不足していることにより，設計時に想定した値以下の土圧が作用しても変

状が発生する場合がある。 

設計 坑口部等で支持力対策や，偏土圧・地すべり対策等が設計時に十分に見込まれていな

い場合に，履工や坑門が変形・移動することがある。 

施工時には大きな土圧の作用がなくインバートを設置しなくとも地山の安定が得られ

たトンネルにおいて，施工時に何らかの要因によりトンネル下方の地山の強度が低下

し，膨張性土圧が増大することで，インバートを設置していないことにより，播ぶく

れ等の変状が発生することがある。 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 1-3表-1.3.2＞ 

インバー
トなし  

履工背面
の空洞 
 
履工巻厚
不足 
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  (1)  外力による変状 

ａ．概要 

山岳トンネルを維持するために、外力に関して注意すること｡ 

 

土圧とのバランス 

土圧等の外力に対し地山と支保工，覆工部材の双方が共同して機能すること 

 

水処理 

トンネルに水圧がかからないように漏水・湧水量に見合って排水系統を維持すること 

 

山岳トンネルは自然の地盤中に作る地下構造物の一種であるが、土圧等の外力に対し地山と支保

工、履工部材の双方が共同して機能することで、トンネルの安定性が確保される。これは、他の地

下構造物に見られない大きな特徴である。 

    しかし、トンネルを建設する際に、トンネル全線の長期的な地山の挙動を精度よく予測すること

は困難であり、供用段階において当初予想していなかった外力が作用するケースも生じている。 

   外力によってトンネルに発生する主な変状原因を以下に示す。 

① 緩み土圧 

② 膨張性土圧 

③ 偏土圧・斜面のクリープ 

④ 地すべり 

⑤ 支持力不足 

⑥ 水圧・凍上圧 

⑦ その他(近接施工、地震等) 

 

(2) トンネルの耐荷力不足(トンネル建設時の設計・施工条件による二次的な原因等) 

外力による変状原因の一つとして、トンネル建設時の設計、施工に起因した支保工や履工の耐荷

力不足が、変状の発生や進行を助長する二次的な原因となっている。 

特に矢板工法のトンネルでは、設計、施工方法が現在の山岳トンネル工法と比べ技術的に未成熟

段階であったことにも起因して、以下に示すような問題によりトンネルの耐荷力不足を招いている

ケースがある。 

① 設計の問題によるトンネルの耐荷力不足の例 

a. 側壁構造が直壁のため、側方からの土圧に対する耐荷力が不十分 

b. 偏土圧作用下の坑口付近で、抱き擁壁や押え盛土等が不十分 

c. 膨張性土圧が発生する地山で、インバートによる断面閉合が考慮されていない 

② 施工の問題によるトンネルの耐荷力不足の例 

a. 裏込め注入材による背面空洞の充填が不十分で空洞が残存する 

b. 引抜き管方式による履工コンクリートの打込みのため、とくに天端付近で履工巻厚が確

保されていない 

c. コールドジョイント発生により履工コンクリートに分離面が形成 
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なお、現在の山岳トンネル工法では、支保工の変形収束を確認した後で吹上方式による履工コ

ンクリートの打ち込みにより、上記のような履工等の耐荷力が不足する変状事例は少なくなった

ものの、インバート未設置(あるいは設置してインバートの破損)による盤ぶくれ現象の発生が報

告されている。 

上記のうち、トンネルの耐荷力不足を招く変状原因の主なものを下記に示す。 

 

ａ.覆工背面の空隙 

 矢板工法では、一般に覆工背面と地山の間に空隙が生じやすい。この空洞は地山を緩め、土圧

を増加させる原因となるとともに、前述した突発性の崩壊を招く要因となる。 

 山岳工法によるトンネルの履工では、ある方向から外力が作用した場合、外力作用位置付近で

はトンネル壁面を内空へ押し出す主働領域となり、主働領域の別の領域では履工の変形にともな

って履工が地山の方へ押しもどそうとする受動領域が形成される。そのため受動領域となる履工

の背面に空洞が存在移する場合には、履工は背面の地山で変形に対する反力をとれず、外力に対

して履工の構造的な耐荷力不足の原因となる。また背面空洞の存在は、土被りが小さい場合には

地山を緩め、地表面沈下の発生等の悪影響を与える場合がある。 

 なお、矢板工法によるトンネルの建設時には、履工背面の空洞にエアモルタル等で裏込め注入

を実施している場合が多いが、エアモルタルの流動性が高いため、岩盤の割れ目や側壁の裏面排

水材に注入材が流下して、空洞が十分に充填されて 

ｂ．巻厚不足 

 覆工コンクリート打込み時に、型枠内に十分にコンクリートが充填されずに履工巻厚が設計値

よりも少なくなっているケースがある｡この場合には、あわせて履工背面において、コンクリー

トで充填されるべき箇所に空洞が残ることにもなる｡履工巻厚が不足していることにより、設計

上想定した土圧が作用しても変状が発生する場合がある｡ 

ｃ．インバートなし 

 施工時には大きな土圧の作用がなく、インバートを設置しなくても地山の安定が得られたトン

ネルにおいて、施工後になんらかの要因により土圧が増大し、インバートを設置しないことによ

り膨張性土圧に耐えられなくなり、盤ぶくれ現象等の変状が発生する場合がある｡この場合に

は、土圧が一次的な変状原因であり、インバートを設置していないことが二次的な変状原因とし

て考えることができる｡ また、インバートを設置している場合においても、インバート厚さや

曲率が不適切な場合や想定外の膨張性土圧が作用した場合、インバートと履工側壁の脚部との結

合部分の形状が不適切で、軸力の伝達が不良な場合には、同様に変状が発生する場合もある｡ 

 

 (3)  材質劣化による変状 

 

材料劣化による変状原因 

外因(環境)・・・・・・・環境・使用条件にある場合 

内因(材料または施工)・・使用材料・施工条件による場合 
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ある特定の原因がきっかけとなり変状が生じた場合でも、その変状そのものが他の要因の影響を助

長し、複数の原因が組み合わされて変状を増加させるものも多い｡これらの変状の発生、進展、すな

わちコンクリートの品質の変化は時間の推移と密接に関係するが、一般に変状の進行速度は、地すべ

り等外力の変化による変状に比べ小さく、適切な対策を講じることで変状に対処することが可能と考

えられる｡ 

 

表 3-1-3 材料劣化によるひび割れの発生要因 

大 分 類 中 分 類 小 分 類 原 因 

Ａ 

材 料 

使 用 材 料 

セ メ ン ト 
セメントの異常凝結・セメントの水和熱，セメント

の異常膨張 

骨 材 
骨材に含まれている泥分・低品質な骨材，反応性骨

材(アルカリ骨材反応) 

コンクリート  
コンクリート中の塩化物，コンクリート骨材の沈

降・ブリーディング，コンクリートの乾燥収縮、 

コンクリートの自己収縮 

Ｂ 

施 工 

コンクリート 

練 混 ぜ 混和材料の不均一な分散，長時間の練混ぜ 

運 搬 ポンプ圧送時の配合の不適切な変更 

打 込 み 不適当な打込み順序，急速な打込み 

締 固 め 不十分な締固め 

養 生 
硬化前の振動や載荷，初期養生中の急速な乾燥， 

初期凍害 

打 継 ぎ 不適当な打継ぎ処理 

鋼 材 鋼 材 配 置 配筋の乱れ，かぶり(厚さ)の不足 

型 枠 型 枠 
型枠のはらみ，型枠からの漏水，型枠の早期脱型， 

型枠の過度な押付け，型枠の沈下 

そ の 他 
コ ー ル ド 

ジ ョ イ ン ト 
不適切な打重ね，打込みの中断 

Ｃ 

環 境 

熱、水分作用 温 度 ･ 湿 度 
環境温度・湿度の変化，部材両面の温度・湿度の

差、凍結融解の繰返し，火災・表面加熱 

化 学 作 用 化 学 作 用 
酸・塩類の化学作用，中性化による内部鋼材の錆， 

塩化物の浸透による内部鋼材の錆 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 1-3-2表-1.3.5＞ 

 

なお、一度生じた変状(ひび割れ)はその原因にかかわらず、漏水および漏水に伴う凍害、鋼材腐食

等の原因となるが、ひび割れ幅と漏水量の関係については、ひび割れ幅が 0.3から 0.4mm程度を境に

漏水量が増加する｡ 

 

(4) 漏水による変状 

 漏水は、覆工コンクリートの材料劣化の原因や、背面の土砂の流出による緩みの増加等により外

力による変状の原因にもなるが、それ以外にも、漏水自体が問題となる場合がある｡たとえば、漏

水による路面のすべりは交通安全上望ましくなく、トンネル内の付属施設への悪影響、さらに通行

車両の快適性および美観上の観点からも望ましいものではない｡また福島県内の寒冷地域では、路

面の凍結やつららが発生する場合があり、とくに問題が大きい｡ 
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漏水の原因 

トンネルの防水・排水機能が損なわれた場合 

排水能力が不足する場合 

 

 現在の標準的な山岳工法では、一般に覆工コンクリート背面に防水シートを施工することによ

り、ほぼ完全な漏水対策が可能であるが、従来用いられてきた矢板工法等では、背面の漏水技術が

技術的に困難であるため、この工法で建設された 1980年(昭和 55年)頃以前に完成した多くのトン

ネルでは、漏水が発生する割合が高い｡ 

 

3-2 点検 

 

トンネル点検に関しては、「福島県道路トンネル点検要領(案)平成 25年 3月 福島県土木部」および

「道路トンネル定期点検要領 平成 26年 6月 国土交通省 道路局 国道・防災課」を参照されたい。 

 

3-3 調査 

 

3-3-1 調査の目的       ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 3-1＞ 

 

トンネルの維持管理における調査は、点検により発見された状況や原因等をより詳しく把握し、対策

の必要性およびその緊急性を判定するとともに、対策を実施するための設計、施工に関する情報を得る

ために行われる。この調査の結果から、利用者・車両の安全確保、構造物としての安全性、維持管理作

業に及ぼす影響等の対策区分の判定や対策工の要否および緊急性等を踏まえてトンネルの健全性を判断

する。また、対策工の選定、範囲、数量等の設計資料を得ることも目的としている。 

近年、レーザーや高分解機能ＣＣＤカメラ、赤外線カメラ等によるコンクリートの状態を精密に記録

できる光学計測技術が利用できるため、点検精度が要求されるような進行性の変状が確認されたトンネ

ルでは、これらの技術を利用することを検討する｡ 

 

3-3-2 調査対象と調査項目の種類 

調査は既往資料、気象、地表面・地山および覆工等のトンネルの構造物とその背面を対象として実施

される。これらの調査対象にはいくつかの調査項目がある。調査項目・内容と推定される変状原因の対

応を表 3-3-1に示す。 
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表 3-3-1 調査項目・内容と推定される変状原因の対応の例 
推
定
さ
れ
る
変
状
原
因
 

内
 
因
 

設
計
 

変 状 

設 計 起 因 の 

○
                   

施
工
 

材 質 不 良 
施 工 起 因 の 

○
       ○
 

○
 

○
    ◎
 

◎
     

背 面 空 洞 

巻 厚 不 足 

○
        ○
  ○
  ◎
 

○
      

材
料
 

変 状 

材 料 起 因 の 

○
       ○
 

○
 

○
    ○
 

◎
     

外
 
因
 

環
境
 

塩 害 ・ 有 害 水 ○
       ○
 

○
   ◎
   ○
     

凍 害 ○
 

○
      ○
 

○
           

漏 水 ○
  ○
 

○
    ○
   ○
 

○
        

経 年 劣 化 ○
       ○
 

○
 

○
   ○
 

◎
 

◎
     

外
 
力
 

近 接 施 工 ○
   ○
 

○
 

○
  ○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ◎
 

○
 

○
 

○
 

凍 上 圧 ○
 

◎
  ○
   ○
 

○
 

○
 

○
   ○
 

○
  ○
 

○
 

○
 

○
 

水 圧 ○
  ◎
 

○
    ○
 

○
 

◎
 

◎
  ○
 

○
  ○
  ○
 

○
 

支 持 力 不 足 ○
   ○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ○
 

○
  ○
 

膨 張 性 土 圧 ○
   ○
 

○
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ◎
 

◎
 

○
 

○
 

地 す べ り ○
   ◎
 

◎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ◎
 

◎
 

○
 

○
 

ク リ ー プ 

偏 土 圧 ・ 斜 面 の 

○
   ◎
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ◎
 

○
 

○
 

○
 

緩 み 土 圧 ○
   ○
  ◎
 

○
 

○
 

○
 

◎
   ○
 

○
  ○
  ○
 

○
 

定
期
点
検

や
調
査
の

初
期
段
階

で
実
施
す

る
項
目
 

●
       ●
 

●
  ●
         

 

 

注
２
）
 

【
凡
例
】
◎
 
よ
く
用
い
ら
れ
る
項
目
 

○
 
用
い
ら
れ
る
項
目
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代
表
的
な
調
査
手
法
、
使
用
機
器
 

既
存
資
料
の
収
集
等
 

温
度
計
等
 

気
象
庁
の
観
測
デ
ー
タ
等
 

踏
査
、
ボ
ー
リ
ン
グ
、
孔
内
検
層
、
坑
内
弾
性
波
探
査
等
 

地
中
変
位
計
、
孔
内
傾
斜
計
、
地
す
べ
り
計
等
 

地
中
変
位
計
、
孔
内
傾
斜
計
等
 

密
度
試
験
、
一
軸
圧
縮
試
験
、
浸
水
崩
壊
度
試
験
等
 

カ
メ
ラ
、
巻
尺
、
ノ
ギ
ス
、
ク
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
等
 

点
検
用
ハ
ン
マ
ー
等
 

標
点
、
機
械
式
ひ
び
割
れ
計
、
電
気
式
ひ
び
割
れ
計
、
超
音

波
探
査
、
コ
ア
ボ
ー
リ
ン
グ
、
電
磁
波
法
等
 

ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
、
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
等
 

ｐ
H
測
定
、
電
導
度
試
験
、
土
砂
流
入
状
況
調
査
等
 

ボ
ー
リ
ン
グ
、
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
、
ボ
ア
ホ
ー
ル
カ
メ

ラ
、
地
中
レ
ー
ダ
等
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
試
験
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
(通

称
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ン
マ
ー
)等

 

骨
材
の
ア
ル
カ
リ
シ
リ
カ
反
応
性
試
験
方
法
、
フ
ェ
ノ
ー
ル

フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
、
イ
オ
ン
電
極
法
等
 

レ
ー
ザ
ー
距
離
計
、
光
波
測
距
儀
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
テ

ー
プ
等
 

ト
ラ
ン
シ
ッ
ト
、
レ
ベ
ル
、
ト
ー
タ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ひ
ず
み
計
、
水
圧
計
等
 

ロ
ー
ド
セ
ル
、
ひ
ず
み
ゲ
ー
ジ
等
 

代
表
的
な
調
査
内
容
 

設
計
図
書
、
施
工
記
録
、
点
検
記
録
、
変
状

調
査
、
対
策
工
の
履
歴
等
 

ト
ン
ネ
ル
内
外
の
気
温
測
定
 

降
雨
量
測
定
等
 

地
形
、
地
質
、
地
下
水
条
件
、
近
接
工
事
の

調
査
 

地
中
変
位
測
定
、
地
す
べ
り
変
位
測
定
 

ゆ
る
み
領
域
・
塑
性
領
域
確
認
 

物
理
試
験
、
力
学
試
験
 

履
工
、
坑
門
工
お
よ
び
内
装
版
の
表
面
の
ひ

び
割
れ
、
劣
化
、
漏
水
状
況
の
観
察
、
展
開

図
作
成
 

履
工
、
坑
門
工
表
面
の
打
音
異
常
箇
所
、
う

き
、
は
く
離
箇
所
の
確
認
 

ひ
び
割
れ
幅
、
段
差
の
進
行
、
ひ
び
割
れ
深

さ
の
調
査
 

漏
水
量
測
定
、
土
砂
流
入
状
況
、
微
生
物
被

害
状
況
 

水
温
、
水
質
化
学
分
析
 

簡
易
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
巻
厚
、
背
面
地
山

状
況
の
観
察
、
背
面
空
洞
の
測
定
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
強
度
試
験
 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
、
中
性
化
試
験
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
分
析
、
空
げ
き
率
試
験
、

塩
化
物
含
有
量
試
験
、
鉄
筋
の
劣
化
調
査
等
 

ト
ン
ネ
ル
内
空
断
面
測
定
、
内
空
変
位
測

定
、
路
肩
・
路
面
の
変
状
の
把
握
 

ト
ン
ネ
ル
の
平
面
線
形
、
縦
断
勾
配
 

履
工
応
力
・
ひ
ず
み
測
定
、
水
圧
測
定
 

ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
軸
力
測
定
、
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト

引
抜
き
試
験
、
鋼
ア
ー
チ
支
保
工
応
力
測

定
、
内
空
変
位
測
定
等
 

調
査
項
目
 

既
存
資
料
調
査
 

気
象
条
件
調
査
 

地
形
・
地
質
調
査
 

地
山
挙
動
調
査
 

地
山
試
料
試
験
 

観
察
調
査
 

打
音
検
査
 

ひ
び
割
れ
調
査
 

漏
水
状
況
調
査
 

漏
水
水
質
試
験
 

履
工
巻
厚
と
背
面
空
洞
調
査
 

強
度
試
験
 

材
質
試
験
＠
 

履
工
断
面
の
形
状
調
査
、
形
状
変

化
調
査
 

ト
ン
ネ
ル
内
の
測
量
 

履
工
応
力
と
作
用
荷
重
 

補
強
工
の
効
果
判
定
調
査
 

調
査
対
象
 

既
存
資
料
 

気
象
 

地
表
面
 

・
 

地
山
 

全
般
 

ひ
び
割
れ
 

漏
水
等
 

巻
厚
・
 

背
面
 

材
質
 

形
状
 

荷
重
 

補
強
工

注
1)
 

本  体  工 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 3-2-1表-3.2.1＞ 

 

3-3-3 調査項目の選定     ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 3-2-1＞ 

 

調査項目とその内容の選定は、点検結果を踏まえ、変状の状況に加え、さらに調査場所の交通状況等

の諸条件を勘案し決定する。 

なお、地震や火災による被害に関しては、発生頻度が比較的低いことに加え、被害形態や変状現象お

よびその原因が多岐にわたることから、状況に応じて個別に必要な調査項目と内容を選定する必要があ

る。 

 

3-3-4 調査要領       ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 3-3-1～3＞ 

 

(1) 既存資料の調査 

   既存資料調査は、対象となるトンネル建設時の履歴、構造、周辺環境や地山条件等から変状の現れ

やすい箇所もしくは変状区間の点検時に推定された原因の確認や対策工の検討に必要な情報を得るこ

とを目的として行われる。 

注
1)

補
強
工
の
持
続
的
な
な
効
果
の
確
認
や
余
力
等
の
確
認
を
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。
 

注
2)

一
般
に
、
変
状
は
設
計
の
み
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
現
象
が
複
合
し
て
発
生
す
る
た
め
、
他
の
原
因
も
含
め
て
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
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   既存資料調査の結果から、必要な項目を変状展開図の施工実績として併記し、変状状況と施工実績

を併せて対比することで、変状原因の絞り込みを行うことができる。 

   資料調査における調査対象と資料項目を表 3-3-2に示す。 

 

表 3-3-2 既存資料照査の内容の例 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 3-3-1表-3.3.1＞ 

 

(2) 気象の調査 

トンネル内外の紺測定は、凍害や凍上圧による変状の可能性がある場合、その原因究明や対策工の

設計のための基礎資料とすることを目的とする。 

 

(3) 地表面・地山の調査 

変更原因の究明や対策工設計のために地形、地質、地下水条件等に対する詳細な情報を把握する必

要がある場合には地形・地質調査を実施する場合がある。 

とくに、土被りが小さい場合や偏土圧地形の場合等では、崩壊、斜面のクリープ、地すべり等の地

表面の変状がトンネルの変状に直接関わっている場合が多い。したがって、変状原因の推定のために

トンネル坑口やトンネル周辺の地表の踏査が行われる。踏査では、トンネル坑口やトンネル周辺の概

略の地形・地質状況、地表のひび割れ・陥没・立木の傾斜等の地表面の変状の有無を調べ記録する。

既存資料調査

の目的 
調査対象 調査項目 

ト

ン

ネ

ル

併

用

後

の

履

歴

の

把

握 

変状履歴

の把握 

トンネル台帳 トンネル諸元 

点検調書 点検の結果，履歴等 

診断調書 診断の結果，履歴等 

調査の記録 変状の程度，変状の進行性等 

記録写真 トンネル変状・異常箇所写真位置図，変状写真台帳 

対策工の

施工履歴

の把握 

履工の補強・補修記録 履工の補強・補修履歴等 

漏水防止工の施工記録 漏水防止工の施工履歴等 

路面の変状記録 修繕記録等 

当該トンネルの明かり部

の災害の記録 
災害記録等 

記録写真 トンネル変状・異常箇所写真位置図，変状写真台帳 

トンネルの構

造、建設時の

状況の把握 

設計諸元 
トンネル延長，坑門工，断面形状，履工巻厚・材質、

土被り，支保工 

建設時の資料 
施工法，特殊工法，補助工法，各種試験報告，計測結

果(計測Ａ，計測Ｂ) 

検査記録 内空断面，出来形調書，履工巻厚 

記録写真 施工報告書等 

周辺環境・地

山条件に関す

る把握 

地形図 土地利用状況，土被り，特殊地形，植生等 

地質図、地質調査報告書 地質分布，地質構造，風化・変質状況，地下水状況 

航空写真 土地利用状況，植生等 

気象記録 温度，降雨・降雪状況 
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なお、工事記録、地形図、地質図、航空写真のおよび既存のボーリング調査の成果等も併せて利用す

る。 

地表面・地山の調査項目を下記に示す。 

1)地形・地質調査 

2)地山挙動調査 

3)地山試料試験 

 

(4) 本体工の調査 

本体工に関する調査項目のうち、主なものを以下に示す。なお、下記の調査項目のうち、一部は定

期点検や調査の初期段階で実施されている場合がある。 

1)観察調査と打音検査 

2)ひび割れ調査 

 3)漏水状況調査 

 4)漏水水質試験 

 5)覆工巻厚と背面空洞調査 

 6)強度試験と材質試験 

 7)トンネル断面の形状調査・形状変化調査 

 8)トンネル内の測量 

 9)覆工応力と作用荷重 

 10)補強対策の効果判定調査 

   

3-4 対策区分の判定       ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-1＞ 

 

対策区分とは、利用者への影響との可能性と措置の必要性の観点から変状の状態を表すものであり、そ

の判定区分は本体に対してはⅠ、Ⅱｂ、Ⅱａ、Ⅲ、Ⅳの 5段階、附属物の取付状態に対しては「○」、

「×」で区分される。対策区分の判定は、本体工の変状あるいは附属物の取付状態の異常が利用者に及

ぼす影響を詳細に把握し、適切な措置を計画するために行うものである。判定は、点検あるいは調査によ

って把握した本体の変状および附属物の取付状態の異常の状況にもとづいて、本体工と附属物のそれぞれ

について行う。なお、判定においては、利用者に対して影響を及ぼす可能性、必要な措置の緊急性に着目

する。 

対策区分の判定後は、その判定結果を参考に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの 4段階で健全性の診断を行う。 
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3-4-1 本体工      ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2、4-2-1～3＞ 

 

本体工を対象とした対策区分の判定は、点検、調査より把握した変状状況にもとづき、表 3-4-1によ

り判定を行うもので、この結果は健全性の診断に用いる。 

ここでいうトンネルにおける構造物の機能とは、利用者が安全にトンネル内を通行できることであ

り、大別すると以下の 2種類が考えられる。 

①「トンネルの構造安定性の確保」：トンネルが構造的に安定し、トンネル内の通行等に必要な空

間が確保されていること 

②「利用者の安全性の確保」：落下物や漏水等によってトンネル内の通行等が阻害されておらず、

安全が確保されていること 

対策区分の判定は、上記の構造物の機能に加えて、措置の実施に対する緊急性および変状の程度も考

慮する必要がある。表 3-4-2は、表 3-4-1による判定において考慮すべき内容をとりまとめたものであ

る。 

 

表 3-4-1 本体工における対策区分 

判定区分 定義 

Ⅰ 利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため，措置を必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため，監視を必要とする状

態 

Ⅱａ 
将来的に，利用者に対して影響が及び可能性があるため，重点的な監視を行

い，予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態 

Ⅲ 
早晩，利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため，早期に対策を講じる必要

がある状態 

Ⅳ 
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため，緊急(注)に対策を講じる必要があ

る状態 

(注)対策区分Ⅳにおける「緊急」とは、早期に措置を講じる必要がある状態から、交通解放できな

い状態までをいう 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2表-4.2.1＞ 
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表 3-4-2 本体工に対する対策区分と構造物の機能への影響の関係 

判定区分 

トンネルの構造物の機能に対する影響 

措置の緊急性 変状の程度 トンネルの構造安

定性に及ぼす影響 

利用者の安全性に

及ぼす影響 

Ⅰ 支障がない 支障がない 必要としない 
変状がない，もし

くは軽微である 

Ⅱ 

Ⅱｂ 
支障はないが措置

を要する 

支障はないが措置

を要する 
監視を必要とする 

変状が軽微である

が，将来的に顕在

化する可能性があ

る 

Ⅱａ 
支障はないが措置

を要する 

支障はないが措置

を要する 

重点的に監視を

し，計画的な対策

を必要とする 

変状があり，将来

的に顕在化する可

能性がある 

Ⅲ 

支障を生ずる可能

性がある，措置を

要する 

支障を生ずる可能

性がある，措置を

要する 

早期に対策を講じ

る必要がある 

変状が顕在化して

いる 

Ⅳ 

支障がある，また

は支障を生じる可

能性が著しく高

く，措置を要する 

支障がある，また

は支障を生じる可

能性が著しく高

く，措置を要する 

緊急に対策を講じ

る必要がある 
変状が顕著である 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2表-4.2.2＞ 

 

トンネルにおける変状の区分は、変状対策の目的や対応から外力による変状、材料劣化による変状、

漏水による変状に大別できることから、本体工における対策区分の判定は以下の 3種類に分類する。 

① 外力による変状に対する対策区分 

② 材質劣化による変状に対する対策区分 

③ 漏水による変状に対する対策区分 

対策区分の判定の単位は、外力による変状については覆工スパンごとに行い、材質劣化、漏水につい

ては個々の変状ごとに行う。 

 

(1) 外力による変状に対する判定 

外力による変状には、圧ざ、ひび割れ、浮き、はく離、変形、移動、沈下のような通常の外力によ

る変状現象と、突発性の崩壊現象がある。これらの変状に対する対策区分は表 3-4-3のようになる。

ここでいう突発性の崩壊とは、見かけ上の変状がほとんど見られない状況で、突然トンネルの覆工が

崩壊することをいう。 

なお、外力による変状については、覆工スパンごとに対策区分の判定を行う。これは、外力は覆

工に対して通常面的に作用するものであるため、その影響は覆工の構造単位である 1スパン全体に及

ぶものと考えられるためである。 
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表 3-4-3 外力による変状に対する対策区分 

変状区分 通常の外力 突発性の崩壊 (注 1) 

変状種類 

 

判定区分 

圧ざ、ひび割れ(注 2) うき、はく離(注 3) 変形、移動、沈下 巻厚不足、背面空洞 

Ⅰ 

ひび割れが生じてい

ない，または生じて

いても軽微で、措置

を必要としない状態 

ひび割れ等によるう

き，はく離のちょう

こうがないもの，ま

たはたたき落としに

より除去できたため

落下する可能性がな

く，措置を必要とし

ない状態 

変形，移動，沈下等

が生じていない，ま

たはあっても軽微

で，措置を必要とし

ない状態 

履工背面の空洞が小

さいもしくはない状

態で，有効な履行圧

が確保され、措置を

必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 

ひび割れがあり，そ

の信仰が認められな

いが，将来的に構造

物の機能が低下する

可能性があるため，

監視を必要とする状

態 

ひび割れ等により履

工コンクリート等の

うき，はく離の兆候

があり，将来的に落

下する可能性がある

ため，監視を必要と

する状態 

変形，移動，沈下等

しており，その進行

が停止しているが，

監視を必要とする状

態 

－ 

Ⅱａ 

ひび割れがあり，そ

の進行が認められ，

将来的に構造物の機

能が低下する可能性

があるため，重点的

な監視を行い，予防

保全の観点から計画

的に対策を必要とす

る状態 

ひび割れ等により履

工コンクリート等の

うき，はく離の兆候

があり，将来的に落

下する可能性がある

ため，重点的な監視

を行い，予防保全の

観点から計画的に対

策を必要とする状態 

変形，移動，沈下等

しており，その進行

が緩慢であるため，

重点的な監視を行

い，予防保全の観点

から計画的に対策を

必要とする状態 

履工アーチ部または

側面の履工背面に空

洞が存在し，今後，

地山の劣化等により

背面の空洞が拡大す

る可能性があり，予

防保全の観点から計

画的に対策を必要と

する状態 

Ⅲ 

ひび割れが密集して

いる，またはせん断

ひび割れ等があり，

構造物の機能が低下

しているため，早期

に対策を講じる必要

がある状態 

ひび割れ等により履

工コンクリート等の

うき，はく離等がみ

られ，落下する可能

性があるため，早期

に対策を講じる必要

がある状態 

変形，移動，沈下等

しており，その進行

がみられ，構造物の

機能低下が予想され

るため，早期に対策

を講じる必要がある

状態 

アーチ部の履工背面

に大きな空洞が存在

し，有効な理工厚が

少なく，背面の地山

が岩塊となって落下

する可能性があり，

緊急に対策を講じる

必要がある状態 

Ⅳ 

ひび割れが大きく密

集している，または

せん断ひび割れ等が

あり，構造物の機能

が著しく低下してい

る，または圧ざがあ

り，緊急に対策を講

じる必要がある状態 

ひび割れ等により履

工コンクリート等の

うき，はく離等が顕

著にみられ早期に落

下する可能性がある

ため，緊急に対策を

講じる必要がある状

態 

変形，移動，沈下等

しており，その進行

が著しく，構造物の

機能が著しく低下し

ているため，緊急に

対策を講じる必要が

ある状態 

アーチ部の履工背面

に大きな空洞が存在

し，有効な履工厚が

少なく，背面の地山

が岩塊となって落下

する可能性があり，

緊急に対策を講じる

必要がある状態 

(注 1) 見かけ上の変状がほとんど見られない状況で、突然トンネルの履工が崩壊する可能性があることをい

う。 

(注 2) 外力に起因するひび割れを対象とする。 

(注 3) 外力に起因するひび割れ等に伴って発生するうき、はく離を対象とする。 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.4＞ 
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1) 圧ざ、ひび割れ 

圧ざとは、断面内で圧縮による軸力と曲げモーメントの影響が顕著に現れ、トンネルの内側が

圧縮によりつぶれるような状態で損傷等を生じる状態をいう。圧ざやひび割れが進行した場合、

構造物の機能低下につながる。 

 ひび割れの進行の有無が確認できない場合について、ひび割れ規模(幅や長さ)等に着目した判

定の目安例として、表 3-4-4に示す。 

 一方、調査の結果、ひび割れの進行が確認された場合については、ひび割れ規模幅や長さ等に

着目し、表 3-4-5を判定の目安例として、Ⅱa～Ⅳの判定を行う。なお、ひび割れの進行の有無の

判断は、過去の点検記録や調査結果等を参考とする。 

 

表 3-4-4 点検時(ひび割れの進行の有無が確認できない場合)の判定の目安例 

対象

箇所 

部位 

区分 

ひび割れ 

判定区分 
幅 長さ 

5mm 

以上 

3mm以上

5mm未満 

3mm 

未満 

10m 

以上 

5m以上

10m未満 

5m 

未満 

履工 断面内 

  ○ ○ ○ ○ Ⅰ、Ⅱb、Ⅱa 

 ○    ○ Ⅱb、Ⅱa 

 ○   ○  Ⅲ 

 ○  ○   Ⅲ 

○     ○ Ⅱb、Ⅱa、Ⅲ 

○    ○  Ⅲ 

○   ○   Ⅳ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.6＞ 

 

表 3－4－5 調査の結果、ひび割れの進行が確認された場合の判定の目安例 

対象 

箇所 

部位 

区分 

ひび割れ 
判定 

区分 
幅 長さ 

3mm以上 3mm未満 5m以上 5m未満 

履工 断面内 

 ○ ○ ○ Ⅱa、Ⅲ 

○   ○ Ⅲ 

  ○  Ⅳ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.7＞ 

 

2) うき、はく離 

 外力に起因する覆工の変形、または材質劣化等でひび割れが発生し、それが閉合することでう

き、はく離が生じることがある。 

 うき、はく離部の落下の危険性は、ひび割れ等の状況や打音異常で判断する。判定Ⅱｂ～Ⅳに

対する判定の目安例として、表 3-4-6に示す。なお、うき、はく離の判定は、打音検査時にたた

き落としを行ったあとに実施する。 
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表 3-4-6 うき、はく離等に対する判定の目安例 

対象

箇所 

部位 

区分 
ひび割れ等の状況 

打音異常 

有 無 

履工 断面内 

ひび割れ等はあるものの，進行しても閉

合の恐れがない 
Ⅱｂ  

ひび割れ等は閉合してはいないものの，

ひび割れの進行により閉合が懸念される 
Ⅲ Ⅱｂ 

ひび割れ等が閉合しブロック化している Ⅳ Ⅱｂ、Ⅱａ、Ⅲ 

漏水防止モルタルや補修材が材質劣化し

ている 
Ⅲ、Ⅳ Ⅱｂ、Ⅱａ、Ⅲ 

履工コンクリートや骨材が細片化してい

る，あるいは豆板等があり材質劣化して

いる 

Ⅳ Ⅱｂ、Ⅱａ、Ⅲ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.10＞ 

 

3) 変形、移動、沈下 

 覆工の変形、移動、沈下は、一般には徐々に進行するものであるが、地震、地すべり、大雨等

により急激に進行することもある。また、寒冷地における凍上圧による変形のように、変動を繰

り返しながら進行するものもある。 

 トンネルの変形、移動、沈下については変形速度が目安となる。変形速度の判定区分がⅡｂ～

Ⅳに対する判定の目安例として、表 3-4-7に示す。なお、移動、沈下等に関しては、その発生メ

カニズムの推定結果をふまえ、個別の検討を要する。 

 

表 3-4-7 変形速度に対する判定の目安例 

対象箇所注 1) 
部位 

区分 

変形速度 

判定区分 
10mm/年 

以上 

(著しい) 

3mm/年以上 

10mm/年未満

(進行が 

みられる) 

1mm/年以上 

3mm/年未満

(進行が 

みられる 

～緩慢) 

1mm/年 

未満 

(緩慢) 

履工 

路面 

路肩 

断面内 

   ○ Ⅱb、Ⅱa 

  ○  Ⅱa 

 ○ ○  Ⅲ 

○    Ⅳ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.13＞ 

 

4) 巻厚不足・背面空洞 

 巻厚不足および背面空洞が確認されるトンネルでは、突発性の崩壊の可能性が懸念される。突

発性の崩壊とは、見かけ上の変状が小さい状況で、覆工が突然に崩壊することをいう。 

突発性の崩壊の可能性に対する判定の目安例として、表 3-4-8に示す。同表は矢板工法による

トンネルを対象としたものであるが、山岳トンネル工法によるトンネルにおいても参考として利

用できる。 
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表 3-4-8 突発性の崩壊の可能性に対する判定の目安例 

背面空洞深さ 

履工巻厚 

大 

(30cm以上程度) 

小 

(30cm未満程度) 

小 

(30cm未満程度) 
Ⅲ、Ⅳ 

－ 
大 

(30cm以上程度) 
Ⅱａ、Ⅲ 

 ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-1表-4.2.16＞ 

 

(2) 材質劣化による変状に対する判定 

覆工コンクリートの材質劣化に対する判定では、構造物としての耐力評価および利用者に対する安

全性の確保という観点からの判定を基本とする。 

ここでは、コンクリートのうき、はく離、補強鉄筋を有するコンクリート構造物を対象とした鋼材

腐食、ならびに覆工コンクリートの有効巻厚の不足・現象を対象とする。これらの変状に対する対策

区分は表 3-4-9のようになる。 

なお、変状原因によっては、施工当初にひび割れ、うき、はく離等を示すもの(温度応力や乾燥収

縮によるひび割れ、初期凍害によるひび割れやうき等)があり、適切な判定を行うためには、これら

の変状と外力による変状とを区別することが重要である。 

また、コンクリートの乾燥収縮によるひび割れ等の材質劣化によるひび割れは、利用者の安全性や

トンネルの機能に及ぼす影響が小さいため、判定に対象としていない。ただし、材料劣化のひび割れ

によってうき、はく離が誘発される場合は、材質劣化によるうき、はく離にもとづいて対策区分の判

定を行う。 
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表 3-4-9 材質劣化による変状に対する対策区分 

変状種類 

 

判定区分 

うき、はく離 鋼材腐食 有効巻厚の減少 

Ⅰ 

ひび割れ等によるうき，は

く離の兆候がないもの，ま

たはたたき落としにより除

去できたため落下する可能

性がなく，措置を必要とし

ない状態 

鋼材腐食が生じてな

い，またはあっても軽

微なため，措置を必要

としない状態 

材質劣化等がみられ

ないか，みられて

も，有効巻厚の減少

がないため、措置を

必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 

ひび割れ等により履工コン

クリート等のうき，はく離

の兆候があり，将来的に落

下する可能性があるため、

監視を必要とする状態 

表面的あるいは小面積

の腐食があるため，監

視を必要とする状態 

材質劣化等がみら

れ，断面強度への影

響がほとんどない

が，監視を必要とす

る状態 

Ⅱａ 

ひび割れ等により履工コン

クリート等のうき，はく離

の兆候があり，将来的に落

下する可能性があるため，

重点的な監視を行い，予防

保全の観点から計画的に対

策を必要とする状態 

孔食あるいは鋼材全周

のうき錆がみられるた

め，重点的な監視を行

い，予防保全の観点か

ら計画的に対策を必要

とする状態 

材質劣化等により有

効巻厚が減少し，構

造物の機能が損なわ

れる可能性があるた

め，重点的な監視を

行い，予防保全の観

点から計画的に対策

を必要とする状態 

Ⅲ 

ひび割れ等により履工コン

クリート等のうき，はく離

等がみられ，落下する可能

性があるため，早期に対策

を講じる必要がある状態 

腐食により，鋼材の断

面欠損がみられ，構造

用鋼材として機能が損

なわれているため，早

期に対策を講じる必要

がある状態 

材質劣化等により有

効巻厚が減少し，構

造物の機能が損なわ

れたため，早期に対

策を講じる必要があ

る状態 

Ⅳ 

ひび割れ等により履工コン

クリート等のうき，はく離

等が顕著にみられ，早期に

落下する可能性があるた

め，緊急に対策を講じる必

要がある状態 

腐食により，鋼材の断

面欠損がみられ，構造

用鋼材として機能が著

しく損なわれているた

め，緊急に対策を講じ

る必要がある状態 

材質劣化等により有

効巻厚が著しく減少

し，構造物の機能が

著しく損なわれたた

め，緊急に対策を講

じる必要がある状態 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-2表-4.2.17＞ 

 

1) うき、はく離 

材質劣化によるうき、はく離に対する判定の目安は、表 3-4-6が参考となる。 

材料劣化に起因するうき、はく離については、塩害や凍害等によるスケーリングによるものもあ

る。さらには、補修材として使用した漏水防止モルタル等が経年劣化し、落下することもあるの

で、それに対する判定も行う。 

うき、はく離箇所が側壁部で、かつ車両通行ならび歩行者への影響がないと考えられる部位に

ついては、判定区分の中の低いランクを採用してもよい。 

2) 鋼材腐食 

 内巻補強工等の覆工の補修・補強対策等で用いられている鋼材の腐食に対し、表 3-4-10が参考

となる。 

なお、有筋の覆工コンクリートにおいて鉄筋が露出している箇所についても、同表を参考に判

定を行う。 
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また、鋼材腐食による変状としては、覆工補修、補強材の鋼材腐食、坑口等における覆工コン

クリート内の鉄筋腐食および鉄筋の断面欠損、鉄筋腐食に伴うコンクリートの断面欠損がある。 

 

表 3-4-10 覆工補修・補強材等の鋼材腐食に対する判定区分 

判定区分 変状の状態 

Ⅰ 鋼材腐食が生じてない，またはあっても軽微なため，措置を必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 表面的あるいは小面積の腐食があるため，監視を必要とする状態 

Ⅱａ 
孔食あるいは鋼材全周のうき錆がみられるため，重点的な監視を行い，予防保全の観点

から計画的に対策を必要とする状態 

Ⅲ 
腐食により，鋼材の断面欠損がみられ，構造用鋼材として機能が損なわれているため，

早期に対策を講じる必要がある状態 

Ⅳ 
腐食により，鋼材の断面欠損がみられ，構造用鋼材として機能が著しく損なわれている

ため，緊急に対策を講じる必要がある状態 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-2表-4.2.18＞ 

 

3) 有効巻厚の減少 

 有効巻厚の減少は、主に覆工コンクリートの材質劣化の進行に伴って生じると考えられる。こ

こでいう有効巻厚とは、残存する覆工コンクリートのうち、強度が設計基準強度以上の部分をい

い、設計基準強度が不明な場合は 15N/㎟以上の部分をいう。 

有効巻厚の減少は特に矢板工法によって建設されたトンネルに対して留意すべき事項である。

覆工コンクリートの表面に不規則なひび割れが見られている場合や、打音検査により異音が確認

された場合、あるいは比較的規模が大きな豆板等が見られる場合等においては、材質劣化や凍害

により有効巻厚が減少していると想定される覆工スパン→箇所を対象に、表 3-4-11を参考に判定

を行う。 

また、設計巻厚に対する有効巻厚の比に関して、判定区分がⅡｂ～Ⅳに対する判定の目安例とし

て、表 3-4-12に示す。 

 

表 3-4-11 有効巻厚の減少に対する判定区分 

判定区分 変状の状態 

Ⅰ 
材質劣化等がみられないか，みられても，有効巻厚の減少がないため，措置を必要とし

ない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 材質劣化等がみられ，断面強度への影響がほとんどないが，監視を必要とする状態 

Ⅱａ 
材質劣化等により有効巻厚が減少し，構造物の機能が損なわれる可能性があるため，重

点的な監視を行い，予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態 

Ⅲ 
材質劣化等により有効巻厚が減少し，構造物の機能が損なわれたため，早期に対策を講

じる必要がある状態 

Ⅳ 
材質劣化等により有効巻厚が著しく減少し，構造物の機能が著しく損なわれたため，緊

急に対策を講じる必要がある状態 
 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-2表-4.2.20＞ 
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表 3-4-12 有効巻厚の減少に対する判定の目安例(矢板工法の場合) 

箇所 主な原因 

有効巻厚／設計巻厚 
判定 

区分 
1/2 

未満 

1/2 

～2/3 

2/3 

以上 

アーチ・側壁 
経年劣化、凍害、

アルカリ骨材反応 

  ○ Ⅱb 

 ○  Ⅱa、Ⅲ 

○   Ⅲ、Ⅳ 
 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-2表-4.2.21＞ 

 

(2) 漏水等による変状に対する判定 

漏水等による変状は、表 3-4-13を参考に判定を行う。 

また、漏水等による変状で利用者の安全性に影響がない場合、判定区分はⅠとなる(表 3-4-13参

照)。一方、利用者への影響はほとんどないが監視を必要とするもの、あるいは利用者への影響があ

る場合の判定区分はⅡｂ～Ⅳのいずれかに分類される。この場合の漏水等による変状について、判定

の目安例を表 3-4-14に示す。 

 

表 3-4-13 漏水等による変状に対する判定区分 

判定区分 変状の状態 

Ⅰ 
漏水がみられないもの，または漏水があっても利用者の安全性に影響がないため，措置

を必要としない状態 

Ⅱ 

Ⅱｂ 
コンクリートのひび割れ等から漏水が浸出しており，利用者の安全性にはほとんど影響

がないが，監視を必要とする状態 

Ⅱａ 

コンクリートのひび割れ等から漏水の滴水があり，将来的に利用者の安全性を損なう可

能性があるもの，または，排水不良により，舗装面に滞水を生じる恐れのあるため，重

点的な監視を行い，予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態 

Ⅲ 

コンクリートのひび割れ等から漏水の流下があり、または、排水不良により舗装面に滞

水があり、利用者の安全性を損なう可能性のあるため、早期に対策を講じる必要がある

状態 

Ⅳ 

コンクリートのひび割れ等から漏水の噴出があり，または，漏水に伴う土砂流出により

舗装が陥没したり沈下する可能性があり，寒冷地において漏水等により，つららや側氷

等が生じ，利用者の安全性を損なうため，緊急に対策を講じる必要がある状態 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-3表-4.2.23＞ 
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表 3-4-14 漏水等による変状に対する判定の目安例 

箇所 主な現象 

漏水の度合 
利用者への 

影響 
判定区分 

噴出 流下 滴水 
浸出 

(にじみ) 
有 無  

アーチ 

漏水 

   ○  ○ Ⅱｂ 

  ○  ○  Ⅱａ 

 ○   ○  Ⅲ 

○    ○  Ⅳ 

つらら 
     ○ Ⅱｂ 

    ○  Ⅲ、Ⅳ 

側壁 

漏水 

     ○ Ⅱｂ 

  ○  ○  Ⅱａ 

 ○   ○  Ⅱａ 

○    ○  Ⅲ 

側氷 
     ○ Ⅱｂ 

    ○  Ⅲ、Ⅳ 

路面 

土砂流出 
     ○ Ⅱｂ 

    ○  Ⅲ、Ⅳ 

滞水 
     ○ Ⅱｂ 

    ○  Ⅲ、Ⅳ 

凍結 
     ○ Ⅱｂ 

    ○  Ⅲ、Ⅳ 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 4-2-3表-4.2.24＞ 
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3-5 健全性の診断        ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 5-1＞ 

 

健全性の診断とは、トンネルの機能に対する支障の有無ならびに措置の緊急度を判定することを指し、

本体工および附属物の定期点検時の点検または調査の結果により把握された変状・異常の状態にもとづい

て行う。定期点検における健全性の診断は、変状単位に行う「変状等の健全性の診断」と構造物単位に行

う「トンネル毎の健全性の診断」の 2段階により行う。 

健全性の診断は、Ⅰ～Ⅳの 4段階により行う。なお、附属部の取付状態の異常判定区分については、

「○」、「×」により健全性の診断を行う。 

 

表 3-5-1 健全性の判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている，または生じる可能性が著しく高く，緊

急に措置を講ずべき状態 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 5-1表-5.1.1＞ 

 

表 3-5-2 附属物の取付状態に対する異常判定区分 

異常判定区分 異常判定の内容 

× 附属物の取付状態に異常がある場合 

○ 附属物の取付状態に異常がないか、あっても軽微な場合 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 5-1表-5.1.2＞ 

 

3-5-1 健全性の診断の方法        ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 

第 2編 5-2、5-2-1、5-2-2、5-3＞ 

 

健全性の診断には、「変状等の健全性の診断」、「トンネル毎の健全性の診断」の 2段階の手順があ

る。 

第 1段階の「変状等の健全性の診断」とは、トンネルの変状が利用者に及ぼす影響を詳細に把握し、

適切は措置を計画するために行うものである。 

第 2段階の「トンネル毎の健全性の診断」は、「トンネル毎の健全性の診断」の結果をもとに各覆工

スパンに対して、「覆工スパン毎の健全性の診断」を行い、その結果にもとづいて行う。この結果は、

トンネル構造物としての健全性を診断するものであり、トンネルの管理者が保有する全構造物を一律に

管理し、効率的な維持管理を行うための指標として活用することを目的とする。 

なお、附属物の取付状態の異常については、第 1段階で健全性の診断を行う。 

 



 

第 2編  9 － 94 

(1) 変状等の健全性の診断の方法 

1) トンネル本体工 

トンネル本体工に対する健全性の診断は、「3-4 対策区分の判定」の判定結果にもとづき、表

3-5-1の判定区分により行う。「変状等の健全性の診断」においては、対策区分ⅡｂとⅡａを併せ

て健全性の診断区分Ⅱとして取り扱う。 

2) 附 属 物 

    附属物の取付状態に対する変状等の健全性の診断は、「3-4 対策区分の判定」の判定結果にもと

づき、表 3-5-2の判定区分により行う。 

    附属物の取付状態の異常は、利用者被害につながる可能性があるため、異常箇所に対しては個別

に再固定、交換、撤去や、設備全体を更新するなどの方法による対策を早期に実施する必要があ

る。 

 

(2) トンネル毎の健全性の診断の方法 

1) 覆工スパン毎の健全性の診断 

「覆工スパン毎の健全性の診断」は、表 3-5-1の判定区分により行う。判定対象とする覆工スパ

ンの中で最も評価の厳しい健全性を採用し、その覆工スパンの健全性とする。なお、健全性の診断

の判定区分がⅡ～Ⅳに該当する変状がないスパンはⅠと判定する。また、附属物については、覆工

スパンごとでの健全性の診断は行わない。 

2) トンネル毎の健全性の診断 

「トンネル毎の健全性の診断」は、表 3-5-1の判定区分によりトンネルごとで総合的な判定  

を行うもので、道路管理者が保有するトンネルを含む全体の状況を把握するなどを目的とする。      

「トンネル毎の健全性の診断」は、本体呼応に関する健全性の診断の結果にもとづいて行うものと

し、一般には、利用者や構造物の機能に影響をおよぼす変状等に着目して、各覆工スパンの健全性

の診断結果の中で、最も厳しい診断結果で代表させる。 

(3) 健全性の診断後の対応 

健全性の診断を行った後は、「トンネル毎の健全性の診断」の結果に応じて、それぞれ適切な対応

を取る必要がある。健全性の診断に対する判定区分と対策区分にもとづく措置の例を表 3-5-3に示

す。 

 

表 3-5-3 健全性の診断の判定区分にもとづく措置の例 

健全性の診断の

判定区分 

(表-5-1-1) 

対策区分の判

定区分 

(表-4-2-1) 

措置 

対策 監視 

Ⅰ Ⅰ 実施しない 実施しない 

Ⅱ 

Ⅱｂ 実施しない 実施する 

Ⅱａ 計画的に実施する 
本対策を行わない場合に実施

する 

Ⅲ Ⅲ 早期に実施する 
本対策を行わない場合に実施

する 

Ⅳ Ⅳ 緊急に実施する 
本対策を行わない場合に実施

する 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 5-3表-5.3.1＞ 
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3-6 措 置           ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-1＞ 

 

措置にあたっては、点検、調査の結果にもとづいて、トンネルの機能や耐久性等を回復・維持させるた

め最適な対応を道路管理者が総合的に検討する。 

対策にあたっては、点検、調査による、原因推定からの変状の評価とトンネルの重要度を総合評価し、

種々の変状によるトンネル構造物の低下した機能や耐久性を回復させるための最適な方法を検討する必要

がある。 

それには、点検および調査の結果にもとづいて変状の状況を十分に把握して、対策方法を選定するとと

もに、その範囲・規模等については、対策の目的を満足する範囲で経済性をも考慮し決定する必要があ

る。 

 

3-6-1 対策工の適用    ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-2-1、6-2-2＞ 

 

(1) 応急対策工 

応急対策工とは、調査や本対策を実施するまでの期間に限定し、短期的にトンネルの機能を維持す

ることを目的として適用するものであり、点検後速やかに実施することが重要である。そのため、応

急対策工は、即応性があるとともに、のちの調査、監視をできるだけ妨げない工種を選定する必要が

ある。 

なお、応急措置を実施した変状に対しては、健全性の診断の判定区分は変更しない。また、附属物

の取付状態に関しては、異常が確認された場合、応急対策を実施することなく早急に本対策を実施す

る。 

(2) 本対策工 

本対策とは、中～長期的にトンネルの機能を回復・維持することを目的として適用するものであ

る。 

各種のトンネルの本対策工は、期待する対策効果の点から「外力対策工」、「はく落防止対策工」、

「漏水対策工」の 3つに分類する。表 3-6-1に対策の区分に対応する対策工適用の目安を示す。 
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表 3-6-1 対策の区分と本対策工の種類 

対策の区分 

対策の分類 対策工の種類 
外力 

はく落

防止 
漏水 

 ○  はく離部の事前除去対策 はつり落とし工 

 ○  はく落除去後の処理対策 断面修復工 

 ○  履工の一体性の回復対策 ひび割れ注入工 

 
○  支保材による保持対策 

金網・ネット工 
金網工(クリンプ金網，エキスパンドメタル) 

ネット工(ＦＲＰメッシュ，樹脂ネット) 

当て板工 

形鋼系(平鋼，山形鋼，溝型鋼)当て板工 

パネル系(鋼板，成型板)当て板工 

繊維シート系当て板工 

○ 

補強セントル工 鋼アーチ支保工 

△  履工内面の補強対策 

内面補強工 

繊維シート補強工 

格子筋補強工 

成型板接着工 

鋼板接着工 

内巻補強工 

吹付け工 

場所打ち工 

プレキャスト工 

埋設型枠・モルタル充填工 

鋼材補強工 

 

 ○ 漏水対策 

線状の漏水対策

工 

導水樋工 

溝切り工 

止水注入工(ひび割れ注入) 

止水充填工(Ｖカット充填) 

面状の漏水対策

工 

防水パネル工 

防水シート工 

防水塗布工 

○ 地下水位低下工 
水抜きボーリング，水抜き孔 

排水溝 

△  
○ 

(凍結防止) 
凍結対策 断熱工 

断熱材を適用した線状・面状の漏水対策工 

表面断熱処理工 

○   履工背面の空洞充填対策 裏込め注入工  

○ △  地山への支持対策 ロックボルト工 ロックボルト工、アンカー工 

○   地山改良対策 地山注入工 薬液注入工 

○ 
△ △ 

履工改築対策 
履工改築工 部分改築工，全面改築工 

  インバート工 インバート新設または改築 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-2-2表-6.2.1＞ 
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3-6-2 対策工の選定     ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 6-3-1～3＞ 

 

  (1) 外力対策工の選定 

外力対策工に関しては、表 3-6-2に示すように、変状原因に応じた各種の対策工が適用される事例

が多い。ただし、変状原因や施工条件等がトンネルごとに異なるため、諸条件を考慮した上で個別に

検討して対策工を選定する必要がある。 

 

表 3-6-2 変状原因に対する外力対策工の一般的な適用区分の目安 

変状の機構 外力の作用 履工耐荷力の不足 

備  考 

 

変状原因 

 

 

 

 

 

 

対策の分類と種類 

緩

み

土

圧 

膨

張

性

土

圧 

偏
土
圧
・
斜
面
の
ク
リ
ー
プ 

地

す

べ

り 

支

持

力

不

足 

水

圧 

凍

上

圧 

近

接

施

工 

履

工

背

面

空

洞 

巻

厚

不

足 

イ
ン
バ
ー
ト
な
し 

支保材による 

保持対策 
補強セントル工 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽   

履工内面の 

補強対策 

内面補強工 ○ ○ ○ ○  △  ○  ○   

内巻 

補強工 

吹付け工 △ △ △ △  △ △ △ △ ○   

場所打ち 

工他 
○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ◎   

漏水対策 地下水位低下工    △※  ○ △     
※排水ボーリングとして坑

内から施工する場合がある 

凍結対策 断熱工       ◎      

履工背面の 

空洞充填対策 
裏込め注入工 ◎ ◎ ◎ ○  ○ ○ ○ ◎    

地山への 

支持対策 

ロックボルト工 △ ◎ ◎ ○ ○  △ ○   △  

アンカー工 △ ◎ ◎ ○ ○  △ ○   △  

地山改良対策 地山注入工     △※ △      

※地山の細粒分の吸出し防

止により沈下対策として有

効な場合がある 

履工改築 

対策 

履工改築工 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ◎  部分改築または全面改築 

インバート工  ◎ ○ ○ ◎ △ △ △   ◎ インバート新設または改築 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-3-1表-6.3.1＞ 

 

 (2) はく落防止対策工の選定 

1) 応急対策工  

変状状態による応急対策工(はく落防止対策)選定の目安を図 3-6-1に示す。この図は標準的な

応急対策工の選定を目安に示すものである。 

なお、はく落防止対策箇所において、漏水対策が必要となる場合は、原則として、はく落防止対

策を優先し、これが適用された状態で実施可能な「漏水対策」を計画することが望ましい。 
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図 3-6-1 変状形態による応急対策工(はく落防止対策)選定の目安 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-3-1図-6.3.1 
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2) 本対策工  

変状状態による本対策工(はく落防止対策)選定の目安を図 3-6-2に示す。この図は標準的な本対

策工の選定を目安に示すものである。 

漏水が発生している変状箇所では、適切な漏水処理をあらかじめ行ったうえで、はく落防止対策

工を適用することを基本として考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6-2 変状形態による本対策工(はく落防止対策)選定の目安 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 6-3-2図-6.3.2＞ 

 

   3) 金網・ネット工の本対策への適用について 

金網・ネット工は、はく落物の支持効果は期待できるが、覆工材料の劣化の進行を防止する効果

は期待できないことから、当て板工(パネル系、繊維シート系)と同等の対策効果は有していない。

しかし、5年に 1回の頻度で、近接目視により行われる定期点検によって、金網工やネット工の対

策効果については、継続的に確認することが可能であることから、留意点に配慮することを前提

に、当て板工(パネル系、繊維シート系)の代替として、金網・ネット工を本対策工として適用でき

ることとした。  



 

第 2編  9 － 100 

(3) 漏水対策工の選定 

1) 応急対策工 

表 3-6-3に漏水形態による応急対策工選定の目安を示す。なお、ここでは応急的な取り扱いのた

め、内空断面余裕については特に考慮していない。このため内空断面余裕の確保できないトンネル

においては、交通規制等の応急措置の適用も含め総合的に判断することが望ましい。 

また、はく落防止対策工と併用する場合は、はく落防止対策工の施工を優先させたうえで適用で

きる漏水の応急対策工を選定する必要がある。 

 

表 3-6-3 漏水形態による応急対策工選定の目安 

漏水箇所 漏水形態 

応急対策工(該当工法を併用して適用) 

線状の対策 面状の対策 地下水低下 

導水樋工 防水シート 
水抜きボーリング

水抜き孔 

アーチ 

履工 

側壁 

面状の

漏水 

複数ひび割れからの漏水 
 ○ △ 

豆板等からの漏水 

線状の

漏水 

単一ひび割れからの漏水 

○  △ 
横断目地 横断目地からの漏水 

水平打 

継ぎ目 
水平打継ぎ目からの漏水 

路面・ 

側溝 
噴泥，沈砂，滞水，自噴等 滞水の切り回し等、個別に検討する 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6)  第 2編 6-3-3表-6.3.2＞ 

 

2) 本対策工 

漏水に対する本対策工の選定に際しては、表 3-6-4を参考に、漏水箇所、漏水形態、漏水量、内

空断面余裕、気候条件その他の適用条件等を考慮して選定を行う必要がある。 

なお、外力対策や、はく落防止対策の本対策工と併用する場合は、これら対策工の下地処置とし

て適用可能な漏水対策工を選定する必要がある。 
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表 3-6-4 漏水形態による本対策工選定の目安 

漏水 

箇所 
漏水形態 

漏水

量 

内空

断面

余裕 

本対策工(該当工法を併用して適用) 

備考 

線状の対策 面状の対策 地下水位低下 

導水樋

工 

溝切り

工 

止水注

入工 

防水パ

ネル工 

防水塗

布工 

水抜き

ボーリ

ング・

水抜き

孔 

排水溝 

アーチ

履工 

 

側壁 

面

状

の

漏

水 

複数ひ

び割れ

からの

漏水 

多量 

あり    ○  △   

なし 
    △ △   

 ○ ○      

少量 
あり    ○     

なし  ○ ○      

豆板等

の材質

劣化部

からの

漏水 

多量 
あり    ○  △   

なし     △ △   

少量 

あり    ○     

なし        
個別 

検討 

線

状

の

漏

水 

単一ひ

び割れ

からの

漏水 

多量 
あり ○  △   △   

なし  ○ △   △   

少量 
あり ○  △      

なし  ○ △      

横断目

地 

目地か

らの漏

水 

多量 
あり ○     △   

なし  ○    △   

少量 
あり ○        

なし  ○       

水平打

継ぎ目 

打継ぎ

目から

の漏水 

多量 
あり 

 ○    △   

   ○  △   

なし  ○    △   

少量 
あり 

 ○       

   ○     

なし  ○       

路面 滞水，自噴  －      △ ○  

既設漏水対策工の劣化・破損 － 表－6．3．4参照 

   ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 6-3-3表-6.3.2＞ 

    

3-7 記 録 

 

記録とは、点検結果、調査結果、健全性の診断結果、措置後の確認結果を適時、定められた様式に記

録、記載することをいう。 

なお、定期点検および診断の結果ならびに措置の結果については、その内容等を記録し、当該道路トン

ネルが利用されている期間中は、これを保存しなければならない。 

 

3-7-1 点検記録様式      ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 7-2＞ 

 

「直轄版要領」(道路トンネル点検要領 H26.6 国土交通省 道路局 国道・防災課)で定められた

項目を記録するための点検表記録様式リストを表 3-7-1に示す。点検記録様式は、トンネル台帳、点検

調書、診断調書で構成される。 
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表 3-7-1 点検表記録様式リスト 

様式番号 記載内容 

トンネル

台帳 

様式Ａ－1 トンネル諸元，非常用施設諸元 

様式Ａ－2 トンネル情報一覧表 

様式Ａ－3 トンネル記録(位置図，断面図，施工実績等) 

点検調書 

様式Ｂ トンネル変状・異常箇所写真位置図 

様式Ｃ－1－1 点検結果総括表(トンネル本体工) 

様式Ｃ－1－2 点検結果総括表(トンネル内附属物の取付状態) 

様式Ｃ－3 調査・措置の履歴 

様式Ｄ－1－1 変状写真台帳(トンネル本体工) 

様式Ｄ－1－2 異常写真台帳(トンネル内附属物の取付状態) 

様式Ｄ－2 トンネル全体展開図 

様式Ｄ－3 履工スパン別変状詳細展開図 

診断調書 
様式Ｅ－1 診断結果(変状単位) 

様式Ｅ－2 診断結果(履工スパン毎、トンネル毎) 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 7-2表-7.2.1＞ 

 

 

3-8 清 掃       ＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 8-1、8-2-2、8-3＞ 

 

トンネル内の清掃にあたっては、汚れの程度、交通量を考慮し、効果的かつ定期的に実施することを原

則とする。 

清掃箇所は本体工と附属物に大別できる。本体工では、側壁、内装版、路面、路肩、排水施設等があ

り、附属物には付属施設および標識、情報板、吸音板等がある。この付属施設には換気施設、照明施設、

非常用施設およびこれらを運用するために必要な施設、ケーブル類等がある。 

これらの箇所は、それぞれの機能によって清掃の頻度が異なっているが、できるだけ本体工や付属物の

点検と効率よく組み合わせて行うことによって、トンネル内の交通規則回数を少なくするよう配慮する必

要がある。 

また、アーチ部付近についても、交通および点検等の支障にならない程度に清掃等管理することが望ま

しい。 
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(1) 側壁部および内装版の清掃 

 

表 3－8－1 湿式清掃および乾式清掃の特徴 

項目 湿式清掃 乾式清掃 

清掃効果 良い 湿式に比べ悪い場合もある。じん

あいが空中に飛散するために再付

着する可能性がある 

作業規模 水を使用するため乾式より規模大 作業規模小 

設備の規模 洗浄時汚水が発生するため、その

まま排水できないところでは沈殿

槽等が必要 

清掃設備は簡易 

内装版への

影響 

ブラシの手による押付け力は乾式

に比べ小さい 

清掃時押付け力を必要とし，この

押付け力により内装版を破損する

可能性がある 

突起物への

影響 

ブラシの接触長さ以下の突起物は

通過の可能性あり 

突起物によりウレタンフォームが

破損し，以後その部分での清掃が

できなくなり跡が残る 

通行車両へ

の影響 

汚水の飛散があるがカバーをつけ

ることにより防止可能 

壁面の汚れが乾燥している場合は

清掃時の粉じんの発生が多い 

＜道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(H27.6) 第 2編 8-2-1表-8.2.1＞ 

 

(2) 路面の清掃 

トンネル内の路面は、降雨等の洗い流しがないため汚れやすく、できるだけ頻繁に清掃を行うこと

が望ましいが、通常、明かり部と同時に清掃することが多い。ただし、トンネルは限られた空間であ

り、かつ路肩が狭いため効果的で迅速な作業が要求される。 

なお、路面の点検(コンクリート舗装でのひび割れ、アスファルト舗装でのわだち掘れ、ひび割れ)

は清掃中およびその直後に行うとよい。 

清掃方法は、明かり部と連続して路面清掃車で行われるのが一般的である。路面清掃車は大別して

ブラシ式、真空式があり、ブラシ式は砂等の堆積物が多い場合に、真空式は清掃作業速度の高速性が

要求される場合に適用される。 

 

 (3) 清掃頻度 

清掃の頻度は、道路の規格、交通量、地域の特性等、各種の条件を総合的に判断して設定されてい

る。一般的には交通量が多くなるほど清掃頻度を増やすことが望ましい。内装版の汚れの状況は、ト

ンネル入り口部、中間部および出口部等によって変化があり、また、交通量、縦断勾配によっても変

化するため、清掃時期の判断はこれらの状況を総合的に判断し決定することが望ましい。 
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3-9 トンネル付属施設 

 

3-9-1 換気設備 

 

(1)  換気 

自動車の排気ガスは、一酸化炭素(ＣＯ)をはじめ、窒素酸化物(ＮＯⅩ)、炭化水素化合物であるホ

ルムアルデヒド(ＨＣＨＯ)、亜硫酸ガス(ＳＯ2)、鉛化合物等の毒性を有するガス及び煤煙を含む

が、一般に運転者、歩行者およびトンネル内作業者等の人体生理上からＣＯ濃度を、運転の視距確

保、快適性の保持から煤煙濃度を換気の基準として用いている｡ 

トンネルが短い場合や交通量が少ない場合は、自然条件および自動車走行のピストン作用等による

換気作用があるが、トンネルが長い場合や交通量の多い場合は、排気ガスを稀薄にするための機械力

による強制換気が必要となる｡ 

 

(2)  軸流送風機の保守点検 

ａ．通常点検 

運転状況の点検を半月に 1回位、その他の点検は月 1回程度行うのが望ましい｡ 

ｂ．定期点検 

年 1回程度実施することが望ましい｡特に潤滑油は時間の経過によっても劣化するので通常年 1

回程度の交換が望ましい｡ 

ｃ．分解整備 

運転時間が一定時間を経過したとき、あるいは一定の年数を経過したときには、全体の分解、清

掃、補修、交換等の整備を行う必要があり、時期としては、設置場所、運転条件等で異なり定めが

ないが、潤滑油、グリース類の変質、シール等の劣化、ベアリング、摺動面の摩擦等を考慮に入れ

て決める｡したがって、同一箇所の換気機の中で 1～2台分解し、その結果をみた上でその箇所にお

ける分解整備の時期を定めるのがよい｡ 

これまでの設備では、第 1回目の分解整備の時期としては、10,000～15,000時間、または 

3～5年位で整備しているものが多い｡分解の主な項目は次のとおりである｡ 

① オイルシール類、ベアリング等の消耗品については、次回分解までの運転時間を考慮して交換

する｡ 

また、清掃後必要箇所は所定の塗料により塗装する｡ 

② 減速歯車のあたり面、その他回転面、摺動面の点検、間隙等の測定を行う｡歯先部及び羽根の

根本部等は浸透探傷法(カラーチェック)等の方法で、ひび割れの有無を点検する｡ 

③ 電流計、電圧計、回転計及び温度計等の計器類の点検を行う｡ 

④ 電動機は必要に応じて、乾燥、ニス塗布、ベアリング交換等の処理を行う｡ 

 

(3)  ジェットファンの保守点検 

ジェットファンの保守点検は、取り付け位置並びに方法によって、作業は通行規制を必要とするた

め、入念な配慮が必要であるが、トンネル内という悪条件下に設置されているので点検整備は定期的

に行うことが必要である｡点検項目は、軸流送風機に準じて行う｡ 
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吸音材については、分解整備のとき騒音を測定し、吸音材の劣化が著しい場合は交換することが望

ましい｡ 

なお、分解整備の期間は、周辺の環境の条件によって大きく異なり、8,000～20,000時間程度とな

っている｡ 

 

3-9-2 照明設備 

 

トンネル周辺は一般的に排気ガスによる灯具の汚れが著しいため、照明効果を保持するには、器具の

清掃も重要なものの 1つであり、通常点検及び定期点検と相まって、常に照明設備を良好な状態に保つ

ように努めなければならない｡ 

照明設備の点検にあたっては、電路の系統、諸機器の定格及び制御等の内容を十分把握のうえ実施し

なければならない｡ 

(1) 通常点検は月 1回程度、定期点検は年 1回程度とすることが望ましい｡ 

 

(2) ランプ交換 

不点箇所のランプ、安定器等の交換作業は、照度の回復と通行規制との関連から、照明灯具の清掃

と同時に実施すると、工程上からは有利となるが、これらは設置場所の諸条件により決定されるもの

であり、一概に言うことはできない｡交換の方法には次のようなものがあるので、これらを十分配慮

し、作業計画をたてることが望ましい｡ 

ａ．個別交換方式不点ランプをその都度個々に交換する｡ 

ｂ．一斉集団交換方式一定時間経過後、点灯不点に関係なく全部のランプを交換する｡ 

ｃ．個別集団交換方式一斉集団交換の時期がくる前に不点ランプの個別交換を行い、一定時間経過

後一斉に集団交換する｡ 

ｄ．部分集団交換方式ある数が不点になった場合、その部分のランプを交換する｡ 

 ランプ、安定器等の交換にあたっては、取付け時期及び点灯時間を記録し、次の交換時等の参

考として保存することが望ましい｡なお、参考までにランプ推奨交換時間を表 3-9-1に示す｡ 

 

表 3-9-1 ランプの推奨交換時間 

品 名 定 格 寿 命 推奨交換時間 

低 圧 ナ ト リ ウ ム ラ ン プ 

蛍 光 ラ ン プ 

蛍 光 水 銀 ラ ン プ 

高 圧 ナ ト リ ウ ム ラ ン プ 

9,000 時間 

10,000 時間 

12,000 時間 

12,000 時間 

7,000 時間 

8,000 時間 

8,000 時間 

8,000 時間 

(注)  1．定格寿命は実験室的に定められた一定の条件における値で、不点になるランプが総数

50％になるまでの時間を表す｡ 

2．推奨交換時間は､一般に使用されるランプが実験室的条件に比べて悪条件にあること

と、照明器具と一体になった場合の保守率を合わせ考慮して決めた経済寿命である｡ 
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ｅ．洗剤、布切れ、ブラシ、スポンジ類、バケツ等の清掃用具 

ｆ．脚立、軽量梯子、スケーリングタワー、リフト車等 

 

3-9-3 非常用設備 

 

一般にトンネルの非常用施設は、常に使う設備でないために、特に定期的な保守点検を行い、火災点

検にあたっては、機能、方式、回路の内容及び機器の定格、性能等を熟知するとともに、あらかじめ各

設備の保守点検要領を定めて実施するのが望ましい｡ 

また、点検設備等の作業にあたっては、作業員の安全確保及び通行規制に十分配慮しなければならな

い｡  
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4．道路植栽の管理 

 

4-1 管理の基本                ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-1＞ 

 

道路緑化における管理では、管理計画に基づいて、樹木のほか、芝生、地被植物、草花及び植生のり面

の管理を行う｡これらの管理は、道路植栽の良好な活着及び生育並びに機能の維持向上を図るとともに、

道路交通の安全及び快適性を確保することを目的に、道路交通に支障を及ぼさないよう、また、沿道住民

に対し危険を与えないよう安全かつ適切な手法で行う｡ 

また、その実施にあたっては、十分な管理体制を確保するとともに、作業の安全確保に努め機械化を図

ることが望ましい｡ 

 

4-2 維持のための計画 

 

道路内に植栽された樹木類は、自然の状態で生育しているものと異なり、塵埃、排気ガス、煤煙等によ

る空気の汚染、舗装や建築物、地下埋設物等による吸水量や根表面積の減少、路面よりの反射熱による影

響、建築限界や架空線による空間制限等の生理的障害のほか、風害、自動車の衝突等の物理的な危害を受

けやすいといった極めて限られた条件のもとで生育している｡ 

植栽の初期の目的を理解し樹木のもつ植物としての生理生態と、その置かれている環境を把握するとと

もに、その生育を阻害する諸要因の除去、軽減を図り常に樹木の諸機能を合理的かつ効率よく維持し助長

に努めなければならない｡ 

 

4-3 剪定、整枝 

 

樹木の剪定、整枝は、樹木の美観、機能の維持、形状寸法の調整等を目的として、目的に応じた適切な

時期及び手法を選んで行う｡  
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4-3-1 剪定の時期             ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-1＞ 

 

適切な時期の適度な剪定は樹木の健全な育成を助けるものであるが、不適期の強度の剪定は大きな生

理的障害を引き起こし枯死する場合もあるので、剪定は適切な時期を選んで行う必要がある｡ 

 

 

 

(a) 常緑樹 

 

 

(b) 落葉樹 

(凡例) 

剪定適期 

剪定最適期 

図 4-3-1 樹木の生育パターンと剪定時期 

＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-1図 5-2-3＞ 

 

(1)  高木 

高木の剪定は一般に冬期と夏期に行われ、それぞれの冬期剪定、夏期剪定と呼ばれている｡ 

樹木は春先から夏にかけて地下の根系から養分が供給されることによって新葉の展開や新梢の伸長

が行われることから、冬期に剪定することは、養分の供給先を減じて根系の負担を緩和し樹勢を高め

ることになる｡これに対し、夏期の樹木は展開した枝葉により光合成を行い幹や根系に養分を貯蓄す

る時期であり、この時期に剪定することは、養分の生成供給源である枝葉を減じてその蓄積を阻害し

樹勢を殺ぐことになる(図 4-3-1参照)｡また落葉樹にあたっては、落葉時の方が幹や枝の状態を把握

しやすく、剪定屑の発生も少ないので作業しやすい｡ 

このため、落葉樹木の基本的な剪定は冬期に実施、夏期の剪定は道路交通に支障を及ぼす枝の垂れ

下がりを除去する程度の軽微なものにとどめる必要がある｡ただし、寒冷地における常緑樹の剪定

は、冬期に行うと寒害により枯れ戻ったりするので、夏期の新梢の成長が停止する 

5月下旬～6月または 9～10月に行うとよい｡  

落葉 
枝の伸長量 

葉量 
休眠期 

夏芽 
 （土用芽）  

休眠期 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９    

落葉 枝の伸長量 
葉量 

休眠期 
夏芽 

 
（土用芽） 

 
休眠期 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９    
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(2)  中・低木 

常緑広葉樹の刈り込み剪定は、新梢の伸長が一旦停止する 5月下旬～6月下旬、または土用芽の伸

長が停止する 9月頃に行うと剪定の効果も長続きするため、効果の維持が可能である｡ 

花木は、花芽を形成する前に剪定を終了する必要があるが、花芽の形成時期は樹種により多様であ

るので、一般には落花直後に剪定するようにすると枯れ花も撤去できて好ましい(図 4-3-2参照)｡ 

 

図 4-3-2 花芽形時期と剪定時期 

＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-1図 5-2-4＞ 
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4-3-2 除草・清掃             ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-2＞ 

 

除草及び清掃は、植栽地の美化及び樹木の健全な育成を図ることを目的として、植栽地の状況に応じ

適切な時期・手法を選んで行う｡ 

(1)  目的 

道路植栽において最も重要な機能の 1つである景観向上機能は、その植栽地が十分に管理されて初

めて効果が発揮されるものである｡また、雑草は生命力が旺盛なため植栽地における雑草の繁茂は土

壌水分や土壌養分を収奪するほか、日照を遮断する等道路植栽との競合を招き放置すると生育が阻害

されたり枯損する｡ 

このため、植栽地の除草や清掃に努め、植栽地美観の維持および道路植栽の生育環境の保全を図る

必要がある｡ 

 

(2)  方法 

抜根除草、草刈及び除草剤散布等による方法があるが、それぞれの特性をよく把握したうえで、植

栽地及びその周辺環境に応じた適切な方法を選択する必要がある｡一般に、樹木等の植栽地では、人

力による抜根除草が行われる｡ 

1) 抜根除草 

 雑草の根まで抜き取る方法で、人力により行われる｡雑草の根が完全に除去された場合の効果の

持続性は高いが、全ての雑草を根から取ることは一般に困難であり作業性に劣る｡ 

2) 草刈 

 雑草の地上部を刈り取る方法で、人力による場合もあるが、機械を用いる方法が作業性に優れる

ため一般的である｡雑草の根系が残るため、再生しやすく効果の持続性に劣るが、作業頻度を高く

することによって大型雑草は根絶することができる｡ 

3) 除草剤散布 

 薬剤を用いて植物に生理障害を起こし、雑草の発芽や生育を阻害したり枯死させたりするもので

ある｡作業性、効果の持続性ともに優れているが、薬効の植物の種類に対する選択性が不十分なた

め、薬剤の種類によっては、道路植栽の沿道農作物に薬害を生じる恐れがある｡このため、沿道に

農作物が栽培されている場合や樹木の植栽地の近傍では、薬害を生じ難い発芽抑制剤の散布または

薬剤飛散の恐れのない塗布による方法を選択する必要がある｡また、歩道等に直接面する場所での

除草剤散布はなるべく避けることが望ましい｡ 

 

(3) 時期 

抜根除草及び草刈は、雑草の出穂時、遅くても結実期前に行うことが重要であり、雑草の発生サイ

クルを考慮すると、少なくとも 6月頃と 8月下旬～9月上旬の 2回は実施することが望ましい｡ 

雑草が最も見苦しくなるのは、出穂から開花結実して穂が立ち枯れるまでの期間であり、この間は

草丈も花穂のために通常の 2倍近くなる｡また、雑草の勢力を最も衰弱させる刈取り時期は開花期で

あり、雑草の種子繁殖を防ぐためには結実前に除草することが必要である｡ 
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主な雑草の生育周期 

 

図 4-3-3 雑草の生活サイクルと草刈りの時期 

＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-2図 5-2-5＞ 

 

4-3-3 灌水 

 

植栽後間もない樹木の場合、高架下等降雨による水分供給が期待できない特殊な立地条件にある場

合、降雨が極端に少ない場合等、そのままでは土壌水分が不足し樹木の健全な育成に支障をきたす恐れ

のあるときは適宜灌水を行う｡ 

 

 

図 4-3-4 灌水量と灌水効果の範囲 

＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-5図 5-2-9＞ 

 

4-3-4 気象被害対策            ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-6＞ 

 

気象及び地理条件により寒風、潮風、土壌凍結、積雪等による気象被害が予測される場合は、事前に

適切な保護対策を講じる｡ 

(1) 対策 

1) 寒風害・潮風害 

寒風害や潮風害に対しては、独立木では寒冷紗等で樹木を覆う方法がとられるが、列植や群植で

は風上に暴風施設を設置する方法がよい｡資材としては、寒冷紗のほか、割布補強紙、ネット、割

竹、板等がある｡また、寒冷地では路面凍結防止剤による被害が発生することがあるが、その対策

も同様である｡  
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2) 土壌凍結 

土壌の凍結凍上が繰り返されると、樹木の根系が浮き上がり、乾燥により枯損する恐れがある｡

これに対しては、土壌の表面排水及び地下排水を良好にするとともに、土壌表面をマルチングする

とよい｡ 

また、凍結凍上により浮き上がっても融解時には樹木が土壌中に納まるように、支柱結束を緩く

したり根鉢に重しを置いたりすることによって、土壌の凍上に伴う乾燥害を軽減することができ

る｡ 

3) 雪害 

雪害には、冠雪害や雪圧害のほか、除雪作業に伴う作業がある｡ 

a) 冠雪害 

枝や葉に積もった雪の重みで枝や幹が折れる被害で、暖かい時期の湿雪で生じやすい｡ 

対策としては、高・中木では、剪定により枝の長さを短くしたり葉の量を少なくし、雪が樹木に

積もりにくいようにする｡剪定が不可能な場合は、雪吊りやしゅ木支柱(字形の支柱)をするほか、

中・低木では枝葉をわら縄等で絞ったり、板やネットで覆いをかける方法が一般的である｡ 

 

図 4-3-5 冠雪害対策 

＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-1図 5-2-10＞ 

 

 

刈込 

(a)リンゴ (b)吊幹 (c)吊しぼり 

(d)こもかけ (e)竹ばさみ 

(f) 
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4-3-5 支柱補修等             ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-7＞ 

 

樹木の健全な生育を図るため、また強風等により樹木が傾倒し道路交通に支障を及ぼすことのないよ

う、必要に応じて支柱の再結束、補修及び更新を行うことが望ましい｡ 

また、不要になった支柱は速やかに撤去することが望ましい｡ 

 

4-3-6 土壌保全              ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-8＞ 

 

土壌が樹木の生育にとって常に良好な状態に維持されるよう、適切な管理に努めるとともに、必要に

応じて土壌改良を行うことが望ましい｡ 

 

4-3-7 枯損樹木の処置           ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-9＞ 

 

枯死した樹木は速やかに撤去し必要に応じて補植することが望ましい｡補植は、枯死原因に対する対

策を講じたうえで、植栽適期を選んで行う｡ 

また、損傷したり衰弱した樹木は、適切な保護養生等により樹勢の回復を図るが、回復の見込みのな

いものは更新することが望ましい｡ 

 

4-3-8 災害時の応急処置          ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-11＞ 

 

台風等により枝折れ、倒木等が発生した場合は、道路交通の支障とならないよう速やかに応急処置を

施した後、早急に本復旧を図る｡ 

 

4-3-9 工事に伴う樹木の保護          ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-12＞ 

 

道路関連工事、植栽地周辺の工事等による樹木に影響が生ずる場合は、工法の変更、適切な保護対策

等により現状での保護に努めるが、それが困難な場合は、移植によりその保存を図ることが望ましい｡ 

 

4-3-10 その他の管理               ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-2-13＞ 

 

貴重な樹木で樹勢の衰弱が認められる場合は、洗浄、幹巻等の適切な保護養生により樹勢の回復を図

ることが望ましい｡ 

 

4-4 芝生の管理                ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-3＞ 

 

芝生の管理では、その良好な生育及び道路植栽としての機能の維持向上を図るため、定期的な刈り込み

及び雑草防除を行うほか、生育状況に応じて施肥、病虫害防除等を行うのが望ましい｡ 
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4-5 地被植物の管理 ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-4＞ 

地被植物の管理では、その良好な生育及び道路植栽としての機能の維持向上を図るため、雑草防除に努

めるほか、生育状況に応じて施肥、病虫害防除等を行うのが望ましい｡ 

4-6 草花の管理 ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-5＞ 

草花の管理では、その良好な生育及び道路植栽としての機能の維持向上を図るため、季節に応じた計画

的な植替えを行うほか、雑草防除に努め、生育状況に応じて灌水、施肥、病虫害防除等を行うのが望まし

い｡ 

4-7 植生のり面の管理 ＜道路緑化技術基準・同解説(S63.12) 5-6＞ 

植生のり面の管理では、のり面を雨水等の浸食から護りその安定を図るため、生育状況に応じて施肥、

追播等を行い、植生による道路のり面の早期被覆を図るとともに、被覆完了後は常に良好な生育を維持す

るように努める｡ 

また、火災の防止及び周辺環境との調和に配慮し、必要に応じて草刈りを行うのが望ましい｡ 
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